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議事のてんまつ 

午前 9時 開会 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 おはようございます。［一同「おはようございま

す。」］一般質問が昨日で終わりまして大変ご苦労様でした。今日から常任委員会の審査とい

うことでありますので、よろしくお願いいたします。 

ただいまの出席議員は 7人であります。 

ただいまから福祉文教の常任委員会を開催いたします。 

会議録署名委員の指名を行います。４番 釜屋委員、５番 唐澤委員よろしくお願いいた

します。 

①子ども未来課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは先日の本会議で当委員会に付託されまし

た案件につきまして審査を行います。まず子ども未来課にかかわる案件を議題といたしま

す。 

最初に議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についてを議題といた

します。担当課の説明をお願いいたします。課長おはようございます。 

○唐澤子ども未来課長 それでは議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認

定について子ども未来課にかかわる部分についてご説明をさせていただきます。説明につ

きましては決算書また、主要な施策の成果、それと今日配付をさせていただきました令和 2

年度 9 月議会委員会審査資料、こちらに基づきましてご説明をさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いします。説明につきましては各担当の係長から説明をさせるよう

にいたしますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 では決算書の詳細につきましてお手元の主要な施策の成果に沿っ

てご説明いたします。先ほど配布させていただきました委員会審査資料につきましては子

ども未来課にかかわる歳入歳出の細部説明資料となりますのでそちらもご参照ください。

では決算書 42ページ。初めに、歳出の方から説明をさせていただきまして、その後歳入の

内訳についてご説明をさせていただきます。決算書 42 ページをお願いいたします。A4 縦

の資料につきましては 4 ページ、子ども未来課からお配りした資料については 4 ページで

ございます。決算書 42ページの児童福祉総務費につきまして主な事業、主要な施策の成果

12 ページの下段をご覧ください。それでは、児童福祉総務費の主な事業につきましてご説

明をさせていただきます。まず主要な施策の 12 ページ下段にあります 0370 児童福祉総務

費でございます。主な事業といたしましてはそちらにございますが私立幼稚園就園奨励費

補助金、交付件数こちら 14件となっております。こちらは幼稚園に子ども子育ての新制度

に移行していない幼稚園に通うお子さんへの就園奨励費補助金となってございます。こち

らは昨年度幼児教育保育無償化に伴いまして 9 月まで実施をした補助金となってございま
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す。こちらは所得に応じて幼稚園に通うお子さんの保護者に支給をするもので昨年度 9 月

で終了となっております。その後 10月からはちょっと飛びますが下の 3段の施設等利用給

付費、こちらに移行をしてございます。こちらは新制度に移行していない幼稚園、それから

認定こども園、幼稚園等で行う一時預かりについて支給をしたものでございます。未移行幼

稚園については辰野町のヨゼフ幼稚園さん、それから駒ケ根市のマルチン幼稚園に通うお

子さんが対象となっておりました。一時預かり保育につきましてはそちらの 2 園に加えて

伊那市の緑ヶ丘幼稚園さん、それから岡谷市の聖母幼稚園さんに通うお子さんが対象とな

っております。ちょっと前後しますが 2 番の施設型給付費でございますが、こちらは認定

こども園に通うお子さんの保護者について支給するものでございます。給付対象児童は 14

人となっておりました。こちらが伊那緑ヶ丘幼稚園さん、緑ヶ丘敬愛幼稚園さん、それから

伊那市の天使幼稚園、岡谷市の聖母幼稚園に通うお子さんが対象となっております。続いて

4番子育て情報発信アプリ保守委託料でございます。こちらが子育て情報アプリ「みのむし」

の運用保守に関する委託料となっておりますが、昨年度末の登録者数が 821人、1年度のア

クセス数が 1 万 615 件となっております。登録者数につきましては前々年度末からは 140

名弱の増となっております。続きまして主要な施策 13 ページをご覧ください。5 番子育て

応援！誕生お祝い事業、こちら出産祝い金ということで 171 人に支給をしてございます。

それから、子育て支援サイト「いいね！みのわっこ」ホームページ更新委託料でございます。

こちらは前から運用しておりました「いいね！みのわっこ」の方を町のホームページと統合、

更新することを委託をいたしました。町のホームページのトップ画面から直接「いいね！み

のわっこ」の方にアクセスができるようになり、情報もリンクをしているものでございます。

こちらが 12月から新しいサイトの方に更新をいたしまして、昨年度 1年度のアクセス数が

8万 8,649件となってございます。こちらの児童福祉総務費の財源内訳でございますが、国

保連合会からの負担金、国、県からの負担金補助金そのほか一般財源となってございます。

また、歳入の内訳につきましては後ほどご説明をさせていただきます。続きまして 0371児

童手当費でございます。こちらは対象となる支給対象延べ児童数 3 万 7,542 人に対して児

童手当の方を給付いたしました。昨年度からは 480名ちょっと減、、対象児童が減となって

おります。財源につきましては国、県の負担金、一般財源となっております。続きまして

0372子育て支援センター事業費でございます。こちらの主な事業は子育て支援センター「い

ろはぽけっと」、「みのわ～れ」の運営費となっております。「いろはぽけっと」の方ではふ

れあい遊び、親子を対象にしたふれあい遊び、それからすくすく子育て講座等を開催いたし

ました。また、例年好評いただいております子育て用品リユース会も 2 回開催することが

できました。そのほか町内の各地区にある子育てサークルに職員の方が出張して行う出前

講座の方も 6回実施をいたしました。両方の利用人数ですけれども「いろはぽけっと」がお

子さんと親御さん合わせて 8,483 人、「みのわ～れ」の方が 8,339 人となってございます。

こちらの方 30 年度から若干人数が減ってございます。3 月にはコロナウイルス感染症予防

対策のために利用の方を休止をさせていただきました。そちらの影響もあるかと思います。
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両方の利用の合計が 1万 6,822人となっておりまして、3,500人弱前々年度からは利用が減

っております。続きまして、地域子育て支援事業補助金、こちら交付件数が 8件になってお

ります。こちらは地域で活動する子育てサークル、有志の子育てサークルの方たちに補助金

を交付するものとなっております。3番ファミリーサポートセンター事業、こちらは有償の

子育て支援ボランティアですけれども、こちらの利用回数が 10回となっております。子育

て支援センター事業費の財源内訳ですが国、県、補助金、それから諸収入、一般財源となっ

ております。支出につきまして記載のとおりとなっております。続きまして 0377読育推進

事業費でございます。保育園等環境整備ということで、それぞれの保育園で必要な絵本購入

ということで、330冊購入をさせていただきました。その他、みのわっ子絵本プレゼント事

業ということで 7カ月児、2歳児、保育園卒園年齢の児童を対象に絵本の方をプレゼントを

させていただきました。続きまして決算書 93 ページ、資料の方、A4 縦の資料でいきます

と 6 ページになります。保育園運営費の詳細につきまして、事業の主な事業につきまして

ご説明をさせていただきます。0380保育園運営費でございます。こちらは町内 8保育園の

運営にかかる費用となってございます。職員数 158 人、こちらは社会保険に加入をしてい

る職員数のみあげております。正規職員 55人、非常勤職員 103人、となっております。そ

のほかに短時間で働いている方、それから代替の職員等がおります。保育園運営についてで

すけれども保育園数 8園、定員 910 人、年度末の園児数が 813人ということになってござ

います。全園で長時間保育、それから未満児保育を実施しております。一時預かり保育につ

きましては沢保育園、子育て支援センター「いろはぽけっと」で実施をいたしました。延べ

利用人数がそれぞれそちらに記載した人数となってございます。英語遊びは外国人講師の

方に年長 10回、年中 5回実施をいたしました。そのほか内科検診、歯科検診、言語聴覚士

の巡回相談、心理相談員の巡回相談等を行いました。そのほか、保育士の発達支援の研修と

いたしまして CLM保育士支援巡回、また、保育士の発達障がい児の対応力向上研修を実施

いたしました。2番のみのわっ子チャレンジ事業でございます。こちらはそれぞれの保育園

が独自に取り組む事業を企画をいたしまして全体で 29の事業、参加述べ人数、児童数 3,910

人、保護者、保育士の方で参加をいたしました。こちらはそれぞれの保育園でテーマを決め

まして、例えば沢保育園ですと思いっきり遊ぶということで遊びの日等を設定いたしまし

て、年齢を超えて園庭や保育園全体を使った遊びの日を設けて思い切り遊ぶ日を設けたり

ですとか、それから三日町保育園などは運動遊び、それからリトミック等に取り組んで体を

しっかり動かそうというような取り組みをしたり、それぞれの園で工夫をこらして事業の

後に取り組んでいます。3 番幼児教育・保育無償化。こちらは昨年度令和元年 10 月から実

施をしております。3 歳以上児の保育料は無償化となってございます。そのほか未満児、3

歳以上児につきましては低所得者の副食費減免を行い、町独自で 1,500 円の副食費軽減を

行っております。また未満児についても低所得者への軽減を拡大してございます。4番保育

園新型コロナウイルス感染症予防対策。こちらは昨年度末、令和 2 年から在宅保育の方を

保護者に協力を要請いたしました。その際保育料、副食費につきましては日割りによる減免
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をさせていただいております。減免をさせていただいた件数ですけども 679 件ということ

です。多くの保護者の方に在宅保育の方を協力をいただきました。5番保育支援システム導

入事業ということで 8 園に保育支援システムのコドモンを導入をさせていただきました。

年度末に導入をさせていただきまして本格運用が 4 月の入園後からさせていただいており

ます。ちょうど在宅保育の時期が重なったところでございましたので、保護者からの出欠席

連絡が電話ではなくてアプリから、無料でダウンロードできるアプリから行えるというこ

とでそちらの管理がちょうどそのコドモンを使って連絡受け付け等ができるようなタイミ

ングで導入ができたかなというふうに思っております。保育園の運営費につきましては、財

源内訳そちらへあります保育料徴収金等、国、県補助金、寄附金、諸収入、一般財源となっ

てございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○市川保育園施設係長 それでは同じ保育園運営費の中の事業コード 0381 保育園施設整

備費をお願いいたします。資料等のページはそのままでございます。主要施策の成果の 13

ページ下段の方になりますが、まず一つ目としまして保育園施設と遊具の修繕でございま

す。8 園ございますが、もろもろの修繕を合わせまして 77 件行っております。また、二つ

目としまして三日町保育園の園舎長寿命化の事業を行いました。昭和 60年度に建設した園

舎でございますが、その工事の管理業務委託を設計事務所の方へ委託してございます。また

3番としまして、園舎の長寿命化工事を行いました。屋根のふき替えですとか、トップライ

トの取り替え、外壁の一部補修、吹きつけ塗装、後未満児の保育室などの改修を行っており

ます。4つ目としまして保育園の空調設備、エアコンの設置工事でございます。上古田に 6

台、東箕輪に 6台、長田に 6台、合計 18台のエアコンを設置しております。すべて天井カ

セット型の 4方向吹き出しのタイプでございます。5つ目としまして保育園の屋外遊具設置

工事を松島と三日町の両園で行っております。松島には登り棒を新設し、三日町へは滑り台

を更新してございます。財源としましては町債と一般財源で賄っております。主要な施策の

成果 14 ページをお願いいたします。決算書は 44 ページをお願いいたします。委員会の資

料は 8ページをお開きください。児童福祉施設建設費でございます。事業コード 0395の保

育園建設費となります。こちらは木下保育園の建設事業に関するものでございます。主なも

のとしまして開発許可の申請手数料ということでですね、県へ申請をするためのこちらは

収入証紙代となります。また、地質調査も行いました。園舎建設予定地の 4隅をボーリング

しまして地層の調査を行いました。また、再生可能エネルギー電気・熱利用設備導入事業化

計画策定業務委託ということで、簡単にいいますと地中熱の利用設備をですね、導入するに

当たっての試験調査の費用ということになります。こちらも深さ 100m ほどボーリングい

たしまして地中の熱の伝導率について調査を行ってございます。財源といたしましては国

補助金、町債、一般財源で賄っております。また、保育園建設費の繰越明許分でございます。

すみません、委員会審査の資料は 9 ページをお願いいたします。繰越明許の分としまして

は木下保育園の建設用地の購入費でございます。土地所有者の方が 8 名いらっしゃいまし
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て地目は田でありましたけれども、12 筆合わせまして、1 万 2,478 ㎡の用地を購入させて

いただきました。また、二つ目としまして建設用地にありました上物といいますか、果樹な

どの立木、また物置、果樹棚、ビニールハウスなどの附帯工作物について補償させていただ

いております。財源としましては町債と一般財源でございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○鈴木子ども相談室係長 続きまして発達支援費につきまして説明させていただきます。

決算書は引き続き 44 ページ、子ども未来課の資料につきましては 10 ページをご覧くださ

い。0396 子ども・子育て支援事業費でございます。一つ目に子ども相談室事業としまして

教育相談員の先生を 2 名非常勤職員としてお願いをしてございます。子ども相談室で行っ

ている相談の内訳につきましてそちらに記載してございますけれども、妊娠届け出の受理、

母子手帳の交付になりますがこちらが 150 名、先ほどの教育相談員による教育相談が実人

数で 104人となっております。子ども相談室、教育相談を除いた子ども相談室の相談件数、

延べ件数としましては昨年 1 年間で 773 件の相談がございました。相談の内訳そちらに記

載してございますけれども、発達相談や虐待に関する虐待関係の相談、不登校に関する相談、

家庭環境に関する相談などが多くございます。また、虐待にかかわる子どもさんの見守りを

行うための会議を定期的に開催をしてございます。そちらが代表者会議、関係機関の代表者

に集まっていただく代表者会議を 1 回、主な直接見守りにかかわるメンバーに集まっても

らう実務者会議を月 1回、毎月行っております。また、個別に見守りが必要なケースにつき

まして、個別支援会議を 27回開催をしました。二つ目に病児・病後児保育事業についてで

す。こちらは実施場所としまして上伊那生協病院の「いちごハウス」と、また伊那中央行政

組合の「あるぷす」の 2カ所がございます。延べ保育人数はそちらに記載してございますけ

れども、「いちごハウス」につきまして箕輪町の方が 554人、「あるぷす」の方では 47人の

利用がございました。3番目に子育て支援短期入所生活援助事業委託料となります。こちら

は一時的に家庭で子育てが困難となった方のショートステイにかかわる費用となっており

ます。昨年度は延べ 1 件の利用で 2 歳未満児の方が 1 泊利用となっております。子ども・

子育て支援事業費の財源の内訳ですが分担金負担金のほか、国、県の補助金、諸収入と一般

財源からなっております。続きまして、0397 相談支援事業費です。こちらは障がい児が障

がいサービスを利用する際の計画、支援プランを作成をするそれにかかわる経費を計上し

ております。昨年度は 15 人に対して計画策定を行い、ケア会議を 27 回開催をさせていた

だきました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○福島子育て支援担当係長 続きまして 0398 児童発達支援事業費について説明をさせて

いただきます。委員会資料につきましてはそのまま 10 ページの下段の 0398 をお願いしま

す。また、決算書につきましては 44ページ、45ページ、先ほどのところに続いて含まれて

おりますのでご確認ください。では説明させていただきます。0398 児童発達支援事業費に

ついてです。こちらは三日町保育園に併設されています児童発達支援事業所若草園の運営
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費にかかわる予算となっております。昨年若草園運営費、登録児童数は 13名、延べ利用人

数 1,142名が利用しました。こちらでは日ごろは保育士、看護師等が子どもの様子を見てお

りますが、それ以外に発達支援相談として公認心理士による心理発達相談が年 22回、理学

療法士による療育相談が年 26回、作業療法士による個別相談または集団療育が週 2回、あ

と言語聴覚士相談ということで伊那中央病院から年 4 回お願いをしております。あと、昨

年度は言葉の教室ということで中部小の言葉の教室の先生に来ていただいて言葉の相談を

年 12 回やっていただいております。続いて、3 番サービス会議ですがこちらは若草園を利

用するに当たっての相談支援専門員とのサービス会議ですが年 21回、あと児発管とありま

すがこちらは介護保険でいうとケアマネージャーではなくてサービス利用者、事業所の中

の計画を立てる責任者がいますがそちらの保護者との会議が年 27回実施しております。あ

と、若草園の中は室内にも柱とかにつるしてある遊具、または、木の大型遊具がありますの

でそちらの室内遊具点検を年 1回確認しております。あと、床が絨毯であったり、天井扇、

または窓の方のカーテン手入れ等の清掃のために年に 2 回定期清掃をいれております。あ

と、備品購入として身長計付のスケール、テーブル、ボールプール等を昨年は購入しており

ます。こちらの児童発達支援事業費の財源内訳につきましては分担金・負担金と一般財源、

あとは諸収入で実施しております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 続きまして歳入についてご説明をいたします。決算書 11ページを

お開きください。委員会用資料の 1 ページをちょっとご覧いただきながら、歳入の内訳を

ご説明させていただきます。決算書に沿いまして子ども未来課の歳入一覧及び説明をご覧

いただきながらご説明をさせていただきます。まず資料の 1 番上ですけれども子ども・子

育て支援臨時給付金でございます。こちらにつきましては令和元年 10月からの幼児教育・

保育無償化に伴う保育料収入の減額分について、国から交付を受けたものでございます。こ

ちらは子ども未来課の事業費には充当はされておりませんけれども、こちらの交付があっ

たということで資料としてこちらに記載をさせていただきました。続きまして決算書 12ペ

ージ、歳入の 12ページ中段の負担金、民生費負担金の部分でございます。児童福祉費負担

金の内、内訳でございますが、相談支援事業負担金、こちらは国保連合会から給付がありま

す負担金となってございます。保育園運営費、0380 に充てております保育園運営費分につ

きましてですけれども、保育園運営費負担金現年分、滞納繰越分、特別保育分、広域入所負

担金、それから 10月から行ってます副食費の負担金でございます。こちら不納欠損額、収

入未済額につきましては決算書の最後の後の方でまた詳しくご説明をさせていただきます。

0396 に充ててございます病児病後児保育他市町村負担金でございます。こちらは「いちご

ハウス」の利用の委託料につきまして一旦箕輪町の方で施設の方にお支払いをいたします。

その後利用している辰野町、伊那市、南箕輪村さんのお子さんが利用した部分につきまして、

費用を按分をさせていただきまして、そちらを各市町村から負担金ということで支払をい

ただいております。0398 児童発達支援事業費に充当するものですけれども、児童発達支援
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事業費負担金としまして若草園を利用されたお子さんにつきまして国保連合会からこちら

の負担金が支払いがあるものでございます。続きまして、決算書の 14ページ中段よりやや

下でございますが、民生費国庫負担金でございます。こちらの保育園運営費負担金でござい

ますが、こちらは子どものための教育・保育給付費負担金、ちょっと長い名前になりますが、

こちらは認定こども園を利用されてるお子さんにつきまして、一人当たりの単価で施設の

方に給付を行ってございます。そちらの給付したものについて国から 2分の 1、町の方へ国

からの負担金ということで歳入がございます。その下、児童手当費負担金でございます。こ

ちらは中学校までのお子さんに支給をします児童手当につきまして、国からは 3 分の 2 の

負担金ということで歳入がございます。続いて、決算書の 15ページ中段やや上の民生費国

庫補助金でございます。こちらの児童福祉費補助金でございますが、内訳こちらにございま

す。まず 0370の事業費にあてる子育てのための施設等利用給付交付金でございます。こち

らは元年度の 10月から新しく始まりました交付金でございますが、こちらは先ほど歳出で

ご説明しました新制度に移行していない幼稚園を利用するお子さんについてお子さんにつ

いて施設の方に支給しました。ヨゼフ幼稚園ですとか、マルチン幼稚園さんに通うお子さん

ですとか、一時預かり保育を使ったお子さんについて町から施設に支給した部分につきま

して、国から 2分の 1の交付がございます。その下の、子ども・子育て支援事業補助金でご

ざいますが、これは子育てにかかるさまざまな事業についての補助金でございます。利用者

支援、地域子育て支援拠点、子育て支援センターになりますけれども、そのほか一時預かり

保育、ファミリーサポート事業、病児・病後児保育等につきまして国から 3 分の 1 の補助

金がございます。その下保育園運営費の子ども・子育て支援体制整備補助金ですけれども、

こちらは保育士が行う研修につきまして国から補助金が出るものでございます。こちらは 2

分の 1の補助となっております。その下、保育対策総合支援事業費補助金でございます。こ

ちらは保育園の ICT 化にかかる補助金でございますが、昨年度から公立保育園も対象とい

うことで 2 月末に国の方の補正が決定をいたしまして、補正予算の方にちょっと間に合わ

なくて予算額の方 0 となってございますが、年度末にコドモンを導入した経費につきまし

て申請をしましたところを国の方で支給決定がされまして、費用の 2 分の 1 が ICT化の補

助金として支給がございました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○市川保育園施設係長 児童福祉費補助金の中で最後の一つでございますけれども、二酸

化炭素排出抑制対策事業費等補助金でございますが、こちらは木下保育園建設事業の中の

地中熱利用設備導入のための調査試験、ボーリングの調査試験を行ったと先ほど申しまし

た。その試験費に対する国の補助金でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 決算書 15ページの 1番下になりますけれども、教育費国庫補助金

のうち、子ども未来課に係る分ですが、決算書をおめくりいただきまして 16ページ 1番上

になります。幼稚園就園費補助金でございます。こちら歳出でもお話しいたしましたけれど
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も、元年度 9 月まで幼稚園へ通うお子さんにつきまして就園奨励費を支給をしておりまし

た。そちらについての国からの補助金ということで 3 分の 1 の補助となってございます。

続きまして決算書の 17ページ上段でございます。民生費県負担金でございます。こちらの

保育園運営費負担金でございますが、こちらも国と同様認定こども園に通うお子さんにつ

いて、町から施設に支給した部分につきまして県から 4分の 1、それから地方単独分という

ことで若干負担金ということで県からの支給がございました。その下の児童手当費負担金

でございます。こちらも児童手当の支給額について県からは 6 分の 1 の負担金となってお

ります。資料の方をおめくりいただきまして 2ページでございます。決算書では 17ページ、

引き続き 17ページの下段になりますが、民生費県補助金でございます。こちらのうち児童

福祉費補助金ですけれども、内訳が先ほどの国と同様な形になりますが、0370 に充てる子

育てのための施設等利用給付費補助金。こちら 10月から未移行の幼稚園、それから一時預

かりについて支給したものについて県から 4 分の 1 の負担金、交付金となっております。

そのほか国と同様に子ども・子育て支援事業補助金、県の方の補助率が 3 分の 1 となって

ございます。その下ですけれども多子世帯保育料減免補助金ですがこちらは県の補助金に

なります。第 3子以降のお子さんが保育園を利用した場合の減額分ですが、2分の 1の県補

助金となっております。そのほかに子育て支援総合助成金。こちらが産休代替保育士分です

けれども、昨年度は産休に入る保育士がいなかったということで例年は収入がございます

が 0となってございます。1番下ですが、木質空間整備事業補助金となっております。こち

らは県の森林税を利用しました木質空間整備事業補助金について、子どもの居場所整備事

業ということで保育園に昨年度は長田保育園、それから木下南保育園、松島保育園に県産材

を利用したケーブルのセットですとか、長いベンチ、平均台としても使えるベンチ、それか

ら松島保育園の方は木の輪切りのものを子どもたちが並べて渡って遊べるような、そうい

った遊具を購入いたしました。県の補助金は 4 分の 3 の補助率となってございます。続き

まして、決算書 20ページの中段やや下ですけれども、民生費寄付金でございます。民生費

寄付金のうち子どもに係る部分ですけれども、子ども育成指定寄付金ということで、町の建

設労連青年部の皆様から 3 万 4,000円のご寄付をいただきました。続きまして決算書の 23

ページ、中断やや下の雑入の部分でございます。こちらは詳細記載してございますが、保育

園職員の給食費負担金、それから雇用保険料の職員のそれぞれの本人負担分、一旦収入とし

て入れますのでそちらになります。それから雑入ですけれども、そちらにございますが過年

度子どものための教育保育給付費国庫負担金、県負担金が入っております。こちら伊那の施

設につきまして平成 30年度にさかのぼり認定の変更がございました関係で、精算をさせて

いただきました。そちらに対しての負担金過年度分となってございます。そのほか子育てイ

ベント参加負担金、昨年度はございませんでした。土曜保育のおやつ代ですとか、東箕輪、

沢保育園の太陽光発電販売代、証明書、園児名札代、その他若草園の利用者給食代、保育実

習の謝礼金等となってございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 
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○市川保育園施設係長 それでは決算書 24ページを引き続きお願いいたします。中ほどと

なります。民生債でございますけれども、保育園整備事業債でございます。保育園施設整備

といたしまして三日町保育園の園舎長寿命化事業、それから上古田、東箕輪の 3 園の空調

設備の設置工事につきまして保育園整備事業債を充てております。また、保育園建設事業債

といたしまして木下保育園の地質調査業務委託を充てております。また、民生債の繰越明許

の分でございますが、保育園建設事業債としまして木下保育園の用地取得費を充てており

ます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 続きまして、決算書 94ページをご覧ください。委員会審査資料の

12ページにもちょっと若干資料をおつけしております。保育料の未納金調書でございます。

平成 27 年度以前から過年度分ということで平成 30 年度までこちらの金額、未納金がござ

います。過年度分としまして 403 万 7,949 円となってございます。令和元年度分としまし

て 35 万 4,390 円となってございます。こちら保育料分としまして 32 万 4,130 円、給食副

食費が若干ございまして 3 万 260 円の内訳となってございます。未納金につきまして合計

で 439万 2,339円となってございます。前年度の末の未納金からは 60万 3,170円減となっ

てございまして、こちらにつきましては過年度分についても児童手当の方から引いて充て

ていただいてる方が何名かおりますし、現在保育園にいる方につきましてはちょっと保育

園の方に出かけて分納の納付書等を作成させていただいたり、ご家庭の事情をお話をお聞

きしながら、納付についてお願いをしているところでございます。その下になりますが、保

育料不納欠損調書でございます。昨年度 30万 2,500円の不納欠損処理をさせていただきま

した。こちらですけれども 5 件となりまして、主な事由としましては転出先にも居住して

おらず連絡がとれなくなっており、徴収することが明らかに不可能となった件数 5 件とい

うことで、不納欠損の処理をさせていただきました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○市川保育園施設係長 決算書申し訳ございません。ちょっと前後してしまいましたけれ

ども、79ページにお戻りいただければと思います。財産に関する調書の部分でございます。

79 ページは表紙でございますので次の 80 ページをご覧いただきたいと思います。公有財

産の土地及び建物でございます。土地の異動がございましたのでご説明させていただきま

す。木下保育園の建設用地を取得しておりまして 12,478 ㎡が取得した面積でございます。

この調書の面積としましてはそれよりも少ない面積に 12,216㎡ですか、なっておりますけ

れども、この理由としましては他課に関するものの増えたり、またあるいは減ったりという

ことがございますので、数字はちょっと少ない数字になっておりますけれども、土地の異動

がございました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 続いて重要物品の部分につきまして決算書 86ページをご覧くださ

い。大分類保育機器類、中分類保育機器類のうち生活遊戯具、こちら前年度末現在高 3のと
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ころ昨年度 1 払い出しということになってございます。こちらは松島保育園にございまし

た大型積み木、ウレタンでできてます大型積み木ですけれども、経年をしまして劣化をした

ということで一つ廃棄とさせていただいてございます。以上です。子ども未来課からのご説

明つきましては以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それで今細部説明が終わりました。それではこれ

から質疑、ご意見がありましたら出していただきたいと思います。松本委員 

○８番 松本委員 主要施策の方の 14ページの病児・病後児保育、元年のあれですので例

のコロナが始まって来たのは 3 月頃になるんですけども、その保護者の方の勤務状態だと

かそういうような関係で子ども預かるのに障がいが出るとかそういうようなことがありま

したでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 やはり「いちごハウス」、「あるぷす」につきましてもコロナの感染

状況が広がった時点で一度、預かりの方を制限をかけさせていただいたことがございます。

発熱が 37度 5分以上であったりですとか、風邪症状がある場合もコロナかそれ以外かの判

断が難しいということで、預かる職員の感染予防が十分できないということで、預かりの方

を制限したいということでご相談があり、町の方も了承をした経過がございます。その間で

も本当に必要、例えば医療従事者ですとか、本当に必要な場合はそれに応じて対策をとって

くださいということでお願いをしながら、国の方からも保育園保育等は継続するというこ

とで指導が来ておりましたので、お話はさせていただきましたが、実際は病児保育の方は預

かりがないという状況が続いておりました。おそらく医療関係者も家族にそういった症状

があると出勤が停止になるということがあったと思いますので、もし万が一そういった場

合もお家でお子さんの様子を見ていていただいたのではないかなっていうふうには思って

おります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 いくつかお尋ねします。主要施策の成果の 14ページなんですけれど

も、3の 2の 5発達支援費の子ども相談事業についてなんですけども、相談件数なんですけ

ども、去年の決算書を持ってくるの忘れちゃったんですけど、決算書と比べてみて虐待関係

の相談がちょっと増えていたような気がするんですけども、相談件数が前年度よりもちょ

っと増えていたと思うんですけれども、その要因っていうのがもしわかる範囲でお願いし

ます。あと、委員会審査資料の 12 ページになるんですけれども、1 番の保育料不納欠損処

分の内訳のこの転出先に居住しておらずっていうこの 5 人の属性、要は外国人であるとか

という転出先にもいないというときの要因をお尋ねします。あともう 2 点すみません。あ

と、その下の子育て応援！誕生お祝い事業なんですけども、出生数の 179 人ということで

いいと思うんですけども、これ前年から見て結構ここ直近で結構減ってきているんじゃな

いかと思うんですけども、その推移というか、大ざっぱで結構ですんで、要は子どもが結構

減ってきて保育園と定員との兼ね合いですよね、定員に対して結構保育園児が少ないと思
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うんですけども、人数的なものの推移をちょっとお尋ねします。あと、最後なんですけども、

決算書の 11ページの子ども・子育て支援臨時交付金、保育料無償化に対応してその国から

交付金が来たという内容で、これ去年結局どういう算定でお金が来るのかちょっとわから

なかったというところで、要は実際の保育料に対して交付金が来るのか、それとも国の基準

で交付金がくるのかちょっとわかりませんという話だったんですけど、実際のところどう

いう算定基準で来たのかというのをちょっとお尋ねしたいんですけども。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 まず係長 

○鈴木子ども相談室係長 先ほどご質問いただきました虐待の相談の件数ですけれども、

こちらの資料ですけれども、実は昨年度から福祉課や子ども未来課、健康推進課が共同で使

用する相談記録システムというシステムが入りまして、そちらのシステムによる集計方法

に、集計の仕方が変わったという経過がまず一つございます。昨年まで人数等手で計算をし

ながら、相談があった件数を数えていたんですけれども、今度システムによって、相談があ

った内容はすべて記録をとりますので、その記録の件数が正確に把握できるようになった

というところがございまして、相談件数の増減があったかと思われます。実際に虐待があっ

た件数がすごく伸びている訳ではなくてですね、実は虐待の件数そのものとしましては 30

年度は 29件の虐待の件数としての相談がございました。31年度につきましては 15件とか

なり減っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですかそれについては。 

○１３番 寺平委員 分かりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 次。係長 

○前島子育て支援係長 まず不納欠損の内訳の理由についてでございます。転出先にも居

住しておらずということですけれども、すみません、国籍まで全部人数把握しておりません

が、やはり外国の方が何名かいらっしゃいました。外国の方の場合はその住所を外国人登録

のそのシステムの関係で、住所を置いたままビザの有効期限があるうちは帰国してもまた

再入国ができるので、住所がおちないということをお聞きしていますので、例えばブラジル

等外国に帰っていても在留期限があるうちはそこの住民登録がおとせずに残っているとい

う場合がございまして、その郵送等で連絡をとっても返ってきてしまうですとかそういっ

た事由がありまして、転出先に居住しておらずっていうような事由で連絡が取れないとい

う事が発生しております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 追加で外国人だろうなと思ったんですけれども、その場合の対応っ

て相手先の自治体にお伝えするということはするんでしょうか。とりあえずいないねって、

とりあえず今のところそのままというかの扱いなのか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 保育料につきましては自治体間でのやりとりというのができませ

んので、個人の前住所の住所にこちらから通知を出しまして返事がなければそのままで、税
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の方等で滞納があればいった先の住所が職員間で見れるようなデータがありますけれども、

そこに送っても追い切れないというような事例がございます。続きまして出生の数ですけ

れども、この祝い金の支給件数については出生届があった時点での数になるので年度の出

生数と若干ずれてくる場合がございますが、やはり出生数につきましては年によって増減

がございますが、徐々に減ってきているかなというふうに考えております。いろいろな少子

化対策の係の方でもいろいろ施策を検討していただいてますけれども、保育園の定数は 910

人ということで今保育園の方はございますが、以上児はその年によって増減ございますの

で大きく減っているという傾向はないんですが、未満児のいずれにしても利用が本当に増

えておりまして、定員数には満たないけれども利用の昨年度末 818 人っていうのは減って

はおりません。年々増えているかなっていうふうに考えております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 ちょうど昨日の一般質問でも 6 月の出生数が 2 人だったっていう町

長答弁もありましたので、要は急速に減ってはいるもののひとまず急速に減っているって

いう感じではないっていう理解でよろしいですかね。減っている。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○唐澤子ども未来課長 出生数につきましては妊娠届という時点でそれぞれ届けをされる

際にいつ頃の出産予定ということで把握の方は子ども未来課としてございます。確かに 6月

につきましては昨年の時点からこの月については当初 3 人ということで少ない状況ではご

ざいました。やはりどうしても月によっても増減がございますけれども、やはり月としては

少ない月であったということは事実でございます。今後につきましても、やはり来年以降見

ましても、今の妊娠届を見ますと減少することが想定をされるということで、今後につきま

しては少子化対策、一般質問でも町長の方から答弁させていただきましたけれども、今後見

直しを行いながら、少子化対策また取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 前島係長 

○前島子育て支援係長 最後に子ども・子育て支援臨時交付金の算定基礎ということでご

ざいますが、こちらにつきましては国の方へ 10月 1日現在の保育利用児につきまして所得

階層別の人数ですとか報告をいたしました。それに応じて細かい計算は国の方でされてき

ましたのであれですけども、恐らく国の基準で算定をいただいてこの金額になったかと思

います。なので町の保育料基準で当初見込んで予算を計上してございましたが、最終的には

国基準の保育料で減額分を交付いただいたかなというふうに考えております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。そのことに関連して。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 関連してですけど、子育ての応援の方ですけど、資料平成 30年度実績

ってあるけどこれ元年度ですよね、ということと、支給件数の方ですね、不支給数というの

が出てくるんですけれども、備考のところ見るとですね、審査後支給ってあって何か審査を

されてそれで不支給になったのか。あるいはもう何か申請者側がいいだろうというような
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感じで、要するに提出がなかったか、その辺はいかがですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 申し訳ございません、資料の方、子育てお祝い事業令和元年度実績

が正解でございます。申し訳ございません、訂正をお願いいたします。不支給数につきまし

てですけれども、こちらの出産お祝い金の支給条件といたしまして町税等に滞納がないこ

とということでつけさせていただいてございます。申請の際にも町税等滞納がないか、世帯

でなりますが、確認をさせていただいての支給になりますってことをご説明させていただ

いてます。申請していただいたあとで町税等滞納があるご家庭につきましては通知を出さ

せていただいて一応 1 月の間にそういった遅れているものをお支払いいただければ祝い金

の方支給をさせていただきますという事で通知をさせていただきます。その通知によって

納めていただいて、その後支給になった方もいらっしゃいますが、ちょっと通知後にも納付

いただけない方の場合は不支給ということになってございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員 

○１２番 中村委員 決算書の 94 ページの保育料の未納金のところですけども、平成 27

年度以前の 294 万 6,595 円、全体の半分以上というような感じになってますけど、一応こ

れは残ってるってことは少しずついただいているのか。先ほどのどこに行ってしまったか

分からない外国人のようじゃない、収入見込みがあるのかどうかをお伺いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 前島係長 

○前島子育て支援係長 こちらの 27年代以前のものにつきまして、先ほどもちょっと申し

上げました児童手当の支給の中から申出書をいただいて支給の際に保育料に充てさせてい

ただいてるご家庭がありまして、そちらで徐々に納めていただいている状況です。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員 

○１２番 中村委員 すみません、結構な 290 万とかなってるんですけど、それはそうい

うような徴収の仕方で何年位で終わるのですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○唐澤子ども未来課長 こちらの方で滞納の方につきまして、今何年ということについて

はそれぞれのご家庭の分納の状況によっても変わってきますので、何年ということはここ

ではお答えすることはできない状況でございます。こちらにつきましても、昨年度よりもや

はり児童手当から等からお支払いをいただいている分、また昨年度は無償化等ありました

ので、3歳児以上については保育料というものが現在はかからない状態になっておりますの

で、家庭生活の状況等を相談させていただきながら、全体としては先ほど説明させていただ

きましたように、全体として去年よりも 60万ほど最終的には未納金が減っているという状

況でございます。まずはそれぞれのご家庭と現年のもの等もなるべくお支払いいただける

ような形でお話をしながら対応してまいりたいと思います。また、児童手当等がある段階は

いいですけれど、それ以後になりますと非常に子どもさんも大きくなる中で難しい状況も

出てきますので、それぞれのご家庭と相談をしながらご入金をいただけるように、ただしコ
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ロナの関係等で生活も厳しい状況に応じては、そこのとこはお話をしながら分納等、また児

童手当からの引き落とし、差引というものも引き続き取り組みを行いまして、未納金の 0に

向けて取り組んでまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 教えていただきたいのですが、主要な施策の 14ページの木下の保育園

の地中熱のボーリングの関係なんですが、金額はともかくというのではないんですが、この

くらいの金額がかかるのかなという感じなんですけど、いわゆるただほっとくわけでない

ですよね。目的地までいって何度というか、途中途中でこれ測ったり、仕事の仕方というか、

分かれば教えていただきたいと思いますけども。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○市川保育園施設係長 掘削済みの井戸というか、ボーリングにつきましては 100m 掘る

ということで試験を行っております。そこに今掘った後に別に水をくみ上げるわけではな

いので、ポリエチレン管を中に入れまして一定の熱を加えた温水を循環させて熱温度の変

化をですね、調べるという試験でありましてその試験結果からですね、100m掘れば、堀っ

たとすれば、保育園の中を必要な冷暖房のエネルギーを得るためには残り何本掘削すれば

いいかというのが割り出せるということで残り 23本ですか、掘削するという、そんな工事

に進んだという経緯がございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。どうぞ。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 一つファミリーサポートセンター事業、13 ページの左側の下の方です

けれども、ファミリーサポート事業っていうのは任せて会員とお願い会員でやっているこ

とで、この利用回数 10回ということですけども、ここには料金がかかるけれども、その条

件は違っても一時預かり保育、保育園でやっている方はお金がかからないということでは

ありませんが、1時間 300いくらとか、格安ではということですね。今後利用件数でいくと

沢が 315 人でファミリーサポートの方は 10 回ということでおそらく 1 人の人が件数、10

回ということは 1人 1回としても 10人ということでしょうけれど、今後ですね、ファミリ

ーサポート事業がどんなふうにいくのか、続けていかれるとは思うんですが、預かりの保育

の方も他の保育園でしていくのかどうか、その辺のことお聞きしたいんですが。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 確かにファミリーサポートセンター事業ですけれども、ここ数年

利用は少ない状況が続いております。やはり釜屋委員さんおっしゃるように利用料の違い

というところは大きくあるのかなというふうに思います。ファミリーサポートセンター事

業の方は有償ボランティアという制度でお願い会員さんが任せて会員さんに直接 1 時間

700円という利用料をお支払いするようになります。保育園で行う一時預かりにつきまして

は 30 分 200 円ということで 1 時間 400 円ということで、それから保護者の方にとっては

保育園という場所で預かりをしてもらえる。希望によっては給食代はかかりますけれども

給食も出してもらえるということで保育園での預かり保育の利用が増えた分、ファミリー
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サポートの方の利用が減っているかなというふうには思います。700円というのが国の制度

上の金額でもございますので、そこは個人にお支払いするものなので、安くするっていうの

はちょっと難しいかなというふうに考えております。昨年度生活保護等の生活困窮の方た

ちには補助金を、ファミリーサポートの利用補助金ということでつくらせていただいてお

りますが、昨年度はそういった方の利用がありませんでした。ファミリーサポートセンター

については今後今伊那と南箕輪と箕輪町で合同の養成講座というのを実施しております。

箕輪町のお任せ会員さんで登録いただいてる方はやはり保育士の経験者であったりですと

か、学童の経験者であったり、そういった方が登録いただいてるんですけれども、伊那市さ

んなんかの事例を聞きますと子育て中のお母さん同士で登録をしていただいて、お互いに

預かりあいをしたときにもそういった資格っていうか養成講座を受けて入れば、若干の収

入というかにもなるということで、養成講座受ける方がいるというふうに聞いています。あ

とは保育園の送迎ですとか、習い事の送迎等で頼まれる方は伊那市さんなんかは多いとい

うことですけども、箕輪町の場合でもそういった利用も進められるかなと思うんですが、お

子さんを乗せての送迎というと車の運転とか、事故があった場合っていうのの補償につい

てが若干課題になってくるかなというふうには考えております。いずれにしてもいろいろ

な支援の施策はあった方がいいということで、ファミリーサポートセンター事業も今後も

継続させていただいて、会員の方が多く登録いただけるような施策をしていければなとい

うふうに思います。一時預かり保育につきまして今沢保育園、それから子育て支援センター

「いろはポケット」の方で実施をしております。以前は町の保育園全園で実施をしていた経

過がございます。沢保育園に集約をさせていただいた経過につきましては全園で実施はし

ていたんですけれども、保護者の方々が例えばこの保育園でって希望された場合に職員の

手が空きがないですとか、行事があったりするとお受けできないことがあったりして、他の

保育園に行っていただいたりとか、そういった調整がございました。なかなか保護者の希望

のお時間とか日にお預かりできないことがあったんですけれども、29 年度ですかね、沢保

育園にできたときに多目的室という部屋がございましたので、一時預かり保育担当の職員

を 2 人置かせていただいて、定員 6 人ということで常時お預かりできるような体制をとら

せていただいたところ、利用数も増えまして、給食も出せるということで、安定してお預か

りができるようにはなっているのかなというふうに考えますので、全園で空きがあるとこ

ろでっていうよりは、常に預かれる体制を沢保育園一園ですけどもとっているというのが

お母さん方には利用が逆にしやすいのではないかなというふうに考えています。一つ「いろ

はポケット」は給食提供ができないので 3 時間という時間で制限をかけておりますが、若

干 3 時間だと用を足すのに短いかなというようなお声もあったりするので、その辺の利用

時間をもう少し延ばすと利用がしやすくなるのかなということはちょっと考えてはおりま

す。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他に質疑。松本委員 

○８番 松本委員 主要な施策の 13 ページの保育園の遊具の修繕なんですが、77 件とい
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う形なんですが、これは年に何回か点検をするというのは決まっているわけですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 市川係長 

○８番 松本委員 決まってその都度修繕していくということで、ちょっとその辺。 

○市川保育園施設係長 すみません。説明が足りなくて申し訳ありません。この 77件とい

うのは遊具の修繕ももちろんあるんですけれども、それだけではなくて施設そのものの設

備とかそういうものの修繕もこの件数には含まれておりますので、遊具のみではございま

せん。あの遊具もありますけれども、遊具と施設の修繕ということで。電気設備ですとか、

建物そのものの不具合とかそういうものに対する修繕も含まれております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。他に。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 子育てサークルの方ですけどね、8 件という補助ということですけど、

結局 8つのサークルしか、しかなんていうとあれですけど、箕輪町にないのか。どんなふう

な今集落 15あるわけですけどね、多分集落ごとだと思うんですけどね。ですけど、どんな

ふうな状況なのか、今までから減っているのかどうなのか、ちょっとその辺の子育てサーク

ルの状況についてお願いしたいんですけども。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 前島係長 

○前島子育て支援係長 子育てサークルにつきましては活動されているサークル数が減っ

ている状況ではあります。地区ごと、15 地区ある中で例えば東箕輪の方面ですとひよこの

会さんというのが活動されてますが、長岡、北小河内、南小河内のあの方たちが合同で活動

をされていたり、あと西山っ子の会なんかは上古田、下古田、中曽根等のお母さんたちが合

同で活動をされていたりしています。やはりお子さんが減る中、それでも地域のつながりの

中で活動されるってことでお母さん方の居場所ということで大事なものかとは思うんです

けれども、サークルのお母さんたちの声を聞くと 1 歳ぐらいになると皆さんお母さんたち

働かなきゃいけない、働くよという話がでてきて保育園に預けて働くお母さんがとても多

いんですよね。以前ですと 2歳、3歳の結構歩けて動けるお子さんたちが集まってのサーク

ル活動ができたけれども、今サークルにいってもハイハイしてたり、本当に小さいお子さん

の親御さんが来ている状況です。2歳児でも 75％は町の保育園に入っておりますし、1歳児

でも半数が保育園に入っております。なかなかゆっくりサークル活動をしながら子育てを

地域でできるっていう親御さんが少ないのかなというふうに、それで会員を増やすのも苦

労されているようですし、またその代表をされる方ってのもなかなか見つけるのが難しく

てちょっと休会にっていうようなお話も聞いています。なので今年度も昨年度ちょっと松

島の区でしていただいてたサークルが休止になっておりますし、ちょっと今年度も何件か

活動をちょっと休止しているサークルがございます。そうですね、町内全体で、子豚の会と

いう町内全体でどなたでも参加できますよっていうサークルが文化センターで活動をされ

ておりますし、あと英語サークル「ロータス」っていうサークルもございまして英語だけじ

ゃないですけども、集まって楽しい音楽を聞いたりというような町内全体のサークルも二

つほどございます。以上です。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 大体そうするとどのくらい、総数でいうとどのくらいのお母さんたち

が入っておられるのか。それからだいたい活動の頻度ですね、それぞれサークルによって違

いあると思うんですけど、どんな頻度というか回数というか、年間通してですね、どんなふ

うな活動されているんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○前島子育て支援係長 正確な数まで手元にございませんけれども、数の多い、登録人数の

多いサークルですと 20組以上の親御さんが登録をされているサークルがございますし、も

う少ないサークルになると３組とか 4 組というような親御さんたちが登録をされているサ

ークルがございます。ちょっと全体、町全体の方にも参加していて地域の方にも参加してい

るっていう親御さんもいらっしゃるので、全体数っていうのが出ていないんですけれども、

活動の頻度につきましては大体月 2 回、例えば第 2 木曜日とか第 4 木曜日というように決

めて、地域の公民館等で活動されているサークルが多いかなというふうに思います。年間の

活動の補助の関係で活動計画を見させていただきますとそうですね、講師の先生を呼んで、

手遊びやらわらべ歌をやったりですとか、あとは外にお出かけして、例えば今年はなかなか

難しいですけども、みんなでイチゴ狩りに行ったり、ブドウ狩りに行ったりというような活

動されたりですとか、クリスマス会をしたり、七夕会をしたりというような、中には保育園

の見学会等をサークルのお母さんたちでされたりというような活動もされているようです。

箕輪で数は少なくなっておりますけども、地域でこれだけサークルがあるというのは箕輪

町のいいところかなと思いますので、できるだけこちらも支援センターの方でサポートを

していますが、活動をサポートしていければなというふうに考えております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 14 ページの右側の児童発達支援事業についてですけれども、母子通園

支援施設の若草園から児童発達支援若草園になったという中で医療的ケアの必要な子ども

さんも通ってらっしゃるという話がありましたよね。大変な中で職員さんも増やされたの

かどうかっていうことと、それからそうですね、この中で医療的ケアの方々のその手立てと

か、そういうものがこの中にあらわれているのかどうか。項目がいろいろありますけれども

どうなんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○福島子育て支援担当係長 今の釜屋議員さんの質問にお答えいたします。若草園につき

ましては年度当初に利用時で医ケアだけではないんですが、単独で通園するお子さんが多

いということで、職員を増やしてはあります。実際医ケアという部分での定義に当てはめま

すと、実際今胃ろうのお子さんが 1 名、後全くの寝たきりのお子さんが 1 名という形でお

りまして、実質医ケアというところでの支援は胃ろうのお子さんの食事のときだけになる

かと思います。ですので、ここには特に載っていませんが、やはり今いる看護師の方が毎日

特に今年は新型コロナもありましたので、毎日体温の測定、親御さんの外出の状況を確認を
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毎朝させていただいた後、おもちゃを使った後の衛生管理、全部おもちゃの消毒等を日中の

午前中に 1 回、午後に 1 回という形でやっております。ですので、特段医ケアというとこ

ろでそのお子さんに関して支援をしている、特別何かをしているということはありません

でした。ただ、必要に応じて医療機関との連絡を看護師または相談支援専門員と連携をとり

ながら医療機関等ついて行ったり、また医療機関の方に連絡させてもらっているようなこ

とはしております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了したいと思います。討

論に入ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についての子ども未来課にかか

わる部分について認定することに決定してご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議無いものと認め、この原案どおり認定するこ

とに決定いたしました。本会議でその旨報告をさせていただきます。 

それでは次に議案第 9 号 令和 2 年度箕輪町一般会計補正予算（第 8 号）の子ども未来

課に係わる部分について審査を行います。細部説明をお願いします。課長 

○唐澤子ども未来課長 それでは議案第 9号 令和 2年度箕輪町一般会計補正予算(第 8号)

につきまして子ども未来課にかかわる部分について、担当係長からご説明させますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 前島係長 

○前島子育て支援係長 それでは令和 2年度 箕輪町会計補正予算(第 8号)、予算書歳出の

方からご説明をさせていただきます。予算書 27ページをお開きください。下段になります

が、児童福祉費のうち児童福祉総務費 2,377 万 8,000 円の補正をお願いしているところで

す。もう 1 ページおめくりいただきまして 28 ページでございます。0370 児童福祉総務費

のうち補正をお願いする部分ですが、0372 子育て支援センター事業費でございます。需用

費 16万 6,000円、こちらは新型コロナウイルス感染症拡大防止のための消耗品ということ

で消毒薬ですとか、手袋等の購入経費として計上をさせていただいてございます。それから

12委託料でございます。こちらが 30万 8,000円を計上してございます。こちらもやはり新

型コロナウイルス感染拡大防止のため子育て支援センターの広間でございますが、空調設

備がございません。今も利用人数を制限して利用をお願いをしておりますけれども、広間が

夏場暑すぎるとお子さんたち利用ができずにどうしても冷房のある廊下側といいますか、

そういったところに親御さんたち集まってきてしまいますので、3密を避けるために広間を

広く使っていただきたいということで空調設備を検討しております。そちらの設置工事の
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実施設計業務委託料としまして、30 万 8,000 円を補正をお願いするものでございます。ま

た、続きまして工事請負費 297 万円でございますが、こちらも空調設備の設置工事としま

して補正をお願いするところでございます。その下の備品購入費でございますが、こちらも

新型コロナウイルス感染症対策としまして幼児用のおもちゃ、今職員の方は数時間おきに

手作業で殺菌をすべてしておりますけれども、支援センターのお子さんとても小さいお子

さんが多いということで、手に持ったり、口に運んだりというお子さんが多くこまめな殺菌

が必要となります。そのために、幼児用のおもちゃの殺菌機、それから冬場にかけまして加

湿空気清浄機の購入をお願いしたいと思います。33 万 4,000 円の補正をお願いするもので

ございます。こちらにつきましては後ほど歳入の方でご説明いたしますが、国からの補助金

を充てさせていただくものでございます。申し訳ございません、番号飛ばしてしまいました。

0370 の児童福祉総務費、上になります。申し訳ございません。負担金、補助金及び交付金

でございます。こちら交付金としまして 2,000万円の補正をお願いするものでございます。

こちらは新生児臨時特別定額給付金でございますが、国の臨時特別定額給付金の対象とは

ならなかった 4 月 28 日以降に出生をしたお子さんについて対象児 1 人につき 10 万円を給

付するものでございます。こちらの補正をお願いするものでございます。続きまして 02目 

保育園運営費、0380 保育園運営費でございます。こちらの需用費としまして消耗品費、新

型コロナ感染拡大防止として 400 万円の補正をお願いするものでございます。こちらは保

育園でもやはり日々の消毒作業ですとか、経費がかかり増しとなっております。アルコール

類の消毒液ですとか、マスク、手袋、ペーパータオル、その他職員が消毒による手荒れ等防

止のためのハンドクリーム等々消耗品としまして計上させていただきました。こちらにつ

きましても、国からの緊急援助対策ということで補助金がございますので、そちらを充てる

予定でございます。続きまして 0396子ども・子育て支援事業費、18節の負担金、補助金及

び交付金でございます。こちらの補助金としまして 10万円を計上してございます。こちら

はやはり同じ緊急対策の補助金、国の補助金を活用いたしまして。病児・病後児保育を実施

しております施設についてコロナウイルス対策に対するかかり増しの費用、消耗品につい

て補助を行うものでございます。実施施設に確認をしましてやはり消耗品等の金額が負担

となっているということで補助を検討させていただきました。今申し上げました歳出につ

きまして歳入の方ご説明をさせていただきます。予算書の 13 ページをお願いいたします。

13ページ、第 16款 国庫支出金のうち国庫補助金、総務費国庫補助金のうち中段やや上に

なりますが、地方創生臨時交付金の充てるものといたしまして、先ほどご説明いたしました

0370の児童福祉総務費に 2,000万円。こちらが新生児臨時特別定額給付金に充当するもの

でございます。また、0372子育て支援センター事業費 327万 8,000円でございますが、こ

ちらは子育て支援センター広間に設置する空調機の設置工事費等委託料に充当するもので

ございます。同じページになりますが 1番下の下段になります。民生費国庫補助金のうち、

児童福祉費補助金でございます。460万円の充当先でございますが、新型コロナウイルス感

染症緊急包括支援交付金としまして子育て支援センター事業費に 50万円、こちらは消毒用
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資材ですとか、消耗品、その他備品の購入に充てさせていただきたいと思います。それから

0380の保育園運営費 400万円、こちらも先ほどご説明いたしました消毒等コロナウイルス

対策の消耗品等に充てさせていただきたいと思います。おめくりいただきまして、事業コー

ド 0396 子ども・子育て支援事業費としまして 10 万円。こちらも、先ほどご説明いたしま

した病児・病後児保育施設への補助金について充当させていただきたいと思います。補正予

算につきまして子ども未来課に係る部分の説明は以上でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。質疑、ご意見がありまし

たら出していただきたいと思います。松本委員 

○８番 松本委員 消耗品の方ですが、消毒液やなんかも入ってると思うんですが、小さい

お子さん、いわゆるマスクの関係がするしないもありますし、消毒もするしないもあると思

うんですが、アレルギーを持っている子だとか、私もそうなんですが液あると気持ち悪くな

るっていう、そういうのがありますので、その辺の振り分けみたいな消耗品はどういうふう

にしていますか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 前島係長 

○前島子育て支援係長 基本的には保育園での対策としてはまず手洗い、うがいですね。ト

イレに行って帰ってきたとき、外遊びから帰ってきたときは、石けんでの手洗いを基本とし

ています。もちろんアルコールに対してアレルギーのあるお子さんもいるかと思いますの

で、そういうお子さんにはアルコール使っての消毒は難しいということでまず手洗いを徹

底するようにということで保育園の方では対応しております。マスクにつきましては、小さ

いお子さんがどうしてもマスクをして活動難しいということで、園外活動、外での活動の際

は園児はマスクをせずにも活動ができるということ、してもいいということで活動してお

ります。ただ、保育士につきましてはやはり近くで対応しなきゃいけないこともありますの

で、マスクの着用をするようにということで指導しておりますが、熱中症との関係もござい

ますので、その辺は昨年度エアコンも全部保育園の方に配置をしていただきましたので、エ

アコンも使いながら熱中症対策に気をつけながら、感染症対策ということで保育士の方も

苦労しながらですけれども対応をしておるところでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 関連しまして 28ページの新型コロナウイルスに対する消耗品の購入

についてなんですけども、今回の補正をすることによって購入する内容と、要は第 2 波に

備えて十分な予算額であるのかどうか、要は今のうちにちょっとアルコールなり、そういっ

たものもある程度想定して備蓄できているものなのかどうかというところをお尋ねします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 前島係長 

○前島子育て支援係長 かなり大きな金額を消耗品ということで計上させていただいてお

りますが、やはり第 1波のときに本当にアルコール、それから体温計、マスク等購入しよう

と思ってももう供給ができていないということで大変苦労しましたので、アルコールやマ

スクにつきましては徐々に購入を今進めて備蓄をしているところです。ただ 8 園ございま
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すので十分な備蓄があるかというと心もとないところもございますので、今回補正を計上

させていただいて、いただいたところで、またアルコールの備蓄ですとか、マスク、手袋、

十分の備蓄ができるように購入を進めていければなというふうに考えております。以上で

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 13 ページの新生児に対する児童福祉総務費の臨時特別給付金ですね。

これはいつ頃からどのような形で生まれたときにもうすぐに交付されるのか、ある程度日

にちを切って交付する、どういう形になるわけですかね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○唐澤子ども未来課長 こちらの方の交付金につきましては、議会で予算の議決をいただ

きました後になりますけれども、その後要綱の整備を行いまして、4 月の 28 日以降に既に

ご出生がされてその後お子様を育てておられる保護者の方につきましては、町の方からご

案内をしたいと考えております。また 10月以降になるかと思いますけれども、その後に出

生届を出される方におかれましては窓口の出生届け出時の際にご案内をさせていただきま

して、申請をいただくような形になってくるかと思います。また 3 月末、一応 4 月 1 日ま

での方を予定しておりますので、妊娠届け出の際にも制度がこのような（聴取不能）がある

ということについてはご案内をさせていただきながら、出生届け時等にさせていただきた

いと思っておりますので、今のところは 10月以降になって転入された方もおられるかと思

いますし、また今までの出生届出された方につきましてはまた情報等確認しながら、こちら

からご案内をするという形で 2 通りで考えていきたいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 関連してですけど、一応 200 人分を想定してるということだと思うん

ですけどね。4 月から今までですね、何人出生しているのか。ちょっとどうなんですかね。

2名って月もあったということだしね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○唐澤子ども未来課長 ただいまの資料の方、出生の数月ごとに持ってございませんので、

後ほど回答させていただきたいと思います。ただし今回の 200 人につきましては今月初め

等にまだ妊娠届け出を出された方も 3月というのが出産の月になる場合もございますので、

200というのは希望を込めた数字であることは事実でございます。今月まで、ただ出生数に

つきましては出生がされましても 14日以内に届け出ということで箕輪町以外のところに届

け出も戸籍地等できる形になっておりますので、先ほど 6 月の 3 件等につきましても、や

はり非常にこの数字というのの把握というのは町外出された方も中には里帰り出産等ござ

います。そういうことで今回の届け出数に、先ほどの出生数につきましては、町の住民環境

課の方で数字のものをこの後調べさせていただきまして、ご報告をさせていただきたいと

思いますので、お時間をいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。申し訳
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ございません。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 9 号 令和 2 年度箕輪町一般会計補正予算(第 8 号)の子ども未来課にかかわる部分

について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め可決すべきものと決定いたし

ます。その旨本会議で報告をいたします。ありがとうございました。 

【子ども未来課 一旦終了】 

②文化スポーツ課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは再開をいたします。次に議案第 1 号 令

和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定について文化スポーツ課に係わる部分について

細部説明をお願いいたします。課長 

○小池文化スポーツ課長 それでは議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算

認定について文化スポーツ課にかかる部分説明をさせていただきます。資料の方を先ほど

お配りをさせていただきましたが、当課に係る決算審査でも使わせていただいた資料とそ

れから主要な施策につきましては、抜粋ということで一応当課に係る分だけ抜粋をさせて

いただいておりますので、この二つをご覧いただければよろしいかと思います。また決算書

につきましては、本会議のときに既にお配りをされていると思いますので、そちらをご覧い

ただき、ご確認のほどをお願いしたいと思います。私係長も兼ねておりますので、私の方か

らも説明をさせていただき、細部につきましては担当係の方から個別に歳出につきまして

説明申し上げますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは当課の決算審査資料と

書いてあるページを 1 枚おめくりいただきまして、歳入のところからご説明をさせていた

だきたいと思います。決算書につきましては 13ページでございます。それでは始めさせて

いただきます。決算書 13ページ、15使用料及び手数料の中で 10教育使用料という部分で

ございます。こちらにつきましては 01につきましては郷土博物館、文化センターの使用料、

附属設備の使用料、地域交流センターの使用料、それから地域交流センターのエアコン等の

附属設備の使用料等全部合わせまして、決算額 102 万円となっております。その下段に参

りますが 02体育施設の使用料、屋内体育施設の照明使用料、屋外体育施設の使用料、屋外

体育施設の照明使用料、その合計が 656 万 3,980 円となっており、合計 756 万 5,980 円で

ございます。この部分につきましては他課にかかる部分はございません。下段に参りますが

19ページ、決算書 19ページをご確認ください。17県の支出金の中の委託金ということで、
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10 教育費委託金でございます。こちらにつきましては地域人権啓発活動事業の委託金とし

て 13万 4,000円を受けております。同じく 19ページ、18財産収入でございます。こちら

の財産貸付収入につきましては松島コミュニティセンターへの土地の貸付収入ということ

で、定額でございますが、33万 729円ということで、他課に係る部分もございますが当課

にかかる部分は以上でございます。同じく 19ページ、財産収入の中の利子及び配当金とい

うことでございまして、こちらにつきましては図書館建設基金の運用収入として 2万 6,758

円を受けております。他課にかかる事務事業等もございますので、合計はそちらに記載のと

おりでございます。決算書 21ページになります。20繰入金の中の 08生涯学習まちづくり

基金の繰入金としまして博物館で行いました箕輪町の文化財印刷製本費 40万 7,000円、そ

れからフェンシングの全国大会の運営費として地域活性化センターからの基金分割という

ことでこの当該年度 40 万円という形の中で、合わせて 80 万 7,000 円を受けております。

この部分につきましては当課に係るものですべてでございます。説明資料を 2 ページの方

に参ります。決算書につきましては 23 ページから 24 ページに入っている諸収入の部分の

ご説明をさせていただきます。01 雑入でございます。雑入ですが、コピー機の使用料とし

まして一般の方に貸し出しをしている部分ですが、博物館、図書館、それから文化センター

と合わせまして 9 万 3,756 円でございました。その次雇用保険としまして非常勤職員今は

会計年度任用職員と申しますが、昨年まで非常勤職員ということで、そちらで働いておられ

る方々の本人負担分ということで合わせて 6 万 1,228 円を受けております。また、文化セ

ンターの自主事業の入場料としまして秋川雅史さんの千の風のあの方にきていただきまし

て、そのコンサート入場使用料としましてチケット代としまして 192 万 1,000 円を受けて

おります。その他、自動販売機等の電気料、それから社会教育学級の資料代、公民館で行っ

ているもの、それから博物館で各種冊子を売り上げたもの、子ども会の地方の助成金や学習

会の参加費、図書バックの売り上げ、それから地域交流センターの方の管理負担金というこ

とで伊那広域消防組合、上伊那広域ですか、の方からとそれからその負担金ということで光

熱費の負担金をいただいているところです。地域交流センターの太陽光売電の方は年々少

なくなっているんですが、こちらの方を電力販売として受けております。あとは社会体育の

関係でも講座等をやったときの個人負担金、それからスポーツ拠点づくり自立促進事業と

してフェンシングの 10年終わった後の最後の自立促進事業として今後続けていく手切れ金

と言ったらおかしいですけども最後の年に 400 万円をいただいております。スポーツ振興

くじの助成金につきましては、昨年ナイトウィーク＆ランを行ったわけなんですけれども、

これにつきまして入ってくる予定であったんですが、このコロナの関係でスポーツ振興セ

ンターの方の手続きが間に合わなくて、昨年度会計の中で納めることができませんでした

が、また今年度受けることになっております。こちら、一応昨年度のところでは 0というこ

とで受けております。沢運動場の使用料、駐車場の使用料として沢区の方から定額、それか

ら番場原運動公園の第 1 と第 2 の間にある民家から水道の使用料の負担金としていただい

ております。この計が 663 万 4,928 円で、こちらにつきましては他課にかかる部分もござ
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いますので、当課に係る部分は以上となります。収入最後になります。決算書 25ページを

ご覧ください。町債の部分でございます。こちらにつきましては教育債としまして今行って

おりますが藤が丘体育館と社会体育館のつり天井の昨年設計業務委託ということで 680 万

円ほど受けたところでございます。歳入につきましての説明は以上となります。続きまして

歳出の方を各係長の方から細部説明しますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 説明させていただきます。よろしくお願いします。資料につきまして

はお配りした資料の抜粋した、主要な施策 26ページのところの左側上、そしてさらにお配

りした資料については 3 ページ目となります。決算書につきましては 68 から 69 ページと

なっております。まず最初に、社会教育総務費の関係でございます。コード二つ分かれてお

ります。まず、最初に社会教育総務費 1060ですが、主に職員の賃金、非常勤職員の賃金と

報酬等の人権費にかかわるものが主の支出になっております。まず最初ですが 01 の 03 報

酬でございますけれども、この中には社会教育主任指導員 1 名分 224 万 4,000 円、そして

社会教育委員の報酬として年 3 回会議を行いまして、その他県とか郡の研修費参加等ござ

いまして 10 万 9,500 円、合わせまして 235 万 3,500 円の支出がございました。02、03、

04 につきましては職員の関係する賃金等でございます。08 の 01 報償費でございますけれ

ども、生活改善の理事会等の出席として 5 名ほど委員がおりますけども、それの出席謝礼

ということで 1 万 5,000円の支出がございました。09 でございますけれども社会教育関東

甲信越大会の出張旅費ということで支払いがございました。飛びまして一般消耗品、そして

14の 01ですけども公用車等のリース料として支払いがありまして 53万 1,360円支出ござ

いました。続きまして負担金でございます。1901に 13万円ございますが、生涯学習、全国

の生涯学習市町村協議会の負担金でございます。19 の 02 補助金でございますが全部で 10

万円ございまして、内みのわ太鼓保存会に 8 万円として伊那美術展への補助金 2 万円合わ

せまして 10万円での支出でございました。生涯学習まちづくり基金の積立金でございます。

25 の 01 でございますが浅川建設工業他、教育振興寄附金ということで 600 万円の積立で

ございました、支出がございました。合わせまして、5,043万 8,534円の支出でございます。

続いて人権教育費の関係でございます。人権尊重まちづくりの審議会の委員報酬というこ

とで 8 万 1,000 円ございました。総務費に関しましては合計で 5,051 万 9,534 円の支出で

ございました。以上です。 

○三井公民館主事 引き続き説明の方させていただきます。主要な施策の成果の 26ページ

の左側の中段と決算審査資料の 4 ページ、決算書につきましては 69 ページから 70 ページ

をご覧ください。10款 06項 02目公民館費についてご説明いたします。まず、1065公

民館管理費につきましては主な支出事業につきまして、主要な施策の成果に書いてござい

ますが、公民館運営審議会の委員報酬として 4 万 2,000 円、上伊那広域連合への負担金に

なります。こちら視聴覚ライブラリーという映画の関係の負担金になります。こちらが 24

万 2,000円となっております。1065につきましては主な支出事業については以上です。決
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算額の方が 1,813 万 8,513 円になっております。財源につきましてはすべて一般財源とな

っております。続きまして 1066公民館事業費についてご説明いたします。こちらも主な支

出事業につきましては主要な施策の成果をご覧ください。分館役員・文化部視聴覚部部員報

酬として 341 万 4,000 円。子ども夏まつり 4万 1,427円。こちら参加者が 109人おりまし

た。続きまして、みのわ町民文化祭 218 万 7,511 円。参加団体が 110 団体、個人出店が 8

人、展示数につきましては 1,433点、音楽の広場については 16団体、芸能の広場につきま

しては 26団体の参加がありました。展示の広場につきましては 57団体、個人出店が 8人、

野点の関係で 3 団体、マナビィランドが 8 団体の参加がありました。子どもふゆまつりイ

ベント 2 万 2,078 円。こちら 9 ブースに延べ 452 人の方の参加がございました。続きまし

て元気はつらつ地域出前講座謝礼ということで 26万円の支出がございました。詳細につき

ましては決算審査資料の 24 ページをご覧ください。24 ページが令和元年度の出前講座の

実施一覧となってございます。令和元年度につきましては全部で 58件ございました。その

内、有料の講師を頼まれた分館が 52件、無料講師を頼まれたのが 6件でございました。す

みません、戻っていただきまして町内一周駅伝大会 60周年記念誌印刷製本業務ということ

で 29万 7,000 円、こちら記念誌を 300部作成いたしました。町内一周駅伝大会第 60回大

会記念講演業務委託、こちら 94 万 5,000 円、2003 年世界陸上銅メダリストの千葉真子さ

んをゲストランナーにお招きし、閉会式終了後に記念講演を行いました。以上決算額が 816

万 7,597円となっております。財源内訳につきましては、こちらも一般財源になっておりま

す。続きまして、1067 成人講座事業費をご説明いたします。こちらも主要な施策の成果を

ご覧ください。主な支出事業につきましてはこちら公民館学級講師・講演会講師謝礼という

ことで 14万 6,000円支出してございます。公民館大学・学級につきましてはこちら受講生

がふきはら大学が 16人、ふきはら大学院が 24人、なでしこ学級が 28人、おやじ学級が 25

人、けやき学級が 25人ということで計 118人の方の受講がありました。続きまして、公民

館講座ということで主要な施策と成果に書いてございますが、陶芸講座前期に 19人後期に

12人、レザークラフト講座が 18人、水彩画のブックカバー講座が 6人、誕生日キルト講座

が 15 人、3B 体操講座が 30 人、初心者健康マージャン教室が 20 人、若者チャレンジ講座

が 20人、健康ダンス講座が 20人、公民館サポーター養成講座が 90人、就活セミナー講座

が 213 人の合計 463 人の参加がございました。決算額につきましては 25 万 7,743 円、財

源内訳につきましてはこちらもすべて一般財源となっております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 引き続き青少年健全育成費の関係についてご説明いたします。主要

な施策で言うと 26 ページの右上、そして決算書につきまして 70 ページをご覧いただきた

いと思います。お配りした資料については 5 ページとなっております。青少年健全育成費

でございますが、これにつきましては他課に関係するものもございますが、1070 の健全育

成費のみが文化スポーツ課の管轄となっております。まず、最初に 1番目ですけれども、青

少年健全育成協議会の委員報酬として 73 万 65 円の支出がございました。これにつきまし
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ては委員 21人分、対象者 21人という形になっております。続いて 08ですけれども、みの

わ少年少女合唱団の講師謝礼ということで 9 万 8,000 円、消耗品がございまして燃料費の

関係でございますが、光熱費ですが、児童公園の電気料、水道料となっております。続いて

修繕費の関係でございます。町内の児童遊園の遊具他の修繕でございますが 10箇所ほど行

いまして 88万 5,484円の支出がございました。次保険料の関係でございます。44万 4,000

円の支出がございまして県の子ども安全共済会の保険料として 2,960 人分の支出でござい

ました。続いて 4番目ですけども公園遊具の安全点検の委託料でございます。2年から 3年

ごとに行っておりまして、前回は平成 29年に行いましたけども、25万 4,430円、それと委

託料他にはのぼり旗、挨拶運動ののぼり旗の作成の委託料としまして大変申し訳ない、資料

には 5 校分って書いてありますが、中学も入れた 6 校分となります。申し訳ありません。

のオリジナルのそれぞれでデザインのもの、のぼり旗を作成しまして 10万 5,270円、合わ

せまして 35万 9,700円の支出がございました。続いて負担金でございますが、上伊那地方

青少年健全育成連絡協議会の負担金として 4 万 8,724 円。そしてすみません、土地賃借料

の方、飛ばしてしまいまして申し訳ありません。戻りまして使用料賃借料ですけれども、児

童遊園の土地の賃借料としまして 8 ヵ所ほどございまして、323 万 3,918 円の支出がござ

いました。戻ります。交付金の関係でございます。青少年健全育成会協議会の交付金という

ことで天竜川漁協第 2区支部、マスつかみ大会への交付金ということで 30万円ございまし

た。合計しまして、617万 4,026円の決算額となっております。以上でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴文化財係長 引き続き、博物館費について説明を申し上げます。資料の 6 ページをお

開きください。決算書のページは 71ページになります。1番上のですね、博物館管理費 1072

ですが、こちらにつきましては博物館の維持管理等に関する経費になります。事業合計予算

額が 2,168 万 2,000 円に対し、決算額が 2,108 万 1,107 円でした。主な内容につきまして

は、主要な施策の方で説明を申し上げます。1番下のところですね、博物館費 1072の博物

館管理費ですが、1番目といたしまして郷土博物館の耐震診断の委託料ということで 526万

9,000 円支出いたしました。こちらにつきましては開館から 45 年を経過する施設につきま

して耐震性があるのかないのかということで診断をしたということになります。それから 2

番目ですが耐震診断用で部分アスベスト除去工事ということで、耐震診断の中では何て言

うのかな、柱とか梁の接続部分も診断が必要になったわけですが、そちらの部分に天井裏に

なっておりますが、アスベストが吹き付けてあってとらないと診断ができないという状況

ですので、1階、2階、天井ということで 3カ所の部分アスベストの除去を行ったというこ

とで、こちらの方が 318万 6,000円の支出でした。3番目といたしまして松島追分歌碑公園

サクラ剪定の委託料ということです。追分にあるあそこのレストラン追分の北側の桜が植

えてある公園なんですが、剪定が行われておらずぼうぼうになっていたのでその剪定の委

託を行ったものですが、そちらの方が 28万 6,000円の支出でした。それから 4番目ですが

上古田倉庫屋根(雨漏り)改修工事ということで上古田の公民館の隣に旧教員住宅のところ
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なんですが、古田人形の収蔵庫等になっておりまして、保存会の方で使っているんですが、

雨漏りがして水が入ってきて困るということもありましたので、改修を行いました。それか

ら 5 番目ですが三日町倉庫土地賃借料ということで考古資料等を保管している三日町旧農

業倉庫の土地の賃借料ということで 35万 8,787円の支出がありました。続きまして資料の

方に戻りまして、真ん中のところですが博物館事業費 1073です。こちらにつきましては博

物館のソフト事業等の活動費になります。予算額 372万 6,000円に対しまして決算額は 347

万 3,872 円でありました。こちらにつきましても主な内容については主要な施策の方をご

覧ください。1 枚おめくりいただいたところですが、1073 博物館事業費です。1 番目は非

常勤職員の報酬ということで 192 万円の支出がありました。それから 2 番目ですが、箕輪

町の文化財、特別展の冊子になりますけれども、こちらの方を印刷製本したということで 40

万 7,000円でした。なお、こちらにつきましては先ほど収入のところでありました生涯学習

まちづくり基金、これは河手ただしさんからの寄附金、元はそういうものなんですが、そち

らの方を財源として使用させていただきました。3番目ですが特別展のポスター、チラシ印

刷代ということで 8 万 5,320 円の支出でありました。参考といたしまして博物館の利用状

況ですが、開館日数は 246 日で入館者数は 1,614 人でした。例年 2,000 人前後なんですけ

れども、令和元年度につきましては 8 月から 9 月にかけまして耐震診断をしたことがあり

まして、その期間休館があったということで若干少なめの人数になっております。2番目に、

特別展ということで開催をいたしまして、10 月 26 日から 11 月 17 日の 20 日間で 405 人

の方の来館がありました。3 番目といたしまして町内まるごと博物館事業ということで、5

つありますけれども、部門別講座で延べ 94人の方が、自然とふれあい講座の方には延べ 75

人の方、博物館体験講座の方には延べ 129 人の方、ふれあい博物館事業については 406 人

の方、その他の講座ということで 52人の方の参加がありました。なお、博物館入館者数と

各種講座の内容につきましては資料の 29ページ、30ページにございますので、またご確認

をお願いしたいと思います。続きまして、資料の 1 番下のところ、6 ページ 1 番下ですが、

資料収蔵施設管理費ということで長岡の収蔵施設に関する経費になります。予算額が 84万

2,000円に対しまして、決算額は 71万 141円の決算でした。主な内容については主要な施

策をご覧ください。資料収蔵施設管理費ですが 1 番目としまして警備の委託料ということ

で 25万 1,136円の支出がございました。それから駐車場の賃借料ということで年額になり

ますけれども 12 万 7,530 円の支出をいたしました。博物館費の合計ですが、2,625 万円の

予算額に対しまして 2,526万 5,120円の支出でありました。以上です。 

○笠原図書館係長 それでは図書館の事業につきましてご説明申し上げます。ただいまの

資料 7ページでございます。図書館費はそこにございますように、図書館管理費、図書館事

業費、子供読書推進事業費の 3事業からなっております。図書館費の決算額は 3,506万 451

円となっております。それでは、図書館管理費についてご説明申し上げます。01節から 09

節につきましては、図書館長、非常勤職員、それから職員の人件費並びに協議会選定委員会

の謝礼になっております。11 の 1 でございますが 40 万 1,799 円でございます。図書館の
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管理消耗品の他、図書の表面に貼りますカバーフィルム等を購入をいたしております。続き

まして 14 節でございます。446 万 1,683 円となっております。この内訳でございますが、

図書館のシステムリース代 335 万 7,408 円となっております。これは貸し出し、それから

利用者登録などなどの図書館の業務を行いますシステムのリース代でございまして、学校

のリース代も含んでおるものでございます。その他に書籍のデータベースの使用料といた

しまして 26万 1,600円でございます。その下でございますが工事費でございます。決算額

が 199 万 6,272 円でございます。この内訳でございますが図書館の南側を改修をいたしま

した。今まで砂利だったものを緑化工事をいたしまして芝を張らせていただいております。

185 ㎡でございまして決算額が 171 万 9,792 円となっております。この芝を活用いたしま

してベンチ等を置きまして本をそこで読んでいただく利用者の方がいらっしゃいましたり、

あと庭で読み聞かせのイベントなどを行っております。次でございますが、25 節でござい

ます。図書館建設基金利子の積み立てでございます。決算額が 2万 6,758円でございます。

これは先ほど申し上げました収入分をそのまま基金の方へ積み立てたものでございます。

元年の基金の現在高は 2 億 6,618 万 2,000 円となっております。以上が図書館管理費でご

ざいます。続きまして図書館事業費でございます。8の 1でございます。成人向け講座の講

師の謝礼となっております。25 ページから図書館の事業について実施状況をまとめさせて

いただいておりますので、またご覧をいただきたいと思います。恐れ入ります、27 ページ

をご覧をいただきます。27ページの中ほどに(3)とございまして、ここが一般利用者向けの

講座の実施状況でございます。そこにございますように後援会といたしまして上伊那の方

言を伊那西高等学校の校長先生、(聴取不能)の先生をお迎えをいたしまして大変好評でござ

いました。その他に地球温暖化と気候の変化ということで長野地方気象台から講師をお招

きをいたしまして成人向け講座、2本実施をさせていただいております。これの謝礼でござ

います。7 ページの方へお戻りいただきまして 11 の 1 でございます。509 万 9,880 円が決

算額でございます。図書、雑誌、新聞等の購入費となっております。続きまして 1078の子

供読書推進事業でございます。8の 1は読育講座等の講師の謝礼となっております。読育の

事業につきましては先ほどの 25ページからまとめさせてございますのでまたご覧をいただ

きたいと存じます。それから 11 の 1でございますが、11の 1 でございます。11 の 1でご

ざいますが決算額が 99万 8,173円で、絵本、児童書の購入費でございます。以上が子供読

書推進事業費でございます。図書館の利用状況につきましてご説明申し上げます。資料の 28

ページご覧をいただきます。図書館の利用状況を貸出点数、それから入館者数でまとめた資

料となっております。右側の入館者数ご覧をいただきますと総数では 1 番下ご覧いただき

ますと前年と対比してございますが、3,736人の減少、6.5％の減となりました。この理由で

ございますが 3点ほどございます。まず 5月でございますけれども、天皇の即位の 10連休

ございました。利用者数がですね、そこで連休のせいだと思うんですが少なくなったという

ことがございます。あと 9 月、10 月でございますけれども、9 月は千葉に大きな被害をも

たらした 15号の台風の影響、その他にも複数の台風が参りました。10月は主に北信で被害
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の出ました 19号台風が来た等々によりまして、天候によりそれぞれ 500人近くの利用者の

減となっております。1 番大きいのが 3 月でございまして 1,146 人の減少となっておりま

す。これは新型コロナによるものでございまして 3 月の初旬により学校の方、休校になり

ましたので短時間の利用をお願いするとともに学習室を休止をいたしました。その影響ば

かりではなく、自粛の影響ってのが大変大きくて利用者の方がですね、がくっと減ったとい

うのがございました。以上が利用状況でございます。以上で図書館費の説明を終わります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今説明の途中ですけれども、ここで昼食のため、暫

時休憩をさせていただきたいと思います。再開を午後 1 時といたします。お願いいたしま

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは午前中に引き続きまして、決算の審査を

行います。続きをお願いいたします。 

○柴文化財係長 資料の 8 ページをお開きください。文化財保護費の決算報告をいたしま

す。4つ項目がありますけれども、上から順に説明をしたいと思います。1番上の伊那谷人

形浄瑠璃地域伝承活動費ということでこちらは伊那谷 4 座の活動費になります。予算が負

担金だけなんですけれども、予算額 25 万に対し決算額も 25 万円になります。内容といた

しましては、伊那人形芝居保存伝承活動の負担金ということで箕輪町から 4 座の事務局の

方に 25 万円の負担をしております。これは 1 座 25 万円ということで、飯田市の場合は 2

座ありますので 50 万円、阿南町と箕輪町が 25 万円ずつ負担をして合計 100 万円の中で 4

座の活動を行っているというものになります。それから主な活動といたしまして伊那人形

芝居講演への参加ということで、11月 17日に行いまして保存会が参加をしております。そ

れから、中学生サミットへの参加ということで 8月 31日に行いまして箕輪中学校が参加を

いたしております。続きまして 8ページ 2番目になりますが、文化財保護費 1081になりま

す。こちらは各種指定文化財の保存とか、管理とか、普及とか、そういったことに関する予

算になります。事業の予算額が 440 万 8,000 円、決算額が 425 万 5,337 円でありました。

主な内容につきまして主要な施策をもちまして説明をさせていただきます。27 と書いてあ

るページの 1 番下になりますが、非常出勤職員の報酬ということで 192 万円になります。

おめくりいただきまして 2 番目ですが、天然記念物等樹勢診断謝礼ということで毎年幾つ

か選んで点検をしているものですが、令和元年度につきまして木ノ下のケヤキ他等 14件の

診断をいたしまして 10万 5,000円の支出でした。3 番目ですが、同じく天然記念物等の緊

急枯れ枝除去等の委託料ということでどうしても緊急性があって危ないもの等について対

応していくものですが、こちらにつきましても木ノ下のケヤキなど 7 件の対応をいたしま

して 31万 5,706円の支出がありました。4 番目ですが県と町の指定史跡等の整備委託料と

いうことで福与城跡ですとか、長岡の源波古墳、羽場の森古墳になりますが、そちらの整備

委託料ということで 23万 6,620円の支出がありました。5番目ですが無形文化財の保存団

体への補助金ということで古田人形保存会等 4団体に 34万円支出をいたしました。6番目

ですが有形文化財保存事業に関する補助金ということで 2 件ございまして無量寺の阿弥陀
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堂、それから大出の高橋神社の本殿の関係の保存事業への補助金ということで 23 万 7,000

円の支出を行いました。7番目ですが天然記念物の保存事業の補助金ということで下古田白

山神社社叢の方に補助金を交付しました。12 万 3,900 円の支出でありました。それから 8

番目ですが史跡保存団体等交付金ということで 4件、福与城跡、上の平城跡、それから無量

寺周辺の環境整備、それから緊急的なものですが松島王墓古墳の支障木の伐採への交付金

合わせまして 40 万 3,000 円の支出を行いました。文化財保護費につきましては以上です。

続きまして 8ページ、上から 3番目になりますが埋蔵文化財保護費 1082です。こちらは遺

跡の緊急発掘調査等に関する経費になります。予算額 188 万 2,000 円に対しまして、決算

額は 151 万 9,939 円でありました。主な内容につきまして主要な施策の方で説明をいたし

ます。非常勤職員の報酬ということで 101万 9,520円、2番目といたしまして発掘調査の賃

金及び遺物、出土したものの整理の賃金ということで 34万 9,875円の支出です。それから

その下の 3 番の発掘調査用機材等借上料ということでバックホーなどの賃借料としまして

7万 4,800円の支出を行いました。最後に 8ページの 1番下ですが、東山山麓歴史コース整

備事業費ということで、こちらはコース全体の管理ですとか、普及活動等に要する経費です。

予算額が 39万 4,000円、決算額が 33万 17円でありました。主な内容ですけれども、コー

ス案内板の内容修正の委託料ということで北小河内のところにある大看板の内容が 10年以

上経ちまして現状にそぐわなくなっておりましたので修正を行いました。こちらが 27 万

5,000円でした。その他、ガイドボランティア活動ということでいろんな方が来たときに解

説のボランティアをお願いしたり、またそのボランティアの方に研修に行っていただいた

りということで活動を行いました。文化財保護費の合計ですが 693 万 4,000 円の予算額に

対しまして、決算額 635万 5,293円となっております。以上です。 

○赤松生涯学習係長 文化センター費についてご説明申し上げます。資料で行きますとお

配りした資料 9 ページ、主要な施策は文化財保護の続きになっておりまして、決算資料で

いくと 73ページでございます。文化センター費二つほどコードがございまして、まずは文

化センターの管理費、文化センターの施設の維持管理にかかわる予算でございます。まず、

最初に消耗品の関係ですが、一般消耗品としてセンターの維持管理に係る消耗品関係で 51

万 2,835円の支出がございました。続いて燃料費の関係でございますが、ガソリン、ガス、

灯油代等で 393 万 1,779 円の支出がございました。光熱水費ですが電気料、水道使用量の

関係ですけれども 484 万 6,449 円の支出がございました。続いて修繕費でございますけれ

ども、空調設備冷温水発生機循環ポンプ取替等の修繕料として合計 203 万 390 円の支出が

ございました。続いて委託料、手数料飛ばしまして委託料の関係です。委託料の関係でござ

いますけど 13 の 01 主に施設の維持、そして設備等いろいろ先ほどの温水機等ございます

けども、あと舞台の吊物等、音響設備等ございますけれども、そういうのに対する維持管理

に係る保守管理業務の委託料としまして 1,082 万 8,356 円の支出がございました。続いて

使用料、賃借料の関係でございますけれども、事務機器等の使用料、リース料、文化センタ

ーで使っております複写機、印刷機等の支出で 133 万 2,520 円ございました。合計でいく
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と 180 万 520 円でございます。続いて工事の関係でございます。主要な施策で言いますと

舞台機構の更新工事、音響設備の工事、浄化槽の制御盤工事、照明の LED化、これにつき

ましてはエントランス等の照明器具ですけども、合計合わせまして 1,717 万 2,650 円の支

出でございました。続いて備品の購入費でございます。会議用テーブルということで前パネ

ル付きが 14、そしてなしのものが 40台、合わせて 54台でございますけれども、新しい会

議用テーブルを購入いたしましております。これですべて文化センターの各部屋にあるテ

ーブルにつきましては入替が済んだということで 198 万 1,800 円の支出がございました。

管理費につきましては合計 4,386万 6,456円の決算額となっております。ちなみにですが 1

番下に書いてございます文化センターの使用料・付属設備の使用料として 77 万 3,600 円、

先ほど歳入の方で説明があったとおりございました。あと、文化センターの総利用者数につ

きましてですが、4万 2,056人の入館がございまして、これにつきましては資料の方にお配

りしてあるところの 12ページ、13ページのところに文化センターの月ごとの主要内容、そ

して各部屋別ということで合計、内訳のほうが説明の資料としてつけてございます。14 ペ

ージにつきましては過去 3 年分の利用者数の推移がわかるように資料として添付してござ

います。先ほどからもコロナの話が色々出ておりますけれども、当館におきましても 3 月

になりましてコロナウイルス感染症の関係で利用者数が減っているということがございま

した。続いて文化センターの事業費の関係でございます。文化センターで行われる自主事業

等にかかわる費用ということになります。まず、報酬、謝礼の関係でございますけれども、

人権のまちづくり講演会の講師の謝礼ということで 20 万円ほど講師の支出がございまし

た。そして事業に関係する一般消耗品、そしてその次の自主事業のポスター、チラシ、チケ

ット等の印刷代として 118 万 780 円の支出がございました。続いて事業の委託料の関係で

ございます。自主事業の委託料としまして委託料、主要な施策の方では 3 番のところに第

23 回日本の太鼓 in みのわの公演委託料としまして 100 万円の支出がありまして、これに

ついては 8月 31日の土曜日に行いまして 401人の入場者がございました。先ほど申し上げ

ました 4番ですけども、人権尊重のまちづくりの講演会 inみのわということで講演会と、

あとちひろトーク&コンサートということでミニコンサートを行いまして、その委託料とし

て 33 万円の支出がございました。これにつきましては 11 月 24 日に入館者数が 300 人ご

ざいました。5番目のところですけども、秋川雅史コンサートの委託料ということで唯一行

いました自主事業、要するに有料としての自主事業でございますが、これにつきましては委

託料につきまして 226 万 6,000 円の支出がありました。入館者数が 486 人と、ほぼほぼ満

杯ということでございました。続いて 6 番のところですけども、古田人形芝居の定期公演

ということで、その次の週の 7 日の土曜日 210 人ということで入館数がありました。これ

についての支出はございませんでした。続いて 7 番の豊島区と箕輪町の地域間交流事業と

いうことで昨年度から始まったところですけれども、芸劇ウインド・オーケストラ・クリス

マスコンサート、昨年度から始まったところですけれどもの委託料ということで29万9,750

円ございました。入館者数につきましては 413人でございます。8番のところ、委託料の関
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係でございます。委託料の舞台・照明・音響業務等の委託料でございますけれども 647 万

4,600円の支出がございました。先ほども収入のところでありましたが、財源の内訳としま

して、県の委託金、人権啓発活動地方委託金として 13万 4,000円が人権まちづくり講演会

に充当されているものでございます。あと、諸収入としまして先ほど申し上げた秋川雅史さ

んの入場料として 192 万 1,000 円ございました。合わせまして 1,236 万 5,796 円、センタ

ー費のとしましての合計としまして 5,623 万 2,225 円の支出でございました。続いて地域

交流センター費の関係でございます。決算書でいきますと 74ページにかかるところでござ

います。地域交流センターの維持管理にかかる費用でございます。消耗品、そしてガス、灯

油代等の燃料費等ございまして、電気料、上下水道の使用料としまして 171 万 7,816 円の

支出がありました。修繕料の関係でございますけれども、交流室 1にあります FF暖房機が

壊れたということでそれの修繕費として 49万 9,960円の支出です。続いて委託料の関係で

ございます。設備にかかる建物の維持管理、そして交流広場も含めた維持管理にかかるとこ

ろでございますけども、合わせまして 119 万 7,120 円の支出がございました。あと、駐車

場の関係、賃借料の関係でございますけれども、駐車場の用地ということで松島保育園の上

になりますけども、そこの田んぼを個人の方から 3 筆ほどお借りしまして駐車場として利

用しております。それの支出としまして 120 万 5,110 円でございました。あと、工事の関

係でございます。消防用設備の取替工事等行いまして全部で 54万 8,200円の支出がござい

ました。合計 533万 5,395円の決算額となりました。以上でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小池文化スポーツ課長 続きましてご説明をさせていただきます。資料につきましては

10ページ、決算書につきましては 74ページと 75ページにまたがっている部分でございま

す。主要な施策の抜粋につきましては 28ページ、先ほどの続き下段となっておりますので、

よろしくお願いいたします。なお、スポーツの関係でございますけれども、主要な施策の方

でご説明をさせていただきますので、よろしくお願いをいたします。まず、保健体育総務費

ということでございまして、こちら費用全体で、スポーツ行事のソフト部分に係るものの経

費を見ているものでございます。1スポーツ推進委員の報酬としまして文化センターで雇用

しております会計年度任用職員 1 名につきまして 224 万 4,000 円の支出を行いました。ス

ポーツ推進委員を町から 12 名委嘱をしておりまして、そちらの方々の報酬ということで、

年間 63万 4,600円をお支払いしました。全国大会等の出場激励金ということで令和元年度

につきましては 19 件 39 万円の支出をいたしました。町内一周駅伝大会の実施経費としま

して、通常の行う大会にかかる役員報酬ですとか、そういったものにつきまして 98万 7,440

円をお支払いしました。また、ニュースポーツの備品といいましてストライクボード、遠く

からの 9マスを射抜くようなゲームなんですけれども、そういったものを購入し、5万 5,700

円を支出いたしました。みのわナイトウォーク&ランを行いましてショートコースに 417人、

ロングコースに 292 名の方にご参加いただき、710 名と非常に多い方お集まりいただきま

して 757 万 6,778 円の支出を行いました。長野県フェンシング協会の補助金としまして例
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年同様定額ですが、66 万 5,000 円を支出いたしました。フェンシングのまちづくり事業補

助金としまして、小学生が集うフルーレという種目のもみじカップを行いました。こちらに

つきまして 70万円の支出を行っております。すみません、行っておりません。同じく 9全

国カデ・エペ選手権大会補助金としまして、スポーツ拠点づくり事業の補助金として 277万

2,782 円の支出を行いました。ですが、すみません。8 番、9 番ともなんですが、昨年は台

風 19号が接近しまして、大会 5日前の火曜日の日に急遽中止ということで、経費の方はこ

れだけかかってしまったんですけれども、大会自体は実施しておりません。ですが、過去最

多のそれぞれ人数がお集まりいただく予定で、これを 3日間、土曜日、日曜日、月曜日と上

から順に行う予定でしたが、588 名の方に箕輪町にお集まりいただく予定でございました。

ページをめくっていただきまして、主要な施策のページをめくっていただきまして、最後 10

松本山雅出資金ということで、こちらの方に出資金で 300 万円を支出しております。資料

の方でご説明しますがそういった合計が 3,876 万 8,768 円という支出を行っております。

資料の方をめくっていただきまして決算書のページでは 75ページになります。体育施設費

ということで、こちらにつきましては屋内、文字の通り屋根のかかった体育施設と、それか

ら屋外グラウンド、マレットゴルフ場等の施設の管理費ということで、それぞれハードにか

かるものをお支払いをしております。主要な施策の方でご説明をさせていただきます。1094

屋内体育施設の管理費としまして体育館の燃料や光熱水費等に 271 万 284 円、体育施設の

修繕料に 173万 3,536円の支払いをいたしました。主なものは町民体育館の先ほどの 19号

に伴う屋根の笠木を修繕したり、それから町民体育館や社会体育館の照明や窓ガラス、建具

などの修繕、それからながたドームの消防設備の修繕等を行っております。ながたドーム管

理委託料としまして振興公社、ながたの湯が窓口となっておりますけれども、そちらの方へ

147万 7,440 円をお支払いしております。ながたドームの清掃業務の委託の方に 76万 500

円、町民体育館の管理委託に 94万 234円、藤が丘体育館、社会体育館のつり天井等耐震設

計の設計業務委託料として昨年 682 万円お支払いしております。また、７健康センターの

土地の借り上げ料としまして 60万 5,000円をお支払いしております。合わせまして、屋内

体育施設の使用料・照明料の収入につきましては 600 万円ほど、先ほどご説明をさせてい

ただいたとおり、利用人数につきましてはそちらに記載のとおりでございますし、また細部

につきましてはお配りしました資料の 18 ページから 20 ページに記載してありますので、

ご確認をお願いしたいと思います。1095 屋外の体育施設について引き続き説明をさせてい

ただきます。屋外につきましては主なものにつきまして上古田スケート場の管理人の賃金

として 49万 350円、屋外のグラウンドやマレットゴルフ場に係る燃料費や光熱水費に 214

万 9,085 円、屋外施設の修繕料に山の神マレットゴルフ場のトイレの修繕他 131 万 7,954

円をお支払いしております。屋外体育施設の管理委託料として日々のグラウンドのトイレ

清掃ですとか、それから草刈り等そういったものも含めますが 238 万 5,153 円を支出して

おります。沢運動場の駐車場の土地の賃借料として 25万 7,000円、上古田運動場の駐車場

の土地の賃借料として 35 万円、年定額ですが、そちらの方お支払いしております。また、
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昨年度実施した大きなところでいいますと番場原第 1 グラウンドの変電設備、キュービク

ルと呼ばれているものですけれども、それが設置以来更新されておりませんでしたので、そ

ういったものの更新、それから沢運動場の看板で企業のお名前が入っていった看板フェン

スを緑色に 1 色で塗装をし直したといったようなものがございまして 318 万 6,000 円を支

出しております。屋外体育施設の使用料・照明料の説明は先ほどさせていただいたとおりで

すが、合計 3万 7,320人のご利用があったかと思います。また、上古田スケート場につきま

しては初めてだったんですけれども、未結氷ということで 1 日も滑走することはできませ

んでした。ですが、管理人の方につきましては定例の水路管理等をチェックしていただきま

したり、それから環境保全ということで上古田グラウンドの桜の木等をだいぶ綺麗に切り

出していただいたりとか、松を切ってあったりとかしておりますので、そういった環境整備

に充当させていただき、使用させていただいた旨ご報告いたします。文化スポーツ課に係る

説明につきまして、細部説明につきましては以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりましたので、これから質疑及び

意見のある方は出していただきたいと思います。寺平委員 

○１３番 寺平委員 主要施策の 26ページで 2点ほどお尋ねしたいんですけども、右側の

青少年健全育成費の中の 4番公園遊具安全点検委託料ということで、2、3年に 1回という

ことで定期的に点検されてるかと思うんですけど、近年の評価っていうか、内容、何箇所を

実施して、現在何カ所で、危険遊具が幾つ程度なっているのか。だんだん老朽化していると

思うんですけども。大まかな概要を教えていただければと思います。あと、もう 1点がその

下のあいさつ運動啓発のぼり旗作成委託料 5 枚分、10 万 5,270円ということで、これの内

容、製作の内容 5枚っていうことで、それだけですか。内訳というか、教えてください。2

点です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 今のご質問についてご説明いたします。まず、最初に児童公園の遊具

の点検についてのことでございますけれども、手元にございまして一応すべて町で把握し

ている遊具のあるもの 35 カ所、(聴取不能)の公園がございますけれども、そちらに設置し

てある遊具はすべて点検をしました。その結果なんですけれども、今回は特別っていうわけ

ないんですけれども、今まではただ点検してもらって、またその評価だけを報告書としても

らってたんですが、その中でもどれぐらい今どこの遊具がどのくらい危険なのかというよ

うなことで、今回はその中でも特に危険なものをワースト 10というものを出していただく

中で結果をいただいております。それにつきましては、それを反映する形の中で今年度の予

算の中で順次修繕ないし撤去という形をとらせていただいております。主だったところで

いきますと松島日出新町のブランコですとか、そういうとこがやはり老朽化が目立ってい

て、さびているとか、塗装が剥げてるとか、あとは座面が腐食してきて取れそうだと、そう

いうものが幾つかございました。そういう中でその取替等が必要であると、もしくは塗装が

必要だというような指摘をいただいているところであります。ですので、指摘されたワース
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ト 10の公園場所につきましては 13カ所ほどで、件数にしましては 20点近くのものでござ

います。やはりブランコとか滑り台、鉄棒、あとはジャングルジム等でございました。2点

目でございます。のぼり旗の作成委託料ということで先ほどもちょっと補足で説明させて

いただきましたけども、書いてるあるところ 5校分、要するに学校の校です、すみません。

5 校分って書いてありますが、間違いで 6校分です。もう 1 度説明させていただきますが、

それぞれの学校でデザインをお願いして、それぞれの校章入れるなりだとか、文字だとか、

そういうものもそれぞれの学校の中でデザインをしていただいたものをこちらでまとめて

つくってお渡ししたという形で、ポールも含めてだいたい 5枚だったかな、1校分。1校分

5枚の作成をしております。それを 6校、それぞれつくったものをお配りしたという経過で

ございます。 

○１３番 寺平委員 失礼しました。5校分ですね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。 

○１３番 寺平委員 あと遊具、特に危険なものについては本年度、予算で何とか間に合っ

ているということでですか。遊具について。指摘されたものは。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 間に合う、すべてが全部ちょっと撤去とかできないわけですね、とり

あえず今の予算の中では全額使う形で、その中のワーストの悪いところから順に修繕ない

し撤去っていう形で、すべてちょっとできませんけれども、なから 7 割ぐらいは多分でき

るかと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。中村委員 

○１２番 中村委員 ナイトウォーク&ランの関係で、一応ショートコースが 417人で、ロ

ングが 292 人、710 名の参加ということですけども、一応最初の当初計画の人数と照らし

合わせるとどうだったのか、お伺いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小池文化スポーツ課長 すみません、ナイトウォーク&ランにつきましては昨年度だいぶ

人数が多く行っていただきまして、ショートコースのところは実質の定員は確か 350 だっ

たと思います。ロングコースにつきましては 300 人というような形で行っておりました。

ショートコースにつきましては一昨年からちょっと工夫をしまして、一部沢の北荒常会の

中を通らせていただいたりとかしながら、一方通行を確保し、幅員が狭いものですから、余

り多い人数が集ってしまうとちょっと困るということで、できるだけ事務局としてはロン

グコースの方への、福与、三日町方面への誘導をかけたかったところです。実際それだけの

400 人を超える人に集まっていただきまして、年々改善を加えながらやっておりますので、

問題なく予定よりも多い人数に集まっていただいたと、そんなようにこちらでは考えてお

ります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。中村委員 

○１２番 中村委員 一応僕も申し込もうと思ったらショートの方も多くて駄目だって言
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われてちょっと結構ショックだったので聞いてみました。ちょっと質問は変わりますけど、

12 ページの文化センター利用状況、年間集計表のところですけども、文化センターに行く

とよく中学生とかが勉強をしていたりする風景を見かけるんですが、そういう人たちも含

まれているんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○赤松生涯学習係長 お答えいたします。実際にはカウンターで持ってその都度人数を計

っているというわけではございませんけれども、ここの 12ページで言う 1番右側、計の手

前の所、ホワイと書いてあるところでここの部分ですけどもここがその人数、おおよその人

数をそれは入れてあります。大体来た、その時、季節ごとでおおよそのところを計ってそれ

を月別で表したという形でございますので、一応入っているという形でご認識いただけれ

ばと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についての文化スポーツ課にかかわる部分に

ついて、原案どおり認定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議がないものと認め、認定すべきものと決定い

たしました。本会議でその旨を報告をいたします。 

それでは、次に議案第 9号 令和 2年度箕輪町一般会計補正予算(第 8号)の文化スポーツ

課にかかわる分について細部説明をお願いします。課長 

○小池文化スポーツ課長 議案第 9 号 令和 2 年度箕輪町一般会計補正予算(第 8 号)文化

スポーツ課にかかる部分、細部につきましては、担当の係長の方から説明を行います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴文化財係長 よろしくお願いします。予算書の 37 ページ、それから 38 ページになり

ますけれども、よろしくお願いいたします。2件ございまして 1件は 1081文化財保護費の

関係ですが、補助金ということで 6 万 3,000 円を計上しています。内容につきましては箕

輪南宮神社社叢の保存事業の補助金ということになっております。こちらにつきましては

危ない枝を除去して天然記念物の保存を図りたいというものなんですが、実際には 7 月の

段階で直径 40 ㎝、長さ 15m の折れた枝があるということで緊急で呼ばれていったわけな

んですけれども、現場見ましたけれども、非常に危険な状態でありました。そんなことがあ

ったので南宮神社さんの方では翌日に除去していただいたわけなんですけれども、今回の

措置はですね、やっぱり今台風とかいろんな問題があって樹木の安全管理が非常に問題に
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なっている中で、こういった危険な枝を除去して、残った貴重な樹木の幹を後世にきちんと

保存していくというような観点から、必要な措置だというふうに判断をいたしまして、事後

ではありますけれども 2 分の 1 の補助をしたいという内容のものになります。それからも

う 1件ですが、その下のところです。1082埋蔵文化財保護費ということです。内容につき

ましては共済費が 3,000円、報償費が 72万 5,000円、消耗品が 5万円、それから使用料及

び賃借料が 21 万 4,000 円の合わせて 99 万 2,000 円の補正予算を計上いたしました。こち

らにつきましては遺跡の調査に要するものなんですけれども、例年、来年この時期に来年ど

んな事業があるかということを照会いたしまして、そこが遺跡にかかった場合は調査が必

要であるということで、当初予算に計上していくわけなんですけれども、こちらの事業につ

きましては 4 月以降に新たに建設課の方から当初予算編成時になかった計画が提示されま

したので、内容につきましては町道 469 号ということで、上古田の赤そばの奥の駐車場の

ところから西県道まで下りてくる帰りの道路ですね。一方通行で赤そばの基幹おりてくる

出口の道路なんですが、そちらの拡幅工事を行いたいということで、そこが円物追跡という

遺跡の真ん中にあるものですので、これは必ず当たるということで発掘調査を行う必要が

ありまして、それに要する経費が当初の予定ではそれがなかったものですので、急遽計上し

たものであります。一応 7 月の下旬から既に既存の部分を使って調査を始めておりますけ

れども、長さが大体 300ｍくらいの範囲になります。東西 300mの長さにわたって幅約 2m

の拡幅をするんですが、全部を調査したら恐らくまだまだ全然終わらない感じなんですが、

現場見ていただくとわかるんですが、平場が確保できないというか、崖になっていてまとも

な調査ができない箇所がかなりありますので、そういったところを除いた約 3 分の 1 を調

査をしまして、残りは立会調査で対応したいということで、既に調査を始めております。ま

だ調査終わっておりませんで、10 月の上旬ぐらいまでちょっとかかっちゃうのかなという

ふうに考えておりますけれども、そちらに要する経費ということで 99万 2,000円を補正予

算に計上させていただいたということになります。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。ただいまから質疑を行

います。質疑のある方はお願いいたします。寺平委員 

○１３番 寺平委員 すみません、1 点確認、38 ページのその今説明がありました博物館

の補正、遺跡発掘の補正の件なんですけども、これ議決前にもう調査を始めちゃったってい

うことになります、これは。というのが 1 点とそうなった場合作業員の労災の保険料の扱

いがどうなってるとかっていうのがちょっと心配なんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴文化財係長 ご指摘の件なんですけれども、この埋蔵文化財費については前年計算し

て次年度 1 年間に急遽調査があるであろうことを想定して、ある程度の賃金とか、保険が

かけてあります。それで実は別の遺跡が想定されていましたので、そちらまだ始まっていな

いんですけれども、別の遺跡の分の予算がありましたので、そこを使って工事を調査を着手

させていただきました。それはちょっと担当課との話の中で、やっぱり調査終わったらすぐ
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工事したいというような意見もありましたので、今年は赤そば祭りやらないので、そこら辺

を使って工事したいということがありましたので、担当課と話をして先に先行して調査を

する必要がありましたので、調査はさせていただいておりますけれども、当面の予算という

かは別の分で計上した分を使って、そっちの分を見越して補正に計上しているということ

です。それから保険につきましてもそういうわけで予算計上してありましたので、それを使

って万が一の労災保険に加入をしております。 

○１３番 寺平委員 要は現状でちゃんと保険が掛かった状態でなってると、対応してあ

ると、わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○小池文化スポーツ課長 すみません、補足説明をさせていただきます。先ほどご指摘のと

おり議会の方への報告事後というような形になってしまったんですが、いずれにしまして

も既決予算を南宮神社の社叢につきましても、それからこちらの発掘につきましても持っ

ておりまして、それで危険な状況でしたり、どうしても行わなければいけないような枝切り

でしたり、そういった工程の中で行わせていただき、不足分をここでお認めいただきたいと

いう補正を上げているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に質問ありませんか。質疑。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 質疑がなければこれで質疑を終了いたします。討

論に入ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ありません。討論なしと認めます。それでは採決い

たします。議案第 9号 令和 2年度箕輪町一般会計補正予算(第 8号)文化スポーツ課にかか

わる部分について原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め、可決すべきものと決定いた

しました。その旨本会議で報告させていただきます。 

【文化スポーツ課 終了】 

③住民環境課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは次に住民環境課にかかわる議案について

審査を行います。まず最初に議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定に

ついてを議題といたします。細部説明をお願いいたします。課長 

○川合住民環境課長 それでは令和元年度の住民環境課にかかわる決算内容につきまして、

それぞれ担当係長から説明させますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○唐澤生活環境係長 それでは、歳出から説明をします。主要な施策成果報告書は 7 ペー

ジ右側上段 215財産管理費、令和元年度一般会計及び特別会計決算書は 29ページをご覧く
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ださい。科目名財産管理費になります。支出済額 2,712万 6,351円のうち、831万 9,238円

が住民環境課分です。JR木ノ下、沢、伊那松島駅の駐輪場の土地借上げ料 17万 8,800円、

JR木ノ下駅駐車場 2区画の土地借り上げ料 5万 2,800円、木ノ下駅公衆トイレ建設に係る

761万 6,176円です。また、翌年度繰越額 1,463万 9,000円ですが、こちらについては木ノ

下駅公衆トイレ建設に係るものです。続いて、主要な施策は 9 ページの左側上段 219 公共

交通事業費、決算書では 31ページ中段となります。支出済額 3,328万 8,963円にて主要な

支出は歳出は町内循環バス運行管理業務委託として 1,843 万 7,000 円、延べ利用人数は 2

万 8,922 人です。昨年より 1,160 人の増加となりました。伊那地域定住自立圏運行負担金

1,072万 4,550円、伊那本線のバス運行になります。延べ利用者は 2万 2,549人、前年より

も 2,230人の増加となりました。伊那定住自立圏伊那本線支援券の印刷として 4万 150円、

申請者は 135人であります。続いて、主要な成果は同じく 9ページ、決算書は 32ページに

なります。10目 住民諸費です。支出済額 2,085万 8,183円のうち、住民環境課分は 56万

4,834円です。主な歳出は食品ロス啓発物品の購入 43万 5,774円です。 

○有賀住民担当係長 続きまして、主要な成果 9 ページ右中段、2 の 3 の 1 戸籍住民基本

台帳費、決算書は 34ページをご確認ください。決算書 3項 戸籍住民基本台帳費です。支

出済額は 3,408万 1,778円です。主な歳出はコンビニ交付委託手数料 38万 897円、発行件

数は住民票戸籍の附票 1,440件、印鑑証明書 1,794件、戸籍証明書 49件です。証明書 1通

当たりの単価は令和元年 9月までは 115円でしたが、消費税率の変更に伴い 10月 1日から

は 117円です。その他として、コンビニ交付運営負担金 67万 8,400円、通知カード・個人

番号カード関連事務の委託にかかわる負担金 339 万 7,000 円、人権擁護委員会補助金 8 万

円です。 

○唐澤生活環境係長 続きまして、4 款 衛生費です。主要な成果 17 ページ、右中段から

18ページにかけて、決算書では 47ページをご確認ください。4目 環境衛生費です。支出

済額 4,180万 4,696円のうち、4,061万 8,696円が住民環境課にかかわる歳出です。主な歳

出は 0430 環境衛生費として 3,425 万 5,557 円、衛生事務嘱託員への報酬 213 人分として

309 万 8,710 円、その他職員人件費などです。0431 公害対策事業費として 20 万 9,780 円

です。旧八乙女不燃物処理場水質検査業務委託が 20 万 8,780 円となります。0430 自然保

護事業費として 221 万 450 円、廃棄物不法投棄監視員報酬 6 人分 37 万 4,400 円、河川等

水質検査業務委託が 29万 2,050円、水源かん養保全対策交付金として延べ 101人に対する

152万 6,000円です。0435自然エネルギー導入促進事業費 394万 2,909円、廃食用油の回

収 BDF精製業務委託として 154万 4,202円、剪定枝等粉砕作業委託として 87万 9,996円

などとなります。続きまして、主要な成果は 18 ページ左側中段、決算書では 48 ページ下

段になります。8 目 墓園費、支出済額 45 万 864 円です。主な歳出は 0541 公園墓地事業

費として公園墓地内の剪定または草刈り業務委託 39万 9,600円です。続きまして、決算書

では 49 ページ、2 項 清掃費、1 目 清掃費です。支出額は 1 億 7,361 万 4,516 円です。

主な歳出は 0460ごみ・し尿処理事業費としてごみ・資源物収集業務委託 6,937万 8,500円、
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古紙・衣類収集業務委託 362万 3,827円、生ごみ処理モデル事業処理業務委託 784万 3,704

円、蛍光管等収集処理業務委託として 134 万 7,573 円です。伊那中央行政組合負担金し尿

処理として 2,544 万 1,000 円、上伊那広域連合負担金として 5,129 万 2,000 円、ごみ収集

ステーション整備事業補助金 18 件に対し 119 万 7,000 円、生ごみ処理機械設置補助金が

13基で 33万 1,500円です。0461 生活排水汚泥処理運営費として汚泥処理施設維持管理、

余剰汚泥処理業務委託が 691万 800円、生活排水汚泥汲取手数料補助金として 528件に対

し 26万 4,000円です。続きまして、主要な成果の 42ページをご確認ください。決算関係、

参考資料となります。令和 2 年度の上伊那広域連合負担金です。住民環境課分は一般会計

欄の 3 番目にある衛生費が該当します。ごみ処理広域化一般事務費、焼却施設解体及び管

理費、クリーンセンター八乙女整備事業費、上伊那クリーンセンター費、最終処分場費と新

ごみ中間処理施設に係る公債費にて 5,129万 2,000円の負担金を支出しました。平成 30年

度より 1 億 2,084 万 1,000 円の減です。主な要因は新ごみ処理施設上伊那クリーンセンタ

ーが完成し、建設事業費が減少したことによるものです。次の 43ページをご確認ください。

平和元年度の伊那中央行政組合負担金明細表です。衛生センター負担金のうち、一部が住民

環境課にかかわるものです。し尿処理場費、最終処分費、それぞれの運営費負担金として、

合計 3,225 万 7,000 円、そのうち 2,544 万 1,000 円が一般会計として、住民環境課対応の

負担金です。企業会計からの負担金として 681 万 6,000 円があげられておりますが、これ

は下水道会計として水道課対応分となります。歳出は以上となります。続いて歳入よろしい

でしょうか。すみません、続きまして、歳入関係について説明をします。決算書では 12ペ

ージをご確認ください。使用料、2目 総務使用料、2節 町内巡回バス使用料です。収入

済額 86万 9,978円です。 

○有賀住民担当係長 13 ページから 14 ページにかかりますが、手数料、2 目 総務手数

料、3節 戸籍住民基本台帳手数料です。戸籍関係、住民票等の交付手数料にて 961万 7,650

円の収入済額です。 

○唐澤生活環境係長 続きまして、4 目 衛生手数料です。1 節の保健衛生手数料 89 万

1,650 円です。犬の登録が 81 頭、狂犬病予防接種 1,187 頭の手数料となります。続きまし

て 2 節 清掃手数料です。41 万 9,000円の収入です。一般廃棄物処理業に係る許可手数料

として新規が 1件、更新が 35件、変更 1件の計 39件分、38万 9,000円と浄化槽清掃業に

かかる許可手数料として更新 3件分の 3万円の内訳となります。 

○有賀住民担当係長 決算書の 15ページをお願いします。16款国庫支出金、2項 国庫補

助金、2目 総務費国庫補助金、2節 総務費補助金です。収入済額 3,223万 45円のうち、

509 万円が住民環境課分です。個人番号カード交付事業に係る補助金収入です。続いて 16

ページをお願いします。中段にあります 3項 委託金、2目 総務費委託金、2節 戸籍住

民基本台帳費委託金 35万 5,000円の収入です。中長期在留者の届け出事務の委託金になり

ます。その下の段 3目 民生費委託金、1節 社会福祉費委託金です。収入済額 428万 3,608

円のうち、407 万 7,679 円が住民環境課分です。国民年金事務に係る委託金収入となりま
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す。 

○唐澤生活環境係長 17ページをご確認ください。17款 県支出金、中段の 2項 県補助

金、2 目 総務費県補助金です。305 万 8,000 円の収入のうち、24 万 9,000 円が住民環境

課分です。消費者行政活性化事業補助金収入となります。 

○有賀住民担当係長 おめくりいただきまして 18 ページ下段をご確認ください。3 項 委

託金、2 目 総務費委託金、3節 戸籍住民基本台帳費委託金です。2 万 8,926 円の収入済

額です。人口動態調査に係る委託金収入です。 

○唐澤生活環境係長 続きまして、24ページをご確認ください。雑入関係です。19節のご

み処理費用有料化手数料として 2,162 万 2,638 円の収入です。その 1 行下になりますが、

20節の雑入です。収入済額 8,960万 1,555円のうち、189万 7,425円が住民環境課分です。

内訳としては巡回バス広告料、BDF 販売、生ごみ堆肥販売、伊那松島駅乗車券販売手数料

です。歳入は以上です。続いて、財産に関する調書もよろしいでしょうか。すみません、続

きまして、財産に関する調書、土地の異動関係です。決算書 80 ページをご確認ください。

中ほどにあります保育園他の施設です。決算年度中増減高 1 万 2,216㎡のうち、21 ㎡が住

民環境課に係るものです。公衆用道路を用途廃止して木ノ下駅公衆トイレ用地として移管

したものです。説明は以上となります。失礼しました、決算書 20ページ、説明をすみませ

ん、し忘れてしまいました。中ほどになりますが一般寄附金、節 01の一般寄附金でありま

す。10 万 1,000 円のうち 10 万円が伊那バス様より寄附をいただいております。すみませ

ん、報告もれました。以上になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○川合住民環境課長 以上で住民環境課に係る説明を終わります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。質疑、ご意見がありまし

たら出してください。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 さっき話が出ました伊那バスの寄附金というのはどういう趣旨で、ど

ういうことですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○唐澤生活環境係長 伊那バスさんが創業 100 周年を迎えたということで、関係している

市町村に対して、それぞれ額は違うんですけれども、箕輪町に対しては 10万円ということ

で寄附をいただいたものであります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。なければちょっと私の方から

あれですけれども、清掃費の関係のごみ・ごみし尿処理事業費の中ですけれども、ごみの処

理、処理というか収集ですけれども、ここにいろいろの種類がありますけれども、量という

か、そういう部分はどんなふうに推移しているのかというのをそこの種類ごとにわかりま

したらお願いしたいと思いますけど。係長 

○唐澤生活環境係長 ごみの推移ということで平成 30 年と 31 年を比較したものですみま

せん、説明させていただきます。燃やせるごみ、可燃ごみについては平成 30年 2,456㎏に
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対し、平成 31年、令和元年が 2,837㎏ということで一応前年対比として 116％の増ですよ。

不燃ごみが 30年度 429㎏失礼しました、単位 tでした、申し訳ございません。可燃ごみか

らすみません、させていただきます。単位が tでございました。可燃ごみが 30年度 2,456t

に対し 31年 2,837tで 116％、不燃ごみ、燃やせないごみの関係が 30年度 429t、令和元年

238t、で前年対比が 55％、資源プラスチック 30 年度が 279t、31 年が 226t で前年対比

81％、古紙・衣類ですが 30 年度が 422t に対し、令和元年 323t、77％でございます。缶、

瓶、ペットボトルについては 30年度が 107t、令和元年が 104tということで 97％、生ごみ

が 30年度 178tに対し、令和元年が 139tで 78％というところでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 はい。この可燃ごみの増加というのと他との関係

っていうか、減ったのと増えたとの関係が何かあるっていうか、その理由はどんな状況なん

でしょうか。係長 

○唐澤生活環境係長 令和元年、平成 31 の 4 月からごみの分別が一部変更になりまして、

今まで燃やせないごみ、不燃ごみとして扱っていたゴム製品、廃プラスチックなどが燃やせ

るごみ、可燃ごみに変わりました。それによって不燃ごみの減少、それから可燃ごみの増加

という傾向にいっている部分だと思います。また、資源プラスチックの 30年までは洗って

出していただいていた部分も若干可燃ごみ、今度は燃やせるごみという扱いになりました

ので、週 2 回出すことができるということでなのか、ちょっとあれですが資源プラスチッ

クも可燃ごみの方に回ってしまっているんではないかということで増えているという解釈

をしております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 はい。他には皆さんありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 関連してなんですが、コロナの関係で在宅にいるっていうことが多く

なったことが見受けられるんですが、それで関係しているっていうこともありますかね、可

燃ごみ。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○唐澤生活環境係長 令和元年度の 4 月と 2 年度の 4 月を比較した場合、可燃ごみでいい

ますと令和元年度の時点が 235.05tに対し、令和 2年が 690.66t、前年比で 455.61tの増加

というような形で、不燃ごみについても令和元年度の 4月ですと 16.66tに対し、令和 2年

は 20.7tで 4.04tの増加というような形、それから 5月を見ますと可燃ごみでいうと 518.05t

の増加、不燃ごみですと 10.99tの増加というような一応増加傾向には見られています。5月

は連休とか一般的にもありましたし、ごみを整理する機会、2月、3月ぐらいからは在宅勤

務が続いたりしていまして、当然その家庭で生活する時間が増えたということで、ごみの増

加についてはもう昨年と同月比とかで見ていっても増加傾向にはありますし、先ほども言

うように 5 月に関しては不燃ごみ、粗大ごみ系なんかについても家庭で片づけをするよう

な機会、時間が増えたというようなことで、可燃ごみに限らず不燃も増加に転じたのではな

いかなというふうに思っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。他に。中村委員 
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○１２番 中村委員 主要な施策の方の 9 ページの戸籍住民基本台帳費のところの 2 番と

3番の交付、コンビニ交付運営負担金と、あと通知カード・個人番号カード関連事務に係る

負担金っていうのはどのような理由でどこに払っているのか、ちょっと教えてもらいたい

んですが。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○有賀住民担当係長 コンビニ交付運営負担金、通知カード・個人番号関連事務費の委託に

係る負担金とも地方公共団体情報機構システムというところに支払いをしているものです。

コンビニ交付運営負担金の方は市町村が 67万 8,400円、町の負担分がもうこの金額という

ふうに決められてきているものです。通知カード・個人番号関連事務の委任にかかわる負担

金というのは国の予算によって市町村の人口割、人口などによって金額が決められてくる

んですけども、マイナンバーカードの交付の委託をしてますので、その負担金ということで

支払っているものになります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。他にありませんか。一つ、いいですか。

今のマイナンバーカードの関係なんですけれど、このマイナポイントというか、そういう制

度が発表されてから発行の状況っていうのはどんな状況なんでしょうか。係長 

○有賀住民担当係長 マイナポイントが影響しているかどうかはわからないんですけれど

も、交付枚数は増えておりまして、3月ぐらいから 100枚を超える件数を交付しているんで

すけども、3月 31日現在で 2,768件の交付だったものが、8月 31日現在で 3,828件の交付

となっております。現在月に 200枚以上交付をしております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 わかりました。はい。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論に入

ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。令

和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についての住民環境課にかかわる部分について、

原案のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め、原案どおり認定することにいた

します。その旨本会議で報告をいたします。 

【住民環境課 終了】 

④福祉課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは引き続きまして福祉課にかかわる議案の

審査を行います。まず議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定について

の福祉課にかかわる分の審査を行います。細部説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは、議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定に
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つきまして、福祉課に関するものにつきまして、担当の係長の方からご説明をさせていただ

きますのでお願いいたします。資料を用意させていただいております。福祉課の議会委員会

資料の方も合わせてご覧いただきたいと思いますので、お願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 お願いいたします。主要な施策の成果の方のすみません、10 ページを

ご覧ください。本日お配りした資料の方の 1 ページが福祉課に係るものの歳入の一覧にな

っております。A3の紙になりますけれども 2ページから 4ページが事務事業ごとの支出と

財源の内訳になっておりますので、合わせてご確認をお願いいたします。それでは主要な施

策の成果の方の 10 ページをお願いいたします。3 款の民生費でございます。事務事業ごと

に申し上げます。まず 0301の社会福祉総務費になりますけれども、こちらは福祉の一般に

かかる職員の人件費、または事務費等になります。主なものとしましては児童養護施設たか

ずやの里の整備事業の負担金、こちらは令和 5 年度まで負担金の支払いがございます。続

きまして福祉医療の手数料になります。国保連合会の方に支払いをしております。あとは福

祉医療の貸付金、福祉基金の積立金等が主なものになっております。財源の内訳は国庫委託

金、県補助金、寄附金等になりますので、よろしくお願いいたします。続きまして 0302福

祉センターの管理費になります。こちらはシルバー人材センターの方へ指定管理で福祉セ

ンターの管理をお願いしております。管理の委託料としますとご覧のとおりですけれども、

この他に修繕料、また 2 階の使用してない部屋の廃棄の手数料等がございます。合計の金

額が管理費の 416 万 3,390 円となっております。福祉センターの利用状況につきましては

ご覧のとおりでございます。続きまして 0304町社会福祉協議会補助金になります。こちら

は町の社会福祉協議会への運営費補助金と、あとは各事業の心配事相談等の委託料になっ

ております。続きまして 0306医療費給付事業費でございます。こちらは福祉医療に関する

事業の費用になっておりますけれども、乳幼児医療費の給付金、こちらの県の対象につきま

しては就学前の入院と通院、小学校から中学生までは入院のみになっておりますけれども、

町の方は 18 歳の高校卒業まで対象者が入院通院ともすべて該当になりまして、対象者が

4,186 人でございます。障がい児の医療費給付金につきましては一定の 3 級以上ですかね、

一部 4級もございますけれども、手帳をお持ちの方、身体障害者の手帳お持ちの方、また精

神保健福祉手帳、療育手帳等の障がいをお持ちの方につきまして該当になってきておりま

す。対象者は 729 人でございます。続きまして 3 番のひとり親家庭の医療費給付金になり

ますが、こちらは母子家庭、父子家庭が対象になっておりましてそれぞれ 404人、41人対

象になってきております。県の補助対象より町の方が拡大されて対象なってきております

けれども、県の補助につきましては県対象分の 2 分の 1 が県補助ということになっており

ます。 

○唐澤障がい者福祉係長 312 町単独社会福祉事業費について説明をさせていただきます。

下記のとおりとなっております。2番目の身体障がい者住宅家賃補助金ですが、身体障がい

者 1 から 3 級の方の住民税非課税世帯の方に家賃の 3 分の 1 を補助しております。それか
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ら、4番目の難病患者福祉金ですが、難病患者の方に 2万 5,000円ずつということで補助を

行っています。8番目、上から 8番目ですけれども、就労支援等通所受益者負担軽減補助金

というものですが、就労支援施設の通所される方の自己負担金、通所者が負担している自己

負担金について、一部の方を補助している事業です。10 番目ですけれども障がい者虐待措

置ということで、現在 1人の方を分離措置ということで行っております。続いて、317心身

障がい児者支援事業費ということで、タイムケア事業ということでございまして、こちらは

障がい児者の方について家族の方が(聴取不能)の方が面倒見れないときに介護を行うとい

う事業でございます。こちらの方、県の補助金を活用しておりまして県の補助率 2分の 1と

いうことになっております。 

○林社会福祉係長 続きまして 312老人福祉費について説明をいたします。まず 0320の町

単独の老人福祉事業費になりますが、こちらは長寿者訪問事業、88 歳の方、100 歳の方、

101 歳以上の方ということで、昨年は 135 人の方にお祝い金等の訪問をご希望された方は

町長が訪問しまして、それ以外の方は民生委員さんを通じてお祝い金をお配りしておりま

す。88歳の方が 127人、100歳の方が 4人、101歳以上の方が 4人で、合計 135人でござ

いました。続きまして 2 番の上伊那福祉協会の老人福祉施設の建設借入償還負担金になり

ます。こちら、対象施設につきましてはみすず夢ゆりの里、かたくりの里、コンソール大芝

の 3施設でございます。3番のシルバー人材センターの事業運営補助金につきましては、伊

那の方のシルバー人材センターの方へ支払いをしているものでございます。0321 につきま

しては健康推進課の事業になりますので、お願いをいたします。続きまして 0322の老人ク

ラブ活動助成事業費になります。こちらは長寿クラブで活動をされている方、また団体の方

へ補助も出しているものでございます。連合会の加盟クラブが 15団体、単独クラブが 5団

体になっております。財源の方は県の補助が一部ありまして 64万 5,000円が県補助となっ

ております。 

○小林高齢者福祉担当係長 0323 高齢者等生活支援事業費でございます。実施状況は下記

のとおりでございますが、緊急通報システムが 11人、ベッド・エアまっと貸与事業が 2人、

生活管理指導短期宿泊事業が 6人、地域ふれあいサロン支援事業補助金が 20サロン、上伊

那成年後見センター運営委託料として高齢者分を計上してあります。高齢者虐待保護措置

費はお 2 人分ということでした。財源内訳ですが利用者負担金としてベッドのレンタル料

と短期宿泊の自己負担分が入ってございます。 

○林社会福祉係長 12ページになります。0325の家族介護等の支援事業費になります。こ

ちらはやすらぎチケットの交付 376 人、額面というかチケットが 1 冊 1 万円のつづりにな

っておりますけれども、376人に交付をしまして使用された金額の方がご覧のとおりでござ

います。続きまして 2番の方は重度介護者の高齢者介護手当ということで、在宅で介護、要

介護 2以上の方で、基本 3以上ですけれども一部要介護の 2以上の方になりますが、金額、

手当ということで振り込みをさせていただいております。 

○小林高齢者福祉担当係長 0329 高齢者生活支援ハウス運営費でございます。昨年度は 7
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人の方が入所されておりまして、入所者の使用料として所得に応じて 0 円から 5 万円まで

ございますけれども、81万 6,000円の使用料をいただいておりました。 

○林社会福祉係長 続きまして 0332の老人福祉施設入所措置事業費でございます。こちら

は 1 年間で 5 人の方が措置ということで、施設入所されておりますけれども、既に退所さ

れていたり、お亡くなりになった方等いらっしゃいまして、3月末現在は 3名の方が措置と

いうことで施設の方へ入所をされております。続きまして 0333介護保険事業費の運営費と

いうことで、こちらは介護保険の特別会計の方への繰出金になっております。 

○唐澤障がい者福祉係長 続いて、自立支援事業費について説明をさせていただきます。

351ですけれども、こちら障害福祉サービスの利用をするための障がい程度区分認定等の事

務費ということになっております。医師の意見書については市町村が負担するということ

になっております。また、判定会議の方を広域の方に委託をしておりまして、こちらの方の

負担金ということです。353介護給付費ということですが、こちらの障害福祉サービス全般

の費用ということになっております。4億 6,000万を超えているということになっておりま

す。利用人数としては実利用人数で 438 人ということです。補助ですけれども国が 2 分の

1、県が 4分の 1、町が 4分の 1というような、ほぼそのような形になっております。続い

て 355 ですけれども、自立支援医療等事業費ということで、これ障がい者に関する医療費

の一部を負担しているものです。更生医療、育成医療、療養介護ということでございます。

こちらの方も、ほぼ国 2 分の 1、県 4 分の 1、町 4 分の 1 ということです。続いて 356 補

装具交付等事業費ということですが、こちらについては車いすですとか、杖といった、その

ような形の補助ということになっております。こちらは厳密には違いますが、約国が 2 分

の 1、県 4分の 1、町 4分の 1というような形でなっております。続いて 357地域生活支援

事業費ということです。こちらは下の方にありますが、手話通訳の関係の謝礼ですとか、上

伊那圏域で障がい者支援センター「きらりあ」というのをやっておりますけれども、こちら

の方の市町村の負担金、それから後見のセンターの関係、それから日常生活用具、オムツ、

ストマの関係、それから医療支援、あと訪問入浴サービスといった、そのなものがこちらの

対象事業となっております。こちらは国、県の補助が約 2分の 1、町の負担分が 2分の 1と

いうような割合になっております。359 ですけれども地域活動支援センター費ということ

で、障がい者の方、そうでなくても活躍できる場ということで、こういった「みのわ～れ」

「みのあ～る」というのを行っております。「みのわ～れ」は年間延べ利用実績 9,305 人、

うち障がい者就労が 515 人ということになっておりました。それから「みのあ～る」です

けれども、年間延べ利用実績が 374 人ということで、うち障がい者が 298 人ということに

なっておりまして、その前の年ですけれども、障がい者の利用人数が 151 人だったという

ことですので、だいぶ倍増という形になっているということでございます。 

○林社会福祉係長 続きまして 15 ページをお願いいたします。15 ページの右側 1 番下に

なります。0409 献血管理費になります。こちらは上伊那の献血推進協議会への負担金とな

っております。続きまして、本日お配りした資料の申し訳ありません。5ページをご覧くだ
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さい。A4を横に見ていただく資料になりますけれども、こちらが一般会計の方の諸収入等

の明細になっておりまして、そのうちの福祉課の関係する部分は太枠で囲ってある部分が

福祉課の関連の部分になりますので、ご確認をお願いをいたします。5ページから 7ページ

までの太枠の部分が福祉課の該当になります。一般会計の説明は以上になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 さっきの特定財源のとこ、歳出の説明の中でやっ

たっていうことだね。全部特定財源なんだね。今の諸収入以外は。 

○林社会福祉係長 すみません。2ページから 4ページの A3の表を見ていただくと、事務

事業ごとになっておりますが、上の支出合計に対しまして、下のところが歳入になっていて、

分担金ですとか、国庫県費等の内訳で、特定財源と一般財源で一応明記されてというか、分

かれて見ていただければよろしいかと思います。 

○北條福祉課長 申し訳ありません。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは細部説明が終わりましたので、質問、意見

がありましたら出していただければと思います。松本委員 

○８番 松本委員 12 ページの 0329 の高齢者の生活支援ハウスのとこなんですが、入所

者が 7人ということなんですが、0から 1 万 5,000 円のその(聴取不能)0円の人は何人くら

いいて、その上は何人くらい、内訳はわかりますでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林高齢者福祉担当係長 昨年度は 4名の方から家賃の方をいただいておりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 それともう一つ同じ質問なんですが、入院されてる方が実際にはこの

グレイスのとこに入ってないっていう方は前回(聴取不能)、それもえらい変わりないですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林高齢者福祉担当係長 現在も入院中で家賃お支払いいただいております。お 1人。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 11 ページのですね、左側の下の方で 10 番障がい者虐待措置 1 人とで

すね、左側の下から数行目の高齢者虐待保護措置もありますけれども、その装置というのは

一時期相手方から身元を離してどこかに救済して、そして元に戻るということですよね。そ

の状況、それぞれの教えていただきたいんです、現状と。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○唐澤障がい者福祉係長 障がい者虐待の 1 人についてはグループホームの方へ措置とい

うことになって、分離措置ということになっております。今後についてはまた考えていくと

いうことで、また戻るとか、独立していくとか、それについては今後考えていくということ

になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林高齢者福祉担当係長 お 2 人につきましては養護老人ホーム等に入所という形にな

っております。その後、個人契約として違う施設に移られる場合もございますが、在宅に戻
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るというのはなかなか困難なことが多いです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 その後っていうのが 1 番ね、心配されておりまして、ニュースでも言

ってるのでぜひよろしくというか、はい。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に。寺平委員 

○１３番 寺平委員 ただいまの質問に関連してなんですけども、高齢者虐待の措置 2 名

ということなんですけれども、ちょっと手持ちで、去年の決算忘れちゃったんですけど、去

年も大体これぐらいの人数だったような記憶があるんですけど、どういう、同じ人なのか、

それとも新しくまた別の人の扱い、要は何だろう、継続して虐待受けてるのかなかとかちょ

っと心配してしまうんですけれども、答えられる範囲で結構ですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 別の方だったりします。1回措置をしますと先ほど係長の方でご説明した

とおりの施設に入ってしまわれるということですので、お家に戻られるということが少な

いですので、また新たな方たちが措置するということが多いかと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 ということは毎年大体 2 人とか 3 人とかこれくらいの人数は大体ま

あ新規にどうしてもこういった事例が起こってきてしまうっていうようなことですよね、

要は。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 そうですね。議員さんのご質問にもありましたけれども、セルフネグレク

ト等の方もいらっしゃいますので、誰かに虐待を受けているというだけではなく、ご自分自

身がセルフネグレクトという方もいらっしゃいますので、そういう意味で毎年 1、2名くら

いはいるかと思われます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。令

和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についての福祉課にかかわる部分について、原

案どおり認定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認めます。それでは議案第 1 号 令和

元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についての福祉課にかかわる部分については原案

どおり認定することに決定いたします。その旨本会議で報告いたします。 

次に議案第 4 号 令和元年度箕輪町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてを議題
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といたします。細部説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは、議案第 4 号 令和元年度箕輪町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定につきまして、担当の係長の方からご説明をさせていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 主要な施策の成果ですと 37ページからになります。また、本日お配り

した資料の方は 8 ページからになります。最初に厚い決算書の方の介護の 6 ページ、保険

料の還付未済についてちょっとご説明をさせていただきたいと思いますので、厚い決算書

の方の介護 6 ページをお願いいたします。介護 6 ページの歳入の部分で保険料のところの

備考欄になりますけれども、還付未済額ということで記載をさせていただいております。こ

ちらは死亡や転出等によりまして、保険料の還付が発生している方が決算の時点で還付が

まだできていない方ということで、還付未済ということで金額が計上してあります。その後

の口座の届け出ですとか、手続等によりまして、事務処理は進めておりまして、現在はお 1

人の方のみの還付未済ということになっておりますので、事前にそちらについてご説明を

させていただきます。それでは主要な施策の成果の方へ戻っていただきまして、37 ページ

をお願いいたします。主要な施策の成果 37ページ、介護保険特別会計についてです。まず

初めに介護保険総務費になります。1環の総務費 3100ですけれども、こちらは介護保険特

別会計の人件費、事務費等になります。主なものとしますと上伊那広域連合の負担金になり

ます。続きまして、3102 の賦課徴収費になりますが、こちらは介護保険料の徴収に関する

経費でございます。3106 の認定調査等の認定調査等費になります。こちらは介護の認定調

査に係る経費になります。認定調査員の報酬、今現在認定調査員の方 4 名いらっしゃいま

して、4人分の報酬の経費になります。続きまして 3107認定審査会の共同設置負担金にな

ります。上伊那広域連合への負担金になります。続いて 3109 の趣旨普及費になりますが、

介護保険の啓発パンフレット等の印刷製本費になります。 

○小林高齢者福祉担当係長 3110 包括支援センター運営委員会費でございますが、こちら

は新型コロナウイルス感染症の関係で書面での意見聴取とさせていただいております。 

○林社会福祉係長 続きまして 2 款の保険給付費になります。まず被保険者等の状況にな

ります。年度末の被保険者数等になりますが、第 1号の被保険者数 65歳以上の方になりま

すがこちらが 7,341人、昨年からプラス 61人の増でございます。続いて第 2号の被保険者

数 40歳から 64歳までの方ですけれどもこちらは 8,209人、前年比 25人のプラスでござい

ます。要介護、要支援の認定者数につきましては要支援から介護度の 5、要介護の 5までそ

れぞれの人数でございまして、合計は 1,000 人になっております。昨年が 991 人でしたの

でプラス 9 人増ということでございます。また、居宅介護支援サービスの受給者数につき

ましては同じく要支援 1から要介護 5までで 713人、昨年比プラス 42人になります。施設

介護のサービス受給数、施設を利用する方ということですけれども、こちらが 212 人で昨

年よりはこちらは 9 人マイナスになっております。地域密着型と言って町内にある施設を
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主に利用していただいて、サービスを受けていただいている方につきましては、146人とい

うことで昨年より 5 人増えております。支出の状況をご説明いたします。37 ページになり

ます。3111の介護サービス等諸費になります。こちらは要介護 1から 5の方のサービスの

費用になります。続いて 3119介護予防サービス等諸費になります。こちらは要支援の方の

サービスの費用になります。3125 の審査支払手数料につきましては国保連合会への支払分

になります。3127 の高額介護サービス等費につきましては一定額の上限を超えた方につい

て、超えた分をご本人へお返しをするものでございます。3128 の高額介護医療の合算サー

ビス等費になりますが、こちらは医療保険で使った医療の分と介護保険で使った介護の分

を合算して年間の上限額を超えた部分について、介護分の部分をお返しする、該当の方へ給

付するものでございます。続いて 3150の特定入所者介護サービス等費になります。こちら

は施設に入所されている方で低所得者の方に居住費や食事等の減額の制度でございます。 

○小林高齢者福祉担当係長 続きまして地域支援事業費でございます。3151 介護予防生活

支援サービス事業費、参加人数等はご覧のとおりになってございます。3152 介護予防ケア

マネージメント事業費でございます。こちらは介護予防ケアマネージメント委託料とシス

テム使用料等でございます。3153 一般介護予防事業費でございます。高齢者のフレイル予

防ということで、さまざまな事業行ってございますが、大きなものとしましては膝と腰にや

さしい体操教室、外出支援券利用事業、まめくらゼミナール、いきいき百歳体操などでござ

います。3154 包括的支援事業費でございます。こちらは箕輪町地域包括支援センターの運

営ということで相談、訪問等行っております。3155 の任意事業費でございます。認知症見

守り支援事業委託料としまして載せてございます。それから安心配食見守りサービス、ふれ

あいの里さんに委託をいたしまして実施しております。3156 在宅医療・介護連携推進事業

費といたしまして、医療介護にかかわる関係者が顔の見える関係で支援ができるようにさ

まざまな講演会、研修会シンポジウム等を行いました。3157 生活支援体制整備事業費でご

ざいます。こちらは生活支援コーディネーターを 7 人配置いたしまして地域ケア会議、ま

た支え合い活動をするための協議体の設置、また協議体の会議などを行っています。3158

認知症総合支援事業費でございます。認知症の方が相談しやすいように広報をしましたり、

認知症に対する普及活動、啓発活動、また見守りのサービスについて活動をしております。

認知症カフェにつきましては現在 5団体に委託をいたしまして実施しております。3159審

査支払手数料でございます。こちらは総合事業の方の審査支払手数料といたしまして、国保

連の方に支出しているものでございます。 

○林社会福祉係長 続きまして 6款の基金積立金についてご説明いたします。3133介護給

付費準備基金積立金でございますが、令和元年度は 2,100万円ほど積み立てを行いました。

年度末の基金の残高につきましては 2 億 2,101 万 6,012 円になっております。続きまして

9 款、3138 第 1 号被保険者の保険料の還付金になります。こちらは過年度の保険料の還付

が所得等の変更等があって還付が生じた場合にこちらの 3138 の事務事業の方から支払い

をするものでございます。続きまして 3139 の国庫支出金等過年度分の返還金になります。
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補助金等、負担金等につきまして翌年度精算になっておりまして、国庫または県費、社会保

険の診療報酬支払基金の方へ返還をする平成 30 年度の返還分を 31 年度で支出をするもの

でございます。介護保険の方の収入の内訳としますと四角で囲ってあるとおりでございま

すが、保険料、国庫の関係、県の関係、支払基金、一般会計の繰入金、その他収入、繰越金

等で収入合計が 19億 6,136万円 8,334円でございます。介護保険料の不納欠損の内訳とし

ますと、職権の消除の方がお 1 人、死亡で相続人がいらっしゃらない方がお 1 人、外国等

への転出の方が 3名ということで合計 5名で 17万 4,550円を不納欠損しております。介護

保険特別会計の決算の説明については以上になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。質疑に入ります。質疑の

ある方はお願いいたします。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 今、最後のとこでご説明いただいた介護保険の収入内訳のところで、そ

の下のとこですね、不納欠損のとこですね、すみません。不納欠損のところで職権削除って

どういう意味ですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 住民票は箕輪町の方へ住民票があるんですけれども、居住実態がない

方等、居所不明というか、実際に住民票を残したまま他のところで生活されていて、もう追

跡ができないような方、そちら本来は住民票を移して転出をされるっていうのが本来なん

ですけれども、残したまま住んでいるところは別の方が住んでいたりとかっていうことで、

住民係の方で調査を行いまして、職権ということで住民票を落とす処理をしている方の分

になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に。寺平委員 

○１３番 寺平委員 関連して、そうなってくると住民票を落とすとその人は住民票もう

なくなるっていう、どういう扱いになるんですか。ちょっと決算とは関係なくなっちゃうか

もしれないんですけど。決算とは直接関係ないんで、またいつか教えていただければと。要

は住民票がなくなるということはその後の税金の問題とか、国政選挙への投票とか、ちょっ

とイメージが、そのまま行方不明になっちゃうってことなんですかね。っていうところなん

で、これはちょっと決算とは関係ないんでまた教えていただければと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 職権の削除というかにつきましては住民係の方で法律制度にのっとっ

てやっておるものですので、実際に何て言うんですかね、そこにいないことがあれば住民票

自体落としてしまうということになるかと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 だいぶ寺平委員の質問の中にもあった、結局これは最終的には町長の

職権で削除したということですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○北條福祉課長 そういうことになります。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。なければちょっといいですか

私の方から。今回の基金の積み立て金 2,180 万 1,000 円ですけど、これにはこの基金を積

むのに何か基準というのがあるんでしょうか。係長 

○林社会福祉係長 基準って言いますと一定額の残りとかそういう部分で、幾ら以上にな

ったらとか、そういったことですかね。特にないと思うんですけれども、介護給付費の方が

1月当たりの支出が大きいので、例えば繰越金がかなり今回ありますけれども、支払いが 4

月に入ってからの 3 月分とかっていうものが、出納整理期間中の支払いにどうしてもなっ

てしまいますので、ある程度の金額は残しておかなきゃいけないという部分もありますの

で、支出を見ながら基金の方へ積み立てをしているということでございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 (聴取不能) 係長 

○林社会福祉係長 決算後の還付につきましては歳出還付になりますので、令和 2 年度の

支出の方からお返しをしております。なので、収入は実際には入ってきてない滞納分があり

ますので、数字とすると還付未済の額がこのように出てるんですけれども、実際にはもうち

ょっと未納分との何て言うんですかね、差し引きでこの金額になっているというところで

ございます。 

○林社会福祉係長 失礼しました。入っております。 

（聴取不能） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についての福祉課にかかわる部分

について、原案どおり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め、可決すべきものと決定いた

しました。本会議でその旨報告をさせていただきます。 

 次に議案第 9号 令和 2年度箕輪町一般会計補正予算(第 8号)のうち、福祉課にかかわる

部分につきまして審査を行います。細部説明を求めます。課長 

○北條福祉課長 それでは、議案第 9号 令和 2年度箕輪町一般会計補正予算(第 8号)のう

ち、福祉課にかかわる部分につきまして担当の係長からご説明をさせていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○林社会福祉係長 補正予算書の一般 26ページ、歳出の方からご説明をさせていただきま

す。補正予算書一般 26ページ、3款 民生費でございます。0301の社会福祉総務費になり
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ます。こちらの需用費につきましては消耗品、修繕料とも公用車に関するものでございます。

定期点検の際に指摘があって修繕が必要というところの修繕費を計上させていただいてお

ります。続きまして委託料と使用料につきましては身元引受人が不明の方が今年度お 1 人

ありまして、お 1 人分の経費は計上してあったんですけれども、そちらについては既に支

出をさせていただいておりまして、もう 1 名分今後のそういう方がいた場合の経費を計上

させていただいております。続きまして工事請負費になります。こちらは新型コロナの感染

拡大防止ということで、ゆとり荘の方のトイレにつきまして、古いタイプのものでしたので、

新しい感染拡大防止のためのトイレに改修をさせていただくものの工事費になります。 

○唐澤障がい者福祉係長 引き続き、障がい福祉係長の方で説明をさせていただきます。

317心身障がい児者支援事業費でございますけれども、こちら扶助費の方が障がい者にやさ

しい住宅改修促進事業補助金ということで 63万円ということになります。こちらは障がい

者向けの住宅改修の希望が今年度出てきましたので、こちらの方補正の方行いたいという

ことでございます。 

○林社会福祉係長 続きまして 27 ページをお願いいたします。0333 の介護保険事業運営

費になります。こちらは介護保険の特別会計の繰出金になりますけれども、介護保険特別会

計への特会の方の説明の中でお話をさせていただきたいと思います。続きまして 0340地域

介護・福祉空間の整備等事業費でございます。こちらは認知症高齢者でグループホーム等の

防災改修等支援事業交付金ということで、国の補助になりますけれども、今年度老朽化によ

る大規模改修のメニューの中でふれあいの里の認知症のグループホームが、浴槽ですとか、

台所等の改修ということで要望がありましたので、国の方へ協議をあげて国庫補助という

ことで申請をしてあります。その分でございます。 

○唐澤障がい者福祉係長 355自立支援医療等事業費という部分です。こちら 22の償還金

のところでございますけれども、過年度障害者医療費国庫負担金返還金 35万 1,000円とい

うことで、こちら前年度の障害者医療費の方の精算を行ったところ、国の方への返還金が生

じましたので、こちらを補正をさせていただきます。続きまして、357地域生活支援事業費

ということですけれども、こちら 19の扶助費ということで、こちら日常生活用具補助金増

ということで 18万円ですが、こちら先ほど説明させていただきました障がい者の住宅改修

事業において、この地域生活支援事業を使っての補助分というのがありますので、こちらの

方を補正させていただきたいと思います。その下の 22償還金、過年度地域生活支援事業国

庫補助金返還金ということですけれども、こちら 6 万 4,000 円ですが、昨年度の地域生活

支援事業の精算をしたところ、国へ返還する補助金が出て参りましたので、こちらの方を補

正をさせていただきます。 

○林社会福祉係長 続きまして、歳入の方のご説明をさせていただきますので、補正予算書

の一般の 13ページをお願いいたします。13ページの 15款 国庫支出金になります。款が

02、目が 03 の下の段になりますが、民生費国庫補助金、こちらの 01 社会福祉費補助金に

なります。先ほどふれあいの里の大規模改修ということで、グループホームの改修の工事の
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支出を計上させていただいておりますが、同額を国の方から補助がありますので、そちらの

金額を計上しております。 

○唐澤障がい者福祉係長 資料おめくりいただきまして 14 ページをご覧ください。1 番上

の方にあります自立支援事業費補助金 9 万円ということになっております。こちらは先ほ

どお話しさせていただきました住宅改修、障がい者向けの住宅改修の事業費の補助金とい

うことで、9万円ということで見込んでいるものでございます。続きましておめくりいただ

きまして 15 ページの方をお願いをいたします。15 ページの上の 2 番目になります。地域

福祉総合助成金と民生費県補助金の地域福祉総合助成金 31万 5,000円という部分でござい

ます。こちらの方は先ほどご説明をさせていただいた障がい者の住宅改修の事業の県から

の補助金ということで、31 万 5,000 円見込んでおります。その下の自立支援事業費への補

助金ということでございます。こちら 4 万 5,000 円ということですけれども、こちらも地

域生活支援事業とという事業から先ほどの住宅改修の事業の県からの補助金ということで、

4万 5,000円見込んでおります。続いて 20ページをお願いしたいと思います。下半分の 02

過年度収入とある部分でございます。右の方へいきまして 01国県支出金過年度収入という

ことになっておりますけれども、こちら過年度障害児通所費国庫負担金の清算金、過年度障

がい者児支援給付費等国庫清算金ということで、こちらはこちらの国からの負担金につい

て清算をした結果、収入になって、こちらの町の方へ返還になった部分ということで、合わ

せて 324 万 3,000 円ということで見込んでおります。支出に関しましては以上でございま

す。説明は以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑、ご意

見ありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 26 ページの先ほどから幾つかあるんですが、障がい者のやさしい住宅

の改修事業、促進事業の補助金なんですが、これに 1件に付き幾ら、こういう内訳があるわ

けですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○唐澤障がい者福祉係長 1件につきですね、こちらに載せてある金額の上限までというこ

とでなっております。 

○８番 松本委員 (聴取不能) 

○唐澤障がい者福祉係長 63 万と、が 1 件です。1 人当たりということになっておりまし

て、条件が例えば身体障がい者の 1 から 3 級、4 級以下については支援する人がいないと

か、そういったような条件あるんですけれども、一生涯のうちこの金額までってことになっ

ていまして、前に例えば 20万とか受けたら残りの金額を給付までしか給付できないといっ

たようなふうな形になっております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 そうすると総額はどうなるんですか。1件 63万。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 
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○唐澤障がい者福祉係長 総額もこの 63万ということでなります。総額というのは補助が

できる金額がこの金額ということです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 そうすると、3件いればその 3倍になる、の金額になるんですか。そう

いう考え方で。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○唐澤障がい者福祉係長 そういうことです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 9 号 令和 2 年度箕輪町一般会計補正予算(第 8 号)の福祉課にかかわる部分について、

原案どおり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め、可決すべきものと決定いた

しました。本会議でその旨報告をさせていただきます。 

それでは次に議案第 12号 令和 2年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第 2 号)につい

て審査を行います。説明をお願いいたします。課長 

○北條福祉課長 それでは、議案第 12号 令和 2年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第

2 号)についてでございます。こちらは歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,969 万

6,000 円を追加いたしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ 22 億 3,855 万 6,000 円とするも

のでございます細部につきまして担当の係長の方からご説明をさせていただきますので、

お願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林高齢者福祉担当係長 お願いします。介護保険特別会計の 12ページをお開きいただ

きたいと思います。下の部分になりますけれども、地域支援事業費 03項 包括的支援事業、

任意事業のところで 01 包括的支援事業、07 報償費、01 の報償金ということで、地域交通

検討会、地域ケア会議の謝礼ということで、こちらは一般会計からの組替になってございま

す。それに伴ってそれぞれのところで財源組替をさせていただいております。 

○林社会福祉係長 介護の 14 ページをお願いいたします。介護 14 ページ、6 款の基金積

立金でございます。事務事業 3133の介護保険給付準備基金積立金でございます。こちらは

前年度の繰越金につきまして、給付費等の清算を行った後、余剰分となった分を基金に積み

立てる予定でございます。続きまして介護 15 ページ、9 款の諸支出金でございます。事務

事業 3138の第 1号被保険者保険料還付金でございます。前年度の保険料額が変更になりま
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して、多く納め過ぎとなった分の還付分を増額させていただくものでございます。3139 の

償還金でございます。こちらは過年度分の国庫県費の償還になりますが、介護の給付費、ま

た事業に係る分の前年度精算分になります。国庫と県費それぞれの金額で計上をさせてい

ただいております。続いて介護の 16ページをお願いいたします。10款の予備費でございま

す。こちらは緊急の支出に備えまして予備費を増額させていただくものでございます。歳入

の方へ説明をさせていただきますので、介護 6 ページをお願いいたします。介護の 6 ペー

ジ歳入、01 の保険料でございます。こちらは第 1 号被保険者の保険料の滞納繰越分、普通

徴収分の保険料ということで、決算後の滞納繰越分につきまして収納率の見込みを踏まえ

て増額をさせていただくものでございます。続きまして介護 7ページ、4款 国庫支出金に

なります。01の目 02低所得者保険料軽減負担金でございますが、こちらは昨年の低所得者

の保険料軽減負担金に対しまして、国庫金の方が翌年度で清算になりますので、追加で給付

をされる分を計上させていただいております。 

○小林高齢者福祉担当係長 続きまして 02 項 国庫補助金の方でございます。02 地域支

援事業交付金、03 地域支援事業交付金でございますが、先ほどご説明した地域交通検討会

の謝礼というところで、一般財源からの組替でこちら 02 の方では現年度分 30 万 1,000 円

の増、03の方では 19万円の増となってございます。おめくりいただきまして、8ページを

お願いいたします。01項 支払基金交付金でございます。こちらの方はすみません。(聴取

不能)02 地域支援事業交付金でございます。先ほどの地域交通会議の計上によって、より

有利な収入というところで、こちらに計上させていただいております。現年度分 32万 7,000

円の増ということになります。 

○林社会福祉係長 続きまして介護 9ページをお願いいたします。6款の県支出金でござい

ます。項 01 の県負担金の 02 の低所得者の保険料軽減負担金ですが、こちらも前年度の精

算分で追加の交付となる県費の分でございます。 

○小林高齢者福祉担当係長 続きまして県の補助金でございますが、こちらも同様にして

地域支援交付金の総合事業の分で 15万 3,000円の増、総合事業以外の分で 9万 5,000円の

増となっております。 

○林社会福祉係長 10 款の介護 10 ページ、10 款 繰入金でございます。こちらは一般会

計からの繰入金になります。財源組替によりまして一般会計からの繰入金を変更するもの

でございます。続きまして、介護 11ページ、11款の繰越金になります。こちらは前年度の

繰越金になっております。説明は以上になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。これから質疑を行いま

す。質疑ありますか。 

（聴取不能） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 質疑を終了いたします。討論に入ります。討論のあ

る方。 

 （「なし」の声あり） 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論を終了いたします。それでは採決いたします。

議案第 12号 令和 2 年度箕輪町介護保険特別会計補正予算(第 2号)について、原案のとお

り決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め、可決すべきものと決定いた

しました。本会議でその旨報告をさせていただきます。 

【福祉課 終了】  

⑤健康推進課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは再開いたします。それでは次に健康推進

課にかかわる分の審査を行います。まず最初に、令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認

定についての健康推進課にかかわる部分について説明をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 それでは議案第 1 号の令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定

につきまして健康推進課にかかわる部分について健康づくり支援係北原係長からご説明い

たします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 よろしくお願いします。それでは令和元年度箕輪町一般会計

歳入歳出決算認定、健康推進課一般会計にかかる部分についてご説明させていただきます。

こちらの令和元年度中の主要な施策の成果、その他歳入歳出決算事項に関する実績につい

てのところを見ながら説明させていただきます。合わせて決算書とただいまお配りしまし

た資料の方をご確認いただきたいと思います。それでは主要な施策の 11ページをお願いい

たします。資料、今お配りしました資料ですと 1ページ目、決算書ですと 40ページになり

ます。老人福祉費の中の 0321高齢者等福祉施設管理費でございます。こちらはげんきセン

ター、げんきセンタ－南部、西部ふれあいサロンの維持管理にかかる経費になります。利用

者数については記載のとおりです。年々げんきセンター南部については増加している傾向

にあります。続いて工事ですが、工事についてもげんきセンターの方、修繕、工事とさせて

いただいております。こちらもご覧ください。工事の中の(4)げんきセンタ－南部トレーニ

ングマシーンの方の交換ですが、げんきセンターのマシーン、南部のトレーニングマシーン

を耐用年数もきておりますので計画的に更新をしていくということで、3台分マシーンの方

を交換させていただいております。財源の方ですけれども、寄付金ということで 13万円あ

りますが、げんきセンタ－南部を利用されていた方の遺志金ということで 3 万円、シルバ

ー帯の基金ということで 10万円の方の寄付がございまして、それぞれげんきセンタ－の物

品購入の方に活用させていただいております。続いて、14 ページお願いします。資料今お

配りしました資料はページ 2、決算書の方は 45 ぺージになります。45から 46 にところに

なります。4 款の衛生費です。保健衛生総務費です。そのうちの 0401 一般保健費ですが、

こちらは健康づくり事業全般にかかる経費であります。記載についてはご覧いただきたい

んですが、新規事業としましては 3 番目の健康づくりシンポジウム、(2)健康づくり推進協
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議会の委員さんへの報酬ですとか、健康づくりシンポジウム予定しておりましたチラシ作

成等に経費の方に、このように実施しております。15 ページの方お願いします。それと大

きな 3番ですね、骨髄移植ドナー助成金ということで、1名申請がありましたので、そちら

の方を、助成金の方を補助してございます。その下、0404 予防接種事業費になります。同

じように資料は 2 ページで、決算書は 45 から 46 ページになります。こちらは予防接種法

に定められた予防接種を実施するための経費になります。子どもに関するものが 10 種類、

大人のものが 2 種類となっております。詳細の数字についてはご覧ください。(2)の方が高

齢者のインフルエンザの予防接種、3番が高齢者肺炎球菌、こちらが成人のものになります。

新規のものとしましては隣の方、右半分の方に移っていただきまして、(4)番の風しん追加

的対策の部分になります。こちらは昭和 37年の 4月 2日から昭和 54年 4月 1日生まれの

男性の方を対象にした風しんの抗体検査と予防接種にかかるものでございます。抗体検査

492人の方が抗体検査を実施して、119名の方が予防接種を実施しております。大きな 2番

予防接種補助金の(2)こちらも新規です。定期予防接種ワクチン再接種費用助成です。予防

接種をした方が疾患の関係で免疫がなくなってしまう場合がありますので、再度予防接種

をする費用について助成するものでございます。1人対象の方がおりましたのでそちらの方

の助成を行っております。続いて 0407国民健康保険特別会計繰出事業費でございます。こ

ちらは資料 2ページになりますが、こちらは国民健康保険の方への繰出金になります。0408

精神保健事業費です。こちらは精神保健業務に係る経費で、大きく分けて 2 事業ありまし

て、大きな 1 番が精神障がい者に支援、障がい者支援の部分と自殺予防対策の部分と二つ

大きく事業の方を行っております。新しいものとしましては自殺予防対策の(3)箕輪町自殺

対策町内連絡会議ということで 1 回開催の方しております。役場の職員を対象にしており

まして、各課で行っている生きる支援につながる関連施策について連携の会議を行ってお

ります。続いて 0409につきましては福祉課の部分になりまして飛ばさせていただいて、次

の 16 ページをお願いします。0410 保健センター管理費になります。こちらは保健センタ

ーの維持管理にかかる経費になります。資料の方は 3 ページの方でお願いします。お配り

した資料は 3 ページでお願いします。保健センターの利用状況については記載の通りにな

ります。工事の関係ですが、こちらも記載の通りになりますが、エレベーターですとか、修

繕等を行いました。続いて保健事業費になります。こちらの方は資料 4ページ、お配りした

資料 4ページで、決算書は 46ページから 47ページにかけてになります。0415母子衛生費

です。母子保健に関する事業にかかる経費となります。母子手帳の交付から始まって妊娠中、

お子さんが生まれてから、その後の健診等にかかる経費となります。新しいものとしまして

は、(2)の中の産婦健診の委託費ですね。4月から新しく産婦健診の方を実施するようになり

ましたので、こちらの方が新しいものとなっております。産後 2 週間目と 1 カ月のときに

健診を受けていただく費用を助成するものですが、述べ人数として 301 人が受診をしてい

ます。大きな 2番以降ですが、こちらは乳幼児の健診ですとか、相談、訪問事業に関するも

のについてまとめてあります。乳幼児健診ですけれども、全部で 7 回の健診がございます
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が、平均 98.2％の受診率でして、残りの来られない方についても 100％、こちらの方で把握

はしている状況にあります。新しいものとしまして 5 番の歯科保健事業のところの(5)フッ

化物洗口を新規に実施しました。学校の方 1 校、園の方 3 園に実施しまして、全部で 529

人の方にフッ化洗口の方行いました。次に 0416検診事業費なります。こちらは成人の検診

に関する経費となります。同じく資料は 4 ページになります。循環器の検診、40 歳未満の

循環器の検診から各種がん検診の受診者数についてまとめてございます。受診率について

はそうですね、ほぼ少しずつですが、上がっているような状況にはなります。胃がん検診、

マンモの検診、大腸、肺がん検診については上昇しておりまして、子宮頸がん検診、前立腺

がん検診が横ばいといった形です。あと 10番ピロリ菌検査、成人式のときに行うものです

が、こちらの方も行いまして、前年より 18人増、ABC検診つきましては前年 39人増とい

う結果になっております。次の 0417健康増進事業費になります。こちらは健康増進事業に

かかる経費になりますが、資料の方は同じく 4 ページから 5 ページにわたる形になります

ので、ご確認の方をお願いします。こちらの方は健康増進するための集団での健康教育です

とか、個別の健康相談といった実績について計上させてもらっています。健康ポイント事業

につきましては 968 人の方に参加をいただいて、403 人の方が達成したという状況になっ

ています。新しいものとしては 7 番目のげんきセンターを活用した現役世代向け健康増進

プログラムということで、げんきセンターの土曜日の午前中を活用しましてプロのトレー

ナーさんに個別の健康づくりのためのプログラムを提供していただくというものになって

おります。こちらは元気づくり支援金対象事業で実施させていただいております。次に老人

保健費の方になります。17ページですが、0424後期高齢者医療事業費です。お配りした資

料は 6 ページをお願いします。決算書の方は 47 ページの方をお願いします。0424 の後期

高齢者医療事業費の方は後期高齢者医療の方の繰出金等になります。続いて 0425後期高齢

者保健事業費です。こちらは後期高齢者に対する保健事業にかかる経費になりますが、75

歳以上の後期高齢者の健診、循環器の健診ですとか、人間ドックを受けられた方への補助で

すとか、そういったものについての経費となります。新しいものとしては 3 番の高齢者フ

レイル対策事業ということで実施をさせていただきました。低栄養防止と口腔機能を維持

ということを目指しまして、栄養については 195 人、口腔について 103 人の方に保健指導

の方をさせていただきました。これらの事業はすべて広域連合の補助事業となっておりま

す。続いて 18ページの方をお願いします。左側の中ほどです。診療所費になります。0440

西部診療所運営事業費ですが、お配りした資料は 7 ページの方をお願いします。決算書に

ついては 48ページになります。西部診療所の管理運営にかかる経費となります。週 1回の

診療になりますので、診療日数は 49日、患者述べ数 107人ですので 1日平均の患者さんは

2.18人となっております。一般会計に関する説明については以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。これから質疑に入りま

す。質疑、ご意見ございませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 主要事業のところ 14ページの右下のところの健康づくり推進協議会と
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いうの始まったということだと思うんですけど、3回開かれる中で、特に印象的っていうか、

何かこういう意見があったってことの中で、何か特筆すべきような意見があったというこ

となら、何かその辺の内容お願いしたいと思うんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 よろしくお願いします。今のご質問についてですが、そうです

ね、3回の開催の中では条例についてのご意見とかもいただきながら進めていく中で、あと

シンポジウムですとか、そういったこととかもどんな内容にするかとかいようなことも協

議していただきながら、その実際の条例の内容だとか、シンポジウムの内容について意見を

聞きながらつくっていただいた、そういうような経過もあります。いろんな方にご参加いた

だいておりますので実際の住民の方に近い生の健康づくりに関するご意見を伺うことはで

きたかなというふうには思っていて、特に企業の方からは町のそういう健康の施策につい

て住民であることが割と前提となることが多いんですが、そうすると職員に対してはやっ

ぱ周知しづらいとかそういったご意見もいただく中で、少し町の事業についても在勤の方

も対象にするように検討したりだとか、そういったとこにつながっていくような協議会に

なったかなというふうには思っております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 そういう中で今シンポジウムのことについても意見をもらったという

ことですけど、結局シンポジウム延期になってるんですよね。どういう状況にこれから、コ

ロナの関係で確か、違ったっけ。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 シンポジウムは 3 月に計画をしていたんですが少しイベント系で国

からの通知もあったということから延期を 1 回したんですね。今年に入りまして 7 月くら

いにはと思っていたところ、やっぱりなかなか自粛とかの関係で準備にもやっぱり 3、4カ

月かかるものですから、ちょっと 7月ってのが決めきれなくて、今現在もその次、じゃあい

つできるかってのを決めきれないでいる状態です。条例をつくったので、町への皆でとかで

頑張ろうねっていう機運を上げる意味合いですとか、条例の内容をよく周知していただく

ってことが目的だったものですから、周知に関してはダイジェスト版をお配りしたりとか、

あとこれからの事業の中で説明をしていくふうにはなると思うんですけれども、シンポジ

ウムって形のものはちょっと時期を逸してしまったかなとは思っているので、健康づくり

に関するイベントですとか、講演会は今後ね、様子を見ながら実施をしていこうかなと思っ

ていますけれども、ちょっとキックオフ的なものは行えないかなと考えているところです。

以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にございませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 主要な施策の 15ページ、骨髄移植ドナー助成金というのがありますけ

れど、これはドナーの方に助成をする、患者さんっていうか、移植される側じゃなくてドナ

ーの方に助成するということですよね。こういう移植のケースいうのは大体何年に 1 度と
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かそんな頻度なんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 この骨髄移植ドナー助成金については令和元年に新設した事

業になります。日本骨髄バンクが実施、中心となって行っている骨髄だとか、末梢血管細胞

の提供を行った方に対して、今助成するものになります。この提供される方についてはそう

ですね、今回申請いただいた方も最初のマッチングしてから検診ですとか、説明だとか、あ

と最後の提供してからの体調チェックという経過の中で約 10日間くらいの日数を要してい

ます。その間その 10日間の日数をお仕事をお休みして行っていただくというような形にな

りますので、そういったところで助成することで少し提供するということが広まっていけ

ばというような事業になっております。実際元年からの事業になりますので、今までにどの

くらいいたかというところが実際分からないところがあるんですが、今長野県でも結構県

内でこういったものが始まっております。なかなかこれにつながるケースがそんなに数が

多くない。ですので、たぶんこれ県の補助事業にもなっているんですが、県内的にもそんな

に数はないかなというふうに聞いております。すみません、正確な数字はちょっと把握して

おりません。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 それしますとそのドナーの登録を促進すると言うとおかしいですけど、

アイバンクのように啓発をするということは進めることはないんですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 そうですね、登録についてはポスター貼るだとか、そういう機

会を通じては啓発を行っているんですけれども、この助成についてはホームページの方に

掲載をさせてもらっています。ですので、こうした補助があるということで登録する意識の

方につながる方もいるのではないかなというふうには思っているところです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 次フレイルのことについてお伺いします。フレイル対策事業をしてい

ただいておりますけれども、成果の方はどうでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○三井健康づくり支援係長 フレイル事業につきましては低栄養につきましてはBMIって

いう体格を見るものである数値以下の痩せている方に対象にして、資料を配付し、説明をす

るという支援を行っています。さらに体重減少が一定以上見られた方に対して継続支援と

いうことで後日日を置いて訪問をして、その方たちの状況を把握したり支援を行っていま

す。ちょっと半年置いていないので時期が違うということもあったりしますが、20 人弱の

方に継続支援を行いましたが、体重減少が正確には今数字がないんですが、見られた方は 1

人、2人ぐらいだったかなとう、あとの人は維持か体重が増えたっていう方がほとんどでし

た。春、秋の健診を受けて冬場に確認に行ったので、ちょっと体重が増えやすいっていう時

期でもあったかなとは思いますが、体重減少が継続して見られず、状態がよかったかなとい



 

 

令和２年９月定例会 福祉文教常任委員会審査 

-63- 

 

うことでそのような状況になっています。あとは食事の内容とか、社会性であったり、口腔

機能とか、そういったものもアンケート的に行っていますが、冬場だったのでちょっと動き

が少ないという方はいましたが、あまり状態悪くなくというか、維持はできていたかなとい

う状況です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 主要施策の成果の 15ページの自殺予防対策についてなんですけれど

も、去年の決算持ってくるの忘れちゃったんであれですけど、ぱっとみたところ予防カード

の配布数が多分 2,300、前年より減っていたと思うんですよね。ティッシュの配布数が増え

ていたと思うんですけど、何か施策、何か要因があるのか。別に特段要因がなくそうなって

いるのかというのが 1 点と、あと自殺対策連絡会議等での特別な議論があれば、こんな意

見があがった、こんな傾向があるというような、何か議論の内容がもしあるようでしたらお

聞かせ願いたいです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 まず、カードの配布数ですけれども、コンビニですとか、病院、

あとは歯科医院、薬局、大規模店舗さんですとか、パチンコ店の方に置いていただいている

んですが、そうですね、年に 2回ほど在庫を確認しながら補充をするんですが、9月が自殺

の週間、3月が月間というような形になっているんですが、そうですね、3月の方がコロナ

の関係もあったりとかして、できにくい部分があったりして、ちょっと配布の回数が 1 回

少なかったっていうところはあります。ティッシュの方が増えていることにつきましては、

3番の自殺対策庁内連絡会議をした際にですね、ティッシュの方にも連絡先とかが書いてあ

るものになるんですが、それぞれの課の方でカウンターところに配置していただけるとい

うようなご意見がありまして、すべての窓口のところにティッシュをおかさせていただい

たんです。そういった関係でティッシュはたくさん配布ができたというような経過にあり

ます。もう 1点の自殺予防連絡会の方ですけれども、こちらの方はそうですね、こちらの方

も委員さんが連絡会の方は委員さんがより住民の皆さんに近い方たちを委員さんにお願い

をしています。例えば警察とかそういうところもありますけれども、医師会でしたりとか、

あと商工会とか、消防団ですとか、日赤だとか、あとは民生児童委員さんですとか、人権擁

護委員会の方といった実際住民の方と接するような方たちに参加をいただいております。

そうですね、この会メンバーが変わっていってしまうところもあるので、なかなかどんどん

意見が進んでいくっていうふうにはならないところがあるんですが、ここに来ていただい

た方たちもあまり自殺について身近に日常では感じていない方たちが多いですので、こう

いったところで少し自殺予防ということを考えていただくきっかけにはなっておりまして、

そういった意味では本当に住民に近い意見を聞ける場になっているかなというふうに思っ

ています。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 多少補足なんですけど、うちで持っている連絡会っていうのはセー
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フコミュニティで委員会を持ってやっているんですけれども、町内のいろんな機関とか、一

般の方がもっと知った方がいいじゃないかというセーフコミュニティの中でそういう意見

が出て、町内でいろんな機関の方とか、公募で一般の方ですとかに出ていただいて連絡会を

持っているんです。目的としてはやっぱりこのこういうことがあるんだよということを知

っていただく、町の活動としてはこういうことをしているんだよということを知っていた

だくということが主な目的で行っています。大勢の目でね、町内に広げたいっていう意味合

いもあるので、私たちの思いとしてはこういうことを知っていただいて、自分の身の周りに

目を向けていただいて、支援が必要な人を少しでも早く支援が入ればいいなっていう思い

でやっています。なので、意見としてはやはり北原係長が言った通り知らなかったと、こう

いうことがあるだねとか、こういう活動をしているんだねっていう感想をいただくことが

多くて、そういった意味でももう一つゲートキーパーの養成講座も町で行っているんです

が、こちらの方ももっと多くやって多くの人に知っていただかなきゃいけないなっていう

のが担当として感じているところです。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 ありがとうございました。今このカードの枚数を聞いたのは、カード

の配布枚数が減ってたら、ひょっとしたら悩んでる人が減ってるのか、要は自殺の件数、要

は簡単に言うと最終的には自殺の件数が減っていったらいいなと、逆にカードが増えてい

くと今度は悩んでる人が多いのかな、統計的なバロメーターになるのかなと思ったんです

けど、今回はそうでもなさそうな感じっていうことですよね。わかりました。ありがとうご

ざいました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 自殺の要望の関連ですけれども、15 ページのやはり自殺予防対策の中

の 3 番目の庁内連絡会っていうのが初めてできたということで、職員さんに対する対策と

いうふうにお聞きしたんですけどそれでよろしいんですか。やはり職員さんも大変こうい

うコロナの影響もあったり、このときはない、まだね。職員さんのそういう状況があるわけ

ですか。ちょっと心配なんですけど、立ち入ってたことをあれですけれど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 職員自身の自殺予防っていうことではなくて、困られている

方が自殺に繋がることとかもありますので、相談に立ち寄る場所ってのが必ずしも健康推

進課とは限らなくて、例えば経済的な場合もあるので税務課ですとか、水道料金のことです

とか、そういったこと、あと農業の例えば経理的なことであれば産業だとか、色々なところ

でそういうちょっとリスクの高い方を発見する場面というのがあるのかなというふうに思

った、なかなか健康推進課に直に相談はきづらいところがあると思うので、そういうところ

で町内のさまざまな職種の方におやっと思っていただけるような目を持っていただきたい

というところから始まったのがこの連絡会になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 
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○４番 釜屋委員 それとですね、その上の方の予防接種補助金の中の定期予防接種、(2)

ね。定期予防接種ワクチンの再接種費用助成 1人ですけど、これは何のワクチンでしたか。

効力がもうなくてもう 1回受けるっていう。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 再接種はその発病をした年齢にもよってくるのかなというふ

うに思いますが、その病気になられて骨髄移植をするというようなことがあると、今まで予

防接種で免疫を獲得していたものがなくなってしまいます。なので、それまでの間に行って

いた予防接種、それで時期が過ぎてしまったものについてを補助するという形になってい

ます。今何の予防接種かっていうのはすみません、ちょっと回答できないんですけれども。

なので、そのときの条件によって多少違ってくることは。 

○４番 釜屋委員 わかりました。その病気については認定された特定の病気っていうこ

とですね。はい、わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本議員 

○８番 松本委員 自殺予防対策のところなんですが、5番の自殺予防普及啓発カードの配

布数で 2 千何百枚だかっていうことですが、内容と、どういうとこに配ってるかっていう

のを。 

○４番 釜屋委員 今言ったカードの話で。 

○８番 松本委員 そう。すみません。違うこと考えてた。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 すみません、保健事業費の中のこれは 16ページですけど、左の妊婦健

診の委託述べ人数、これ新規事業になったとかってことでしたっけね。1カ月健診、2週間

と 1カ月産後。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 新規のもの産婦健診のみになります。妊婦健診と乳児は今ま

でも実施をしておりまして、産婦健診は産後の鬱を早期に発見する健診で、生まれて 2 週

間の時と 1カ月の時の行う健診です。 

○４番 釜屋委員 わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ちょっと今のに関連ですけど、この(2)番と(3)番の

違いっていうのは何なんですか。係長 

○北原健康づくり支援係長 2 番の方は通常に券を発行しまして指定の幾つか医療機関あ

りますけれどもそちらの方でお使いいただいた場合には委託費としてお支払いする形にな

ります。3番の方につきましては里帰りをされて県外とかに行かれた方に一旦自分でお支払

いをいただいて償還払いして、そちらの方を補助する形のものを別に計上してあります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 分かりました。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 16ページの右側の歯科健診事業の(5)番のフッ化物洗口が 1校 3園にな

ったんですが、小学校でこれからの広がりがあるのかどうか、保育園も 3 園ですけれどそ
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の辺広がりがこれからしていけるのかどうかですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 まず、園についてですが、4月から全園で実施をしております。

園の方は広がっています。ただ、学校についてはなかなかやはりカリキュラムの関係ですと

か、難しいところがありまして現時点では 1 校です。ただ広げるべく 1 校で実施している

ところをですね、他の実施していない学校の養護教諭の先生に実際に見学をしていただく

だとか、そういった機会を設けて進めてはいるところではあります。 

○４番 釜屋委員 西小でしたっけ。ありがとうございました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 16 ページのところの栄養指導の関係なんですけど、ここに集団指導と

訪問指導ってあるんですけど、この辺どんな内容なんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○三井健康づくり支援係長 母子の関係の集団指導というのは主に乳幼児健診の場ですべ

ての乳幼児健診において集団指導を行っておりますので、その人数になります。そして訪問

指導につきましては様子によって支援が必要な子に対してお家へ伺って具体的な内容、具

体的な内容、それから様子にはよっては食べ方を見るとか、そういった指導を行っておりま

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 結局その個別ですね、訪問指導の方ですよね、どういうふうな例という

かですね、具体的にこういうことが困ってんじゃないかとか、そういう困り感が見えるのか、

あるいは要望が出てくるのか、ちょっとその辺どういうふうな形でおやりになるんでしょ

うか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○三井健康づくり支援係長 通常は集団指導、それから健診の場で集団だけではなくて個

別に支援をしてありますので、通常はそこで必要な支援をしているんですが、やはりそこだ

けではなかなか普段の育児の中で上手にできない部分もあり、保健師等も個別に訪問等を

している中で、栄養士の方で直接話を見るとか、そういったことが必要ではないかというこ

とで、訪問させていただいております。具体的にはやはり内容だとか、食べ方の主義的なも

のもあったりして、内容形態等がその子に合ったものなのか、それから食べさせ方だとか、

もぐもぐして飲み込む状態がどうかなっていうのを具体的に食事の場面に立ち会ってお話、

それからアドバイスをすることが多いです。なかなか今核家族も増えてきているので、その

辺が聞く人もいなかったりとか、わからない部分も多い方もいるかなと思いますので、はい。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 時間が迫っておりますので、まだあるようでした

ら明日にいたしますけれども、他に何かご質問ありますか。係長 

○北原健康づくり支援係長 先ほど予防推進の再接種の関係ですが、すみません。回答でき

なかったんですが、この 1 種類の予防接種を行ったものは B 型肝炎の予防接種の方を再接
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種させていただいております。B型肝炎です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありますか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についての健康推進課にかかわ

る部分について、原案どおり認定することに決してよろしいでしょうか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め認定することに決定いたしました。

本会議でその旨報告いたします。健康推進課の審査の途中でありますが、本日は終了の時間

ですので、また明日にさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本

日はこれで終了といたします。 

【2日目】 

①-2 子ども未来課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 時間早いですけど昨日 1 番最初に子ども未来課の

ときに質問がありました出生数についての推移を課長さんの方から話をしてもらいますの

で、お願いします。課長 

○唐澤子ども未来課長 昨日寺平議員の方からご質問がございました今年度の出生数の状

況について、唐澤議員さんですね、申し訳ございません。出生数の状況ですけれども、資料

持ち合わせておりませんでしたので、ここで報告をさせていただければと思います。まず、

こちらの数字についてはすべて住民基本台帳の数字になりますのでご了解をいただければ

と思います。住民基本台帳につきましては毎月人口動態ということで行っておりまして、令

和 2年の 4月につきましては出生が 8件、8人になります。4月が 8人、5月が 11人、6月

が 2 人、7 月が 8 人、8 月が 16 人、もう 1 回 4 月から申し上げます。4 月が 8 人、5 月が

11人、6月が 2人、7月が 8人、8月が 16人ということで 4月から 8月までの住民基本台

帳によります出生の届け出等につきましては合計で 45人という状況でございます。以上で

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ありがとうございました。 

【子ども未来課 終了】 

④-2健康推進課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 おはようございます。今日は昨日に引き続きまし

て福祉文教常任委員会の審査を行います。昨日途中でありました健康推進課にかかわる審

査を再開をいたします。 

それでは今日は議案第 2 号 令和元年度箕輪町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定
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についてを議題といたします。細部説明をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 よろしくお願いいたします。それでは議案第 2 号 令和元年度箕輪

町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につきまして担当の国保医療係小林係長からご

説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 よろしくお願いいたします。それでは主要な施策の成果の方でご説

明をさせていただきます。31 ページになります。資料の方は昨日お配りした資料の方は 9

ページ、決算書の方は国保の 11 ページとなります。それでは 31 ページの方からご説明を

させていただきます。4111 一般管理費でございますが、人件費 3 人分と上伊那広域連合へ

の負担金ということで支出をしております。4112 の連合会負担金でございますが、国保連

合会への電算処理等の手数料と負担金ということでお支払いをしております。4121 賦課徴

収費でございます。国保税の徴収関係の諸費ということで税率の状況はご覧のとおりです。

令和元年度、平成 31年度につきましては前年度からの税率改定はございませんでした。賦

課限度額につきましてはご覧のとおりとなっております。(5)の収納率の全体ですけども

89.33％となっております。こちらは現年分と滞繰分を足した分でございます。(6)給付制限

といたしましてこちらにつきましては高額療養費などの支給が発生した場合、その方に滞

納があった場合につきまして滞納分に充てている分でございます。4131 運営協議会費でご

ざいますが、国保運営協議会を昨年度は 7 月と 2 月に委員会を開催しております。また、

10月に委員研修が安曇野市でありまして委員の方 3名が参加されております。すみません、

資料の方が国保の 12 ページとなりますのでご覧ください。4141 趣旨復旧費でございます

が、こちらの方は国保のパンフレット代などとなっております。続きまして決算書の国保の

12ページ、資料は 10ページになります。4151医療費適正化特別対策事業費でございます。

レセプトの点検の実施件数、医療費通知は年 3 回行いました。ジェネリック医薬品の差額

通知につきましては 2 回行っております。第三者行為の求償事務につきましては 4 件ござ

いました。不当利得の請求の事務につきましてはご覧のとおりの内容となっております。2

の保険給付費でございます。被保険者の状況でございますが、これは年度平均になりますけ

ども、被保険者数 4,870 人となりまして前年度より 245 人の減となっております。国保の

世帯数は 3,076 世帯となりまして、前年度より 81 世帯減少しております。決算書 13 ペー

ジをご覧ください。2の 1ですね。療養諸費でございますが、それぞれこちらは医療費、保

険の医療費に当たりますが、それぞれ療養の給付費、療養費をお支払いしております。また、

審査支払手数料としまして国保連合会へ支払った分が掲載されております。高額療養費に

つきましてもご覧のとおりでございます。決算書の国保 14ページ、移送費でございますが

移送費はございませんでした。主要な施策の 32ページをご覧ください。決算書の方が国保

の 14ページ、資料は 11ページとなります。4241出産育児一時金でございますが、42万円

が 16件、40万 4,000円が 1件でございます。この金額の差ですけども 42万円につきまし

ては産科医療補償制度という制度がございまして、そちらに加入している医療機関での分
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娩要はそこの医療機関で分娩したものにつきましては 42万円、そこに加入してない医療機

関につきましては 40 万 4,000 円となっております。それが 1 件でございました。4251 葬

祭費でございますが 27件、5万円を支出しております。決算書の 15ページになります。大

きな 3 番の国民健康保険納付金でございます。こちらは県の納付金でございまして、医療

給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分、これらすべて県への納付金となっており

ます。ご覧のとおりの金額でございます。介護保険の納付金分の下に介護保険第 2 号被保

険者数としまして年平均でございますが 1,345 人でございました。こちらは 40 歳から 64

歳までの医療保険の加入者の人数となっております。ですので、国保に加入している加入者

の人数の年平均となります。大きな 5 番の保健事業費でございます。4511 特定健康診査

事業費でございます。特定健診の受診者数としましてご覧のとおりとなっております。合計

で 1,977人でございました。昨年度からみなし健診というのが今年初めて、令和元年度初め

て実施させていただきました。こちらにつきましては本人の希望により、かかりつけのお医

者さんで受診した結果をお医者さんから町へ提供してもらったものを健診とみなすという

ことで 122 人の方がお医者さんから町へ受診の結果を提供していただいております。続き

まして国保の 16ページ、資料は 12ページになります。4512疾病予防費でございます。こ

ちら 1 番としまして人間ドック、脳ドックの補助ということでご覧のとおりの結果となり

まして、日帰り、一泊二日、脳ドックのオプションの方がそれぞれいらっしゃいまして延べ

人数でございますが 377人となっております。2番の健康審査事業でございます。こちらは

がん検診を行った方につきまして国保の方から国保負担金を 1 人当たり国保負担金補助し

まして積極的に少し安くすることによって積極的に受診をしてもらって早めに早期発見し

ていただいて重症化して医療費が高くなることを抑制するために行っている施策でござい

ます。こちらの方を一般会計の方へ繰り出しているような状況でございます。合計で 2,119

人、97万 6,100円でございました。4514保健指導事業費でございますが、国保の訪問指導

事業といたしましてご覧のことをさせていただきました。また、医療費分析を行っておりま

す。あと、備品でこの事業で血管年齢測定器を購入しております。決算書の国保 17ページ

となります。基金積立金でございますが、基金積立金としまして 2,400万円余りを積み立て

ることができました。4811 から 4812 の保険税の還付金でございますが、ご覧のとおりの

金額となっております。4831 保険給付費等交付金の償還金ということでこちらは平成 30

年度の精算分となりますが、保険給付費等の交付金の県への返還金となります。こちらが約

2,000万ぐらい返還をいたしました。指定公費の支出金につきましてはご覧の通りでござい

ます。以上が支出の分になりまして 33ページをご覧ください。決算書の方は国保の 5ペー

ジ、資料は 8 ページとなります。国民健康保険税につきましては税務課の方から説明をさ

せていただきます。すみません、では資料の 8ページですみません、説明をさせていただき

ます。1番上のところが健康保険税の方になります。督促手数料、昨年国庫補助金としまし

てご覧の金額、システムの改修費でございますが、そちらの方国の方から補助金を受けてお

ります。普通交付金の方ですが、これは保険給付費、医療費に対しまして県から交付金を受
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けているものでございます。特別調整交付金につきましては、それぞれの事業につきまして、

実績に基づきまして交付金が入ってきたものでございます。基金利子でございますが、こち

らは昨年度基金を積み立てておりましたので、昨年度とまた基金の利子でございますね。そ

ちらの方の利子の金額でございます。一般会計からの繰入金としまして保健基盤安定繰入

金、職員給与費等繰入金、国保財政安定化支援事業繰入金、出産育児一時金の繰入金、その

他繰入金を繰入ております。この中でその他繰入金だけは法定外の繰入金となりまして、こ

ちらは町で医療機関に受診する際に 500 円で子どもたちが受診できるということでそちら

の方は町の独自の施策となっておりまして、そうすると受診率、受診回数が増えたりして、

医療費が多くなるということで、県の方からこの分交付金が引かれてしまいますので、その

分充てていただいているというになります。そのあと、すみません、延滞金でございますが

ご覧のとおりでございます。第三者納付金と返納金がございまして、返納金の部分に収入未

済額がありますので、ご説明をさせていただきたいと思います。資料の方すみません、決算

書の方は 9 ページとなります。9 ページの 1 番下ですね。こちら 5 万 8,513 円収入未済額

がございますが、こちら 3件ございまして、1件につきましては自己破産の手続中となって

おります。もう 1 点はコロナで仕事を失いましてちょっと今払えないということで滞納、

収入未済額となっております。もう 1点は名古屋に転出をしてしまいまして、連絡とか、電

話とか、郵便とかしてるんですけど、なかなかお支払いいただけないものでございました。

こちらは公債権の非強制徴収公債権にあたりまして差し押さえなどができない、滞納処分

ができない債権となっております。内容としては以上となります。すみません、あと資料の

8 ページに戻っていただきまして、雑入といたしましてそれぞれ入ってきておりますが、1

番下の保険給付費普通交付金過年度清算金等でございますが、こちらにつきましては療養

の給付費につきまして交付金を 3 月ぐらいに確定するんですけども、まだその診療分が確

定のものが医療機関から吸い上げられていないということで、多めに交付金を県の方で、県

というか多めに診療費を計算しております。多めに診療費を計算しているというのは国か

ら交付金をもらいますので、もし少なくなったときに請求がもうできないということにな

りますので、そちらの方多めに請求したものを 1 度交付金で受け取っております。国保連

合会を通しているんですけども、そちらの方で実際の診療分が上がってきますので、その分

につきまして国保連合会から受けた金額になります。すみません、ちょっと説明が下手です

けど、そちらの方での金額となっております。すみません、お配りした資料の 14ページに

なりますが、こちらが令和元年度の国保の特別会計の資金の流れでございます。左に一般会

計の流れ、右側に国保の特別会計の流れとなっております。一般会計の方で国と県から歳入

がありまして、その分を③で受け入れております。受け入れたものを歳出をしております。

基盤安定の繰出金としてに町の負担金を加えまして、国保の特別会計の方へ繰り出してお

ります。一般会計の支出の合計につきましては 1 億 6,000 万ほどでございますが、上記の

うち町負担分につきましては④から⑧を足した分となりまして 7,800 万余となっておりま

す。右下の欄でございますが次年度の繰越金は 3,700万ほど、財政調整基金の年度末の現在
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高は 6,200万ほどとなっております。以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○平出住民税係長 よろしくお願いいたします。それでは令和元年度国民健康保険税の決

算の説明をしたいかと思います。先ほどお配りしました令和元年度国民健康保険税決算審

査資料の方ご用意をお願いいたします。1枚めくっていただきまして 1ページ令和元年度国

民健康保険税収納状況調書、国保の決算書の 5 ページから 6 ページの内容になっておりま

すので合わせてご覧いただきながらお願いいたします。こちらの内容ですけれども、税目に

つきまして大きく一般と退職に分かれております。さらにそれぞれの中で現年と滞納繰越

分と分かれてまして、その中でもさらに医療費分、後期高齢の支援金分、介護分という格好

で分かれております。令和元年度につきましては退職被保険者、退職の分なんですけれども、

こちらの退職医療制度が平成 27年の 3月末で廃止されたことによりまして、退職分の現年

の医療後期高齢支援介護分見ていただきますと右から 2 列目の増減、前年との収入の増減

なんですが、大きくマイナスになっておりまして、対前年度増減比も大きくなっているんで

すけれども、平成 27年 3月末に廃止になっておりまして、そのあと残っている方のみとい

うことで、だんだんと対象の方も少なくなってきておりますので、それが主な要因で大きな

マイナスになっておりますので、お願いいたします。それでは、一般と退職合わせて合計で

の説明をさせていただきたいかと思います。初めに、現年課税分になります。予算額 4 億

5,568万 5,000円、調定額 4億 8,161万 4,400円、収入額 4億 6,430万 4,427円、不納欠損

額 11万 600円、収入未済額 1,719万 9,373円、徴収率 96.41％、前年度との増減 1,853万

7,627 円の減、対前年度増減率 3.8％の減となっております。続きまして、滞納繰越分につ

いてご説明いたします。予算額 1,839万 3,000円、調定額 6,338万 6,257円、収入額 2,256

万 7,574 円、不納欠損額 280 万 7,970 円、収入未済額 3,801 万 713 円、徴収率 35.60％、

前年度との増減 40万 88円、対前年度増減率 1.8％の増でございます。続きまして合計でご

ざいます。予算額 4 億 7,407 万 8,000 円、調定額 5 億 4,500 万 657 円、収入額 4 億 8,687

万 2,001円、不納欠損額 291万 8,570円、収入未済額 5,521万 86円、徴収率 89.33％、前

年度との増減 1,813万 7,539円の減、対前年度増減率 3.6％の減でございます。続きまして、

24 ページをお願いいたします。国民健康保険税収納率の推移でございます。こちらにつき

ましては決算書国保の 21ページも合わせてご覧いただければと思います。令和元年度につ

きましては国民健康保険税現年課税分の収納率 96.41％、滞納繰越分 35.60％、合計 89.33％

となっております。収入未済額につきましては令和元年度につきまして現年課税分が 1,719

万 9,373円、滞納繰越分が 3,801万 713円、合計で 5,521万 86円で前年度と比較しまして

減となっております。続きまして 3ページをお願いいたします。こちらにつきましても、決

算書国保の 21ページと合わせていただいて見ていただくと、そちらの内容と同じものにな

っております。国民健康保険税未納金調書でございますけれども、平成 27年度分から平成

30年度分までの合計 3,801万 713円が滞納繰越分になっておりまして、令和元年分が 1,719

万 9,373円ということで現年度分となっております。合計で 5,521万 86円となっておりま
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す。続きまして、その下の令和元年度国民健康保険税不納欠損調書でございます。こちらに

つきましては不納欠損額が 291 万 8,570 円、247 件になっております。続きまして 4 ペー

ジを見ていただきますと、こちらの内訳になっております。4ページ滞納町税不納欠損処分

の内訳でございます。他の町税も一緒に載っているところですけれども、1番下の段、国民

健康保険税となっておりますので、見ていただければと思います。初めに、生活困窮 29件、

2名、28万 800円になっております。海外転出 18件、2名、25万 9,320円、財産なし 185

件、13名、230万 3,550円、所在不在財産なし 11件、1名、6万 8,700円、執行停止 4件、

1名、6,200円、計 247件、19名、291万 8,570円となっております。説明は以上でござい

ます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 細部説明が終わりました。質疑、ご意見をいただき

たいと思います。松本委員 

○８番 松本委員 32 ページの 4514 のところなんですが、レセプト分析を活用した重症

化予防の訪問指導事業と書いてあるんですが、レセプト自体は分かるんですが、それのこの

下の右の方にずれていくとレセプトを活用した重症予防の訪問指導事業っていうのはどう

いうものなんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 私の方で回答させていただきます。レセプト分析というのは

国保の分析システム、KDBシステムというのがございまして、そちらの方とを活用しまし

て、いわゆる糖尿病性腎症の重症化予防ということで取り組んでおります。検診受けた結果

ですとか、そういったところで糖尿病が悪化すると透析につながることがありますので、そ

ちらの方が悪化しないように事前に検診の結果に基づいて訪問したりですとか、ちょっと

手厚く保健指導を行っている事業になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他に。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 続けてその下にですね、医療費分析というふうになってますけれども、

どんなふうな分析結果でしたでしょうか。概要お願いしたいと思うんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 こちらも KDBシステムを利用しまして分析を行っております。分析

を行った結果、町内では県平均より入院で脳出血の方が多かったり、また外来につきまして

はがん、脂質異常症、また動脈硬化症などの、こちら外来になりますけど、そういったもの

が県平均より高いということで、そちらにつきまして分析を行って、今後というか、保健事

業の施策に生かしていくということになります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 その生かした施策どんなふうなことがありましたでしょうか。これも

概要で結構ですけど、こんなふうな対応しましたということをちょっとお聞かせいただけ

ればと思うんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 
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○柴宮健康推進課長 ごく最近元年度が固まった時点で今出している数字になりますので、

今後こういったところを参考にして進めていくわけです。今のいわゆる生活習慣病という

部分、私たちが健診で進めていたり、先ほどの糖尿病性腎症の重症化予防とかでも進めてい

るんですけれども、ともに生活習慣病予防に関するものに対しての医療費の分析になって

いて、あと他にはまだ突発的な高額な医療費の部分ですとか、そういったところまだこれか

ら元年度分含めて検証をしていって、特殊な病気があるのかとか、そういったところもこれ

から検証させていただいて、対策をとっていきたいと考えているところです。ただ、今高い

ということで小林の方から言った部分、病気以外にも例えば動脈硬化症ですとかね、あと精

神もちょっと含まれているんですけれども、相対的には生活習慣病に関しての医療費は箕

輪町は低いです。県平均より低いというものが多いです。検診の結果を見ましても、例えば

脂質だったり、血圧だったり、そういったところの数値も箕輪町は低いんです。この生活習

慣病に関する部分については箕輪町は保険事業の効果も出ていて数値も低いし、医療費も

低くはなっている状態です。ただ、医療費を見ますと決して低くない部分があって、その低

くない部分というのがその例えばがんだったりとか、突発的に出てくる高額な医療費だっ

たりとか、疾病だったりとかという可能性があるので、ちょっとそこは本当に詳しく調べて

いかないと、今すぐ出ていなくてそれをこれから調べようと思っているところです。以上で

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 今度健康推進条例できてるわけですけど、その協議会やなんかでもこ

の辺の資料、データに基づいて議論をされるというか、そういうことになるわけですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 資料お示しして対策も当然いろんな機関の方に来ていただいている

ので、そういった機関に協力いただいたりする場面も出てくるかと思いますので、協議して

いくことになると思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 2 点をお尋ねしたいんですけれども、主要施策の成果の 32 ページの

特定健診の受診率が 51.7％ということで、前年度の決算を見てみますと 46.1％から上昇し

ているということでこれはいいことだなと思うんですけど、調べてみましたら政府の目標

が 2023年度の目標が 70％、結構高いところに設定されているようで、この 50％というの

は近隣を見ても別に低い数字ではないんですけども、70％に向けてこの令和元年度におけ

る取り組みと残った課題があるかと思うんですけど、それをお尋ねしたいのが 1 点と、あ

とお配りいただいた資料の 8 ページの普通交付金で 8 ページ、縦の資料の 8 ページの特別

会計の歳入の内の国から来る普通交付金、特別調整交付金の中の保険者努力支援分という

ことで、これは国がもうあらかじめ決めた評価項目に従って点数が各全部の自治体につけ

られてその点数に応じて交付されてくるんだと思うんですけど、点数についてはホームペ

ージで全市町村で出るんでわかるんですけども、そのうち箕輪町を見てみますと満点に近
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いからちょっとそうでないものまであるんですけど、ちょっとその中の若干点数が足りな

かったものについての取り組みとこんな課題残っちゃったっていうのがあればお尋ねした

いんですけども。2点お願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○柴宮健康推進課長 ただいまの質問の特定健診の受診率の部分について健康づくり支援

係北原の方で回答させていただきたいと思います。そうですね、目標が 70％、国保は 60％

かなと思うんですけど、かなと思いますが、そうですね、確かに今までにない受診率のアッ

プでした。ここ十数年見てる中で平成 30年からこの令和元年の上昇は今までになく大きく

上がってはいるんですけれども、その目標にはまだちょっと離れている状況だということ

は重々承知をしております。ただ、長野県の平均よりもこれでだいぶ高くなっております。

長野県自体は全国でも受診率は高い方になります。そういったことを考えても中々目標達

成っていうのはハードルが高いところにはなるんですけれども、町ではかなりどちらかと

言うとコツコツとした取り組みを行っておりまして、例えば健診の取りまとめを行って回

答いただくんですが、それをすべてチェックしまして、在宅している時間にお電話をかけて

受診勧奨するですとか、そういった取り組みも行っていますので引き続きそのようなこと

をやっていくこと、それと新規に行ったこのみなし健診ですね。箕輪町の医療機関で受診す

ると回答していていただいてる方がかなり多くいらっしゃいますので、このみなし健診の

人数が他の市町村に比べて大分多いような結果になっておりますので、ここのところを少

し力を入れてくことでも受診率が当たることにつながるのではないかなと思っていますが、

いずれにしてもこういった受診勧奨の取り組みと結果については分析しながら、力を入れ

ていくところを見きわめていきたいと思っています。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 努力支援の関係につきましては毎年少しずつメニューというか、内

容が変わっておりまして、それで国の方でこういうふうに保険者を誘導してくっていう言

い方も変なんですけど、そういう施策でどんどん改善していくようにということで努力支

援ということで交付されているものでございます。できる限り交付金いただけるとありが

たいので、メニューの中で取り組むべきものは取り組んでおるんですけども、一つ今考えら

れる、ちょっと足りてないなっていうところは行方不明者の要綱を定めてないんですよね。

そちらにつきましては要綱を定めると得点になっていくというような形で、そういう何て

言うんですかね、実施はしてるんですけど、そういう要綱自体をつくるとさらに点が上がる

ような形になってますので、そちらの方は今年度策定をして、また交付金を多くいただける

ように努力していきたいと考えております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 国保の目標は 70％だと思ったら 60％ということで何とか頑張れば

できそうな感じでもない、大変なご努力だと思いますけれども、引き続き協力できるところ

は協力したいと、私も運営委員なんで、思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。



 

 

令和２年９月定例会 福祉文教常任委員会審査 

-75- 

 

あとこの行方不明者要綱、この行方不明者ってのはどの、あれですよね、転出先がわからな

いとかいう、どういう、ということでそれに対する対応策というか、マニュアル作りと。わ

かりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 2 点ほどお伺いいたします。主要な施策の 31 ページですが、ジェネリ

ックの医薬品利用は進んでいるんでしょうかっていうことですね。皆さん周知してジェネ

リックというものに利用をされているのかどうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 すみません、今細かい数字の資料が手元にないので、詳しくご説明で

きないですけれども、長野県全体ですと数字が出てくるんですけれども多分 80％超えてい

て、長野県自体はとても高くて、箕輪町もそれに近い数字が出ていて、このジェネリックの

推進に関しては町の薬剤師会の方でもすごく取り組んでいただいていて、町としては進ん

でいるんでないかと感じているところです。保険証の更新時ですとか、そういったときには

必ずそういった通知を入れて発送時にそのジェネリック推進のカードとかも入れさせてい

ただいているところです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。今のことで。入杉委員 

○６番 入杉委員 この決算額 0 なんですけどもこの移送費って何でしょうか、ちょっと

お伺いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 すみません、私も事例がなかったのですみません、ちょっとパンフレ

ット読まさせていただきますが、移送費の支給につきましては医師の指示によりやむを得

ず重病人の入院や転院などの移送の費用にかかったもの、かかったとき申請して国保が必

要と認めたときに支給されるということになります。医師の指示によってやむを得ず転院

などの移送費がかかったというときに、というものになります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 先ほど税務課の方からですね、収納状況の調書の方の説明で、対前年度

ですね、1 番右下ですが、マイナス 3.6％ということなんですけれども、一般会計繰入金の

方ですね、これちょっと 1 億 6,000 なにがしか、この辺の増減がどうなってるのかという

ことと、やっぱりコロナの影響でですね、この辺の見通しどうなるか。本格的には 3月の議

会のときにっていうふうになってくると思うんですけれども、ちょっとこの辺の見通しと

いうかですね、この辺のところをちょっとどうなんでしょうかという話ですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 先に一般会計の繰入金につきましてご説明をさせていただきます。

すみません、ちょっとお待ちください。一般会計につきましてはすみません、しっかりとし

た数字が今手元にないんですけど、昨年度より増額になっております。すみません、平成 30

年度より増額になっております。主な要因としましては職員の人件費が大きいところでご
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ざいます。あと広域連合の負担金も多くなったというところで、平成 30年度より令和元年

度が多くなっております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○知野税務課長 もう一つのご質問でございますが、収納率は上がってきているんですけ

れども、こちらの令和元年の方も 1,800 万ほどの前年度のマイナス、3.6％のマイナスとい

うことで、この収納率上がっているのにマイナスになってしまうのは、全体的な調定額がど

うしても年々下がっていってしまいますので、収納率は努力して上げておりますけども、入

ってくる収入自体は前年と比べると減ってしまうという結果になっております。それで、今

年の令和 2 年度につきましても、令和元年度のこの調定が 5 億 4,000 万あって、収入が 4

億 8,000 万あったところなんですが、やはり令和 2 年度も現年度の調定が 4 億 5,000 万ほ

どとかに下がっております。この 6 月から国保税の徴収の方が始まってるわけですけれど

も、現在この 8 月末まででの状況を見ますと、例年と比べて著しく収納の状況が落ちてい

るということは今のところはございませんので、多少はコロナの影響はあるとは思います

けれども、同じくらいの徴収率は確保できるものと考えております。ただ、どうしても調定

が前年度より下がってしまいますので、調停率確保しても全体の収入は前年度よりマイナ

スになってしまうという現象がまた続くのではないかと思われます。それから、もう 1点、

コロナの関係ばかりではなくて景気の動向もあるとは思うんですけれども、会社お務めに

なっていらっしゃいまして、解雇とか、雇い止めになりまして、国保に加入をしてきて、た

だその時に非自発的の離職の軽減ということで所得の方を 100 分の 30 で計算するという、

軽減する制度がございますが、それが今年の 4月から 8月までで 78人の方がその関係で国

保に加入をして、軽減の申請をしていらっしゃいます。78名のうち外国人が 44名というこ

とで、非常に毎年に比べても高い割合になっておりまして、参考で去年の 4 月から 8 月の

間は全体で 11 人でうち外国人 2 名であったのが、今年につきましては 78 名でうち外国人

44名ということで、昨年年間で 47人であったものが今年既に 4カ月で 78人というペース

で解雇、雇い止め等がなっておりますので、雇用の状態も悪くなっておりますし、またコロ

ナの減免制度の話もちょっとここで触れさせていただきますけれども、6月の議会で要綱の

方のお話をさせていただきましたけれども、またこれ後ほど補正の方でもちょっと触れま

すけれども、補正予算の方では現在のところ 20件承認をいたしまして金額で 320万ほど減

免の方の措置をしてあります。これ 8 月末現在の数字ですので、この後のまた補正予算の

方でまた詳しく説明をしたいと思います。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤議員 

○５番 唐澤委員 とにかく厳しい状況で色んな状況出てくると思いますけれども、この

いわゆる健康保険のセーフティーネットから漏れるようなことのないようにですね、やは

り配慮しながらやっていく必要があるんじゃないかというふうに思います。これ、これから

後 3月の予算とかかけてですね、いろいろ状況を見ながら対応していかなきゃいけないと、

その辺よろしくお願いしたいというふうに思いますけど。健康推進課の方どうですかね、そ
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の辺については。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 私たちの方ももうコロナが出始めた頃から生活とか、健康について

とか、子育てについてとか、相談を受けれるように相談室を設けたりして、支援に当たれる

ような体制をとっているところです。やはりちょこちょこっと心配で眠れないとか、そうい

った、私たちのところには経済的なところはなかなか来ないんですけれども、ただ体の面で

心配だっていう声も少しずつ上がってきているので、気を付けて配慮していかないといけ

ないと思っていますし、私たちだけじゃなくって庁舎全体の各課の協力も得ながら雇用を

拾えるような体制を、また声を掛けながらやって行きたいなと考えています。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 コロナの関係、雇用とかですね、そういう事業の開始等、いろんなそう

いう経済面の影響でですね、特に弱いところ、健康面とかね、そういうところへこれからし

わ寄せが、影響が出てくるというのが非常に心配されてるわけですけど、その辺大変だろう

と思いますけど、いろんな対応の中ですね、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員 

○１２番 中村委員 主要な施策の 31ページの一般管理費のところの上伊那広域連合負担

金 814 万 1,000 円っていうものですけども、この算定の基準っていうかはどうなっている

のか。横に行って被保険者の状況だと 245人減ったとか、81世帯減ったとかいうこともあ

ったようですけども、そういう被保険者が減ったりした場合には変わってくるのかどうか

お聞きしたいです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 上伊那広域連合の負担金につきましてはシステムの改修費とかが主

だと感じております。ただ、算定につきましては広域連合の方で算定してきますので、うち

の方でどういう何て言うんですかね、経費がかかってっていうところはちょっとわからな

いです。あと、被保険者が減っているというところで連動してくることはないのかなと思っ

ております。あくまで広域連合で、広域連合さんも人件費だとか色々あるかと思いますので、

そういったものだとか、そのシステム改修費、そういったものが含まれてこの金額になって

いるものと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 主要な施策の 42ページのところの真ん中辺の右の

ところに国保会計っていうのが、ちょっとこの説明して。 

○小林国保医療係長 こちらがすみません、主要な施策の 42ページの方の一覧表が広域連

合からの負担金となっております。それぞれ各事業ごと割り振りをされているような形に

なっております。国保会計が中ごろの右側にありますけども、814 万 1,000 円ということ

で、前年度の確定値に比べてほぼ倍増ぐらいになってるかと思いますけども、システム改修

費に伴うものが多くかと思っております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。他にありますか。釜屋委員 
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○４番 釜屋委員 主要な施策の 31ページの右側の上の方です。医療費適正化特別対策事

業費の中の 5 番の不当利得請求事務っていうのをちょっと意味と、それから 61 人の 92 件

のざっくりとした様子をお聞きしたいんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 不当利得の請求ということで、国保の保険証がありまして、例えば他

の保険証に切り替わりました。そうしたときに、そのまま切り替わったのにもかかわらず、

国保の保険証で受けてしまいました。そういったときに本来は違う保険ですね、社会保険に

なるかと思いますけども、そういった保険を適用しないといけないのに国保でかかってし

まった分、そういったものをきちっと整理をするということで何て言うんですかね、国保で

余計にかかった分をお支払いしてもらうと、被保険者とか。また、協会けんぽというところ

がありまして、協会けんぽというところの入ってる保険者につきましては、保険者間調整と

いいまして、直接同意書をいただければ直接やりとりをしてるんですけども、例えば大きな

企業さんの保険だとかは協会けんぽさんとかに入っていませんので、そういった事例があ

った場合には直接本人に請求をして納めていただいているというようなものが不当利得と

いうことになります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 悪意があるというか、この手続き上、仕事が変わったときに保険証がす

ぐ手元にないとかそういう時差的なものなのか、その辺のところ本人が知らないでやった

とか、そういうことも多いでしょうね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 多くはうっかりだと思います。ただ、あとまた今自分のところに手元

が保険証発行されてないので、今あるものでかかってしまったりだとか、社会保険適用にな

るということをしっかり確認しないで、そのまま保険証を使ってしまったりだとか、そうい

ったケースが考えられるかと思いますけども、悪意とかそういうことはないと思っており

ます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。なければ、2点ほど聞きたいん

ですけども、先ほどの主要施策の 31ページのときにも説明がありましたけれども、被保険

者数が減っているという中で、財政的な運営っていうかが県に移行されて 2 年目に、この

元年度になるんだと思いますけれども、そこら辺のいわゆる負担の状況とか、それからこれ

から国保税を上げる必要が出てくるのか、出てこないのか。県へ移行した 2 年目としての

状況をちょっとお聞かせをいただきたいと思います。係長 

○小林国保医療係長 被保険者数は確かに減っておりまして、主な要因としましては後期

高齢者に移行している方たちが増えているというのが主なところでございます。財政の見

通しにつきましては令和元年度は基金を 2,400万ほど積み立てることができました。ただ、

今年度というか、来年度につきましては、まだこれから県の納付金の算定が始まってきます

ので、どうなるかが正直わかりません。ただ、今のところもしそれで納付金を納められない
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ということで今の税率でですね、納められないということであれば、税率改定もしくは基金

の取り崩し、どちらを選択するかわかりませんけども、そういったものを視野に入れながら

事務を進めていくという形になると思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いわゆる県全体になったということで、いわゆる

それぞれの市町村の事情だけで何だ、保険料を上げ下げしなくても、いわゆる大きなプール

の中で対応ができるようになったという感じはありますか。課長 

○柴宮健康推進課長 まだ移行して 2 年目で税率は今のところまだ各市町村ごとで算定を

しております。なので、その広域化になってどうっていう結果は今箕輪町としてはほぼない

ところでございます。今まで直接医療機関に払っていたっていうのが大きな医療費の塊を

県にどんと払っているというその事務的なところが変わっていて、いるだけで、その収支に

関しては特に今までと余り変わっていないなというイメージです。来年度の県に納める納

付金については、県は今のところコロナとか経済の様子が読めないので、例年どおりと同じ

形で算定をしていきますっていう今方針ということでいただいております。なので、それが

出てくるやはり 12月から 1月にその数字が出てくるんですけれども、あとそこら辺になっ

てくると税ですとか、うちの経済の方の収入の関係ですとかがもう少しはっきりしてくる

と思うので、そこら辺辺りから国保の運営協議会も始まってきまして、総体的に今小林も申

し上げましたけれども、考えながら、税ですとか、基金ですとか、全体的な流れとしては国

の予想ではここに 2、3年くらいは医療費は少し抑えられるだろうと、だけど今後は上がっ

ていく一方であろうということを聞いていますので、当然私たちとしても税は上げていか

なきゃいけないだろうなとは考えています。が、今のところそういった急に上げなきゃいけ

ないなという感じは持っていないところです。県の税率を一定にする、統一するっていうの

は後何年くらいで言ってました、結構長いスパンで統一をしていくんですけれども、箕輪町

の税率は県が示している、現在示している統一の基準とほぼ同じで集められているので、県

の税率が統一された時点で町がどんと上げなきゃいけないとか、そういうことはないかな

と考えているところです。あとは、やはり医療費の削減に向けて保険者としては取り組んで

いかなきゃいけないなというところは考えています。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ありがとうございました。もう一つだけお聞きし

たいんですけれども、国民健康保険者の不納欠損の関係なんですけれど、この現年分に係わ

る不納欠損というのがあるんですけど、これはどういう内容で不納欠損したのかっていう

のお願いします。係長 

○平出住民税係長 先ほどの質問につきまして今手持ちに詳しい資料がございませんので、

後ほど確認しまして、ご説明にあがりたいかと思いますので、お願いいたします。以上でご

ざいます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。それでは
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討論を行います。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決をいたします。

議案第 2 号 令和元年度箕輪町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、原案ど

おり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め原案どおり認定することと決

定いたしました。その旨本会議で報告させていただきます。 

それでは、次に議案第 3 号 令和元年度箕輪町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についてを議題といたします。説明をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 それでは議案第 3 号 令和元年度箕輪町後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定につきまして、担当の国保医療係小林係長から説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 それでは主要な施策の成果の 35ページ、決算書につきましては後期

の 6 ページ、お配りした資料につきましては 15 ページとなります。それでは 35 ページを

ご覧ください。6700 一般管理費でございます。職員の人件費、また広域連合への負担金、

また平成 30年度の清算分としまして、システム改修の補助金につきまして、交付を受けた

額より実績が少なかったので、7万 3,000円国へお返ししたということになります、の支出

でございます。6710徴収費でございますが、事務費や郵券料となっております。6720後期

高齢者医療広域連合への納付金でございますが、保険料の負担金、保険基盤安定負担金とい

うことでそれぞれ支出をしております。すみません、後期の 7ページ、資料は 16ページと

なっております。6730 過年度保険料の還付金でございますが、ご覧のとおり発生しており

ます。続きまして、収入の方です。歳入の方でございますが、後期の 4 ページ、資料は 15

ページとなります。特別徴収の保険料、こちら年金の天引きでございますが、と普通徴収納

付書、または口座振替の保険料の元となっております。また、督促手数料、総務費の繰入金

としまして、繰入金と基盤安定の繰入金として 5,100万ほど繰り入れております。繰越金に

つきましては前年度からの繰越金、諸収入につきましてはご覧のとおりとなります。被保険

者数でございますが、3,758人ということで、前年度に比べまして 123人の増となっており

ます。1人当たりの医療費はご覧とおりでございます。保険料の不納欠損はございませんで

した。あと、お配りした資料の 1番最後のページでございます。令和元年度の後期の特別会

計の資金の流れということで、ご覧のように一般会計の歳入歳出、後期の特別会計の歳入歳

出を行いました。次年度繰越金につきましては 619 万 4,000 円となっております。説明に

つきましては以上となります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。それでは質疑、ご意見をいた

だきたいと思います。ありませんか。  

（「なし」の声あり） 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。討論を行

います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは議案第 3 号 令和

元年度箕輪町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてを採決いたします。この

議案第 3号について原案どおり認定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め原案どおり認定することに決

定いたしました。その旨本会議で報告をさせていただきます。 

それでは、次に議案第 9号 令和 2年度箕輪町一般会計補正予算(第 8号)について議題と

いたします。説明をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 それでは議案第 9 号 令和 2 年度箕輪町一般会計補正予算(第 8 号)

について、健康推進課に係る部分、担当の健康づくり推進支援係北原係長からご説明申し上

げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 よろしくお願いします。補正予算(第 8 号)一般会計 29 ページ

の方をご覧ください。4 款 衛生費、保健衛生費の中の保健衛生総務費、0410 保健センタ

ー管理費になります。補正については工事請負費ということで、保健センター入って右側の

旧そうですね、お部屋の名前としては予防接種室となっておりますが、そこの部屋にエアコ

ンを設置する工事について増額、補正をお願いするものであります。こちらなんですけれど

も、新型コロナウイルス感染症地域創生臨時交付金の方を活用いたしまして、今実際保健セ

ンターの方で子どもの健診ですとか、各種事業を行っておりますが、密を避けるとか、なる

べく時間を短縮して実施するですとか、かなり工夫をして行っております。そういった関係

で保健センターの会場全館を利用して事業実施することが増えております。今、そこの 1階

の予防接種室のみエアコンがない状況ですので、そちらの方設置しまして、今後も引き続き

感染症対策をしながら実施して、利用していきたいというふうに思っての補正でございま

す。続いて、保健事業費、0417健康増進事業費になります。こちらは 30日健康トライアル

という事業の関係で 7 月、第 7 号補正の方で補正をさせていただきましたが、新型コロナ

ウイルス感染者地域創生臨時交付金分について、一般会計より国庫支出金に財源組替する

補正になります。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。質疑、ご意見をあれば出して

いただきたいと思います。松本委員 

○８番 松本委員 エアコンなんですがこれ 1 台入って工事費この 66 万なにはしになる。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 そうですね、1台を想定しております。 

○８番 松本委員 (聴取不能) 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○北原健康づくり支援係長 そうですね、保健センターの建物そうですね、設置する機種も

大きなものになりますし、あと電気工事についても相応の設備が必要になってきますので、

少しちょっと家庭でつけるのよりは少し高くなっているかと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか、松本委員。他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。それでは

討論に入ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 9 号 令和 2 年度箕輪町一般会計補正予算(第 8 号)の健康推進課にかかわる部分につ

いて、原案どおり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め可決すべきものと決定いたし

ました。その旨本会議で報告をいたします。 

それでは、次に議案第 10号 令和 2 年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第 2 号)

について審査を行います。説明をお願いいたします。課長 

○１３番 寺平委員 では、 

○柴宮健康推進課長 議案第 10 号 令和 2 年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第

2号)につきまして、担当の国保医療係小林係長からご説明申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 それでは国保 6 ページをご覧ください。歳入でございます。1 款の

0101 国民健康保険税でございますが、こちら減額しているものはコロナによる国保税の減

免のものでございます。7 ページをご覧ください。3 款の 0201 災害臨時特例補助金でござ

いますが、こちらにつきましては国保税の減免の 10分の 6が補助されますので、そちらに

つきまして国の方から財政措置されますので、計上させていただいております。国保 8 ペ

ージをご覧ください。6款、0101保険給付費等交付金の 01普通交付金でございます。こち

らの普通交付金でございますが、後ほど出てまいりますが、海外療養費がありまして、こち

らにかかった分を歳出として増額計上させていただいておりますので、同額を普通交付金

で県の支出金でいただくということで、計上させていただいております。02 の特別交付金

でございますが、こちら先ほどのコロナの減免額の財政措置としまして特別調整交付金分

といたしまして 10分の 4補助されますので、財政措置がございますので、そちらの方を増

額させていただいております。国保 9ページをご覧ください。歳出でございます。先ほど歳

入の方で申し上げましたが、4213一般被保険者療養費、4221一般被保険者高額療養費とい

うことで、それぞれ海外療養費としましてかかった分が確定しましたので、その分増額をさ

せていただいております。ご説明につきましては以上となります。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 税務課の方はいいですか。課長 

○知野税務課長 それでは、補正についてちょっと補足をさせていただきたいと思います。

先ほどこちらの補正予算の方では 7 月に国庫補助の申請が 7 月末にございまして、その時

点で 13件で 198万 1,000円の国庫補助申請をいたしました。それに伴いまして、今回補正

予算で国保税の収入の方の減を 198 万 1,000 円、それからその 6 割ということで先ほど説

明あったと思いますが、6割の 118万 8,000円が国庫補助という形で今度は歳入の増、それ

から減免の 4割が 79万 3,000円ということで、調整交付金の増という形で、今回の補正予

算に計上させていただいてございます。これは国庫補助の申請時点での金額で今回のこの

補正に計上させていただきました。先ほど唐澤議員の説明の折に触れましたけれども、今の

9月の本日現在では 21件の 321万円という形になっておりますので、来年になりまして補

助金申請の最終があると思われますので、その時点ではまた最終の数字で歳入の減、それか

ら国庫補助調整交付金の増の補正を、また 12月の議会等でさせていただく予定になるかと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは説明が終わりましたので、質問を受けま

す。質疑ありませんか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 国保の 6 ページの、今回のその減免に関する、先ほどの説明もあっ

たかと思うんですけども、ちょっと確認で、今年が減免が 78 人で、外国人が 44 名ってい

う数字。去年が 11名で外国人の内訳がちょっと聞きもらしちゃったんですけど、数字の確

認を。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○知野税務課長 今のご質問でございますけれども、このコロナの減免の関係はここに計

上させていただいたものは 13件で 198万 1,000円というものでございますが、今寺平議員

さんの質問をされましたのは国保の減免とは別の話で、社会保険に入っていた会社が解雇、

雇い止めがあって、これから国保に入るというときに、そういった解雇、雇い止めの方は国

保税の算定をするときに所得を 100 分の 30 に軽減して国保税を決めるという制度があり

ます。そのものが今年の 4 月から 8 月で 78 人で外国人が 44 名、それが令和元年の 4月か

ら 8月ですと 11人で外国人が 2名という形というもので、この軽減の制度とまた減免の制

度はちょっと違うものではございますので、お願いいたします。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 わかりました。ちょっと私の理解が間違ってて、つまり要は社会保険

に入ってておそらく派遣切りで今度は国保に移行する人数がこれだけと想定されるという、

これだけの人数がいるという数字だった。わかりました。じゃあそれを踏まえてなんですけ

ども、この手続きをするのが窓口はどちらになるのか、ちょっと基本的な税務課で手続きす

るのか、健康推進課で手続きするのかっていうのはどちらに顔出すことになるんですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○知野税務課長 この雇い止め、解雇になって国保税に加入するときの関係でございます
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けども、それも税務課の窓口の方で、ハローワークの離職票の書類を持参いただきまして、

それで解雇等確認いたしまして、国保に加入するときの所得を軽減して課税するという関

係で、税務課の窓口の方で行っております。それから国保のコロナの減免の関係ですけれど

も、こちらも税務課の窓口に収入の減となることがわかる書類を持って来ていただきまし

て、こちらの方で算定承認をいたしまして、減額するという形でやっておりますので、どち

らも税務課の窓口の方で受け付けております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 最後すみません、さらにそれを踏まえてなんですけれども、要は国保

税に転換する、非常に恐らく生活に困っているであろうということが予測されてる人数だ

と思うんですけど、簡単に言うとそのフォローの体制っていうのは税務課と健康推進課で

連携する必要があるかと思うんですけど、現状の取り組みと、要は基本的に昨年起こってし

まった八乙女の外国人の一家心中、これを何とか第 2 の一家心中を起こすことは許されな

いというか、何とかそれを予防したいという中で、自分から困ってるって言う人はなかなか

いないと思うんで、やっぱこういうちょっとした、ちょっとはしてないと思うんですけど、

そういう国保税、そういったその届け出のタイミングで兆候を感じ取るというのが必要か

と思うんですけども、さりとてこっちから困ってますかなんて言えないもんですから、例え

ば国保税切り替わった段階で先ほど国保の何て言うんですか、健康診断の受診勧奨みたい

な理由でちょっとアプローチするとか、そういった連携というかもちょっと必要かなと思

うんですけど、何か取り組みとかそういったものがあるのかどうか、とりあえず減免を受け

付けて今終わっちゃってる状態なのか、どんなような取り組みがありますか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 コロナ関係だけではなくって、やはり税とか、他の料金だったりとか、

住宅使用料だとか、色々な料金の関係の方からは、例えば水道が停止するとか、色々なとこ

ろで連携はさせていただいて、例えばそれが健康面だったり、精神面だったり、そういった

ところは私たちがフォローに入ります。あと、金銭的なところはやはり現状では社協の関係

に頼るところが多くて、そういったところで小口の貸付だったりとかをして対応をしてい

るというところが多いんじゃないかと思います。あと、外国人に関しては今総務課の方でも

住環の方で窓口を何回かやっていていただいて、大勢の方がね、相談に見えていらっしゃっ

て、それぞれがやはりその方それぞれに違う、いろんな部署で対応をさせていただいている

っていうところです。なので、コロナに関してはちょっとよりアンテナを高くしなきゃいけ

ないなとは思っているところなんですけれども、連携をとっていくっていうところだと、困

りごと相談票を今年つくりました。各課で、やはり皆さんなかなか役場に言いづらいとか、

敷居が高いって意見もあって、とりあえず何かのね、きっかけとしてそういった困りごと相

談票を活用していくというところで対応をまた強化していきたいと思っているところです。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。係長 

○北原健康づくり支援係長 今の件につけ足すんですが、国保加入時は国保の窓口の方に
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お見えになります。同じように解雇された場合でも国保に加入すれば窓口にお見えになり

ます。通常その国保の事務的な手続きについては国保医療係の方で行いますが、加入された

方は全員保健師の面談をすることになっております。ですので、窓口のところで体調ですと

か、受診状況だとか、その時もちろん健診のご案内もしますし、現在医療の状況を確認させ

ていただきます。その中で、やはり精神的な寝れないですとか、そういったところはきちん

とキャッチをするようにしておりまして、地区の担当の保健師の方でフォローするという

ようなことも実際行っておりますので、補足させていただきます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に。入杉委員 

○６番 入杉委員 生協と労協でやっている SOSとの連携はどのようになってますでしょ

うか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○柴宮健康推進課長 SOS、正式名称知らなくてすみません、そこで相談会やっているとこ

ろに役場で一緒に出席をさせていただいたりして役場で出来ることの支援には関わらせて

いただいているんですが、実際には随時よく連携をしているというわけではなくて、ただそ

こからやはり町で健康推進課で健康面で支援とか、あと国保の保険料のことで相談とか、そ

ういった話は来ますので、そこで随時の連携をとるって形にはさせていただいております。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。入杉委員 

○６番 入杉委員 それと毎回やっております中でやはりほぼほぼ 8 割以上が外国人の方

の対応ですので、そこで解決できるわけではないので、必ず行政の方に相談をという案内も

したりしてると思いますので、ここの連携と困り事相談室との連携でやっていただければ

いいかなというふうに思いますけど、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。それでは

討論に入ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 10 号 令和 2年度箕輪町国民健康保険特別会計補正予算(第 2 号)について、原案どお

り決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め原案どおりに可決すべきものと決

定いたします。その旨本会議で報告いたします。 

それでは次に、議案第 11 号 令和 2 年度箕輪町後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1

号)の方について審査を行います。説明をお願いいたします。課長 

○柴宮健康推進課長 それでは、議案第 11号 令和 2年度箕輪町後期高齢者医療特別会計

補正予算(第 1号)につきまして、担当の国保医療係小林係長から説明申し上げます。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○小林国保医療係長 後期の 6ページ、7ページをご覧ください。歳入でございますが、こ

れ前年度からの繰越金がございましたので、そちらの方を歳出としまして保険料の負担金

の増額として充てさせていただいております。ご説明につきまして以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。質疑を行います。質疑ありま

せんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 質疑がないようですので質疑を終了いたします。

討論を行います。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 11 号 令和 2 年度箕輪町後期高齢者医療特別会計補正予算(第 1 号)について、原案ど

おり決定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め可決すべきものと決定いたし

ました。その旨本会議で報告させていただきます。以上で健康推進課にかかわる審査を終了

いたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 学校教育課の審査に入る前に先ほど保留になって

いた国民健康保険税の不納欠損の説明をお願いいたします。税務課から。係長 

○平出住民税係長 よろしくお願いいたします。先ほどの委員会の中で小出嶋委員長さん

からの質問で国民健康保険税現年課税分の不納欠損額 11万 600円につきまして、内容はど

のようなことということで、その内容につきましてご説明したいかと思います。こちらにつ

きましては内容としまして財産のない方の分になりまして、どうしてもどうしようもない

内容になってきましたので、基本的には現年分を不納欠損することはございませんが、今回

はどうしようもないというところで不納欠損をした形の分になりますので、お願いいたし

ます。以上でございます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 わかりました。ありがとうございました。 

【健康推進課 終了】 

⑤学校教育課 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは休憩に引き続きまして審査を始めます。

次は学校教育課にかかわる審査に入りたいと思います。 

それでは、まず最初に議案第 1 号 令和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定につい

ての学校教育課にかかわるものについて説明をお願いいたします。課長 

○三井学校教育課長 それでは、お手元に独自の資料を準備させていただきましたので、こ

ちらに基づきまして担当の係長よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 
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○井上教育総務係長 資料の方、お配りさせていただきました。すみません、今なかった委

員さんにつきましては申し訳ございませんでした。すみません、お手元にお配りさせていた

だきました令和元年度決算常任委員会委員審査説明資料の方をご覧いただきたいというふ

うに思います。おめくりいただきまして 1 ページをご覧いただきたいと思います。初めに

歳入の関係になりますけれども、非常に項目多くございますので、主な部分ということでち

ょっとかいつまみながらご説明の方させていただきますのでご了承いただきたいと思いま

す。資料ですけども、1番左側にですね、決算書のページということで既に決算書の方配ら

れていますが、そちらと紐づくような形で資料の方つくっておりますので、よろしくお願い

いたします。初めに 14款 2項 3目 民生費負担金の関係でございますけれども、1,186

万 8,800円の収入ございました。内容ですけども、学童クラブの保護者負担金、現年度分過

年度分という形になります。令和元年度ですけれども、不納欠損を行わさせていただきまし

た。64 万 3,800 円になりますが、こちらにつきましては後ほどですね、未納金調書の関係

でご説明の方させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。続きまして

16款 2項 10目 教育費国庫補助金の関係でございますが、ご覧の内容になっておりま

すが、内容ですけれども、特別教育支援就学援助費ですね、の関係の国の収入、また理科振

興備品関係の収入、また学童クラブの関係なりますが、子ども・子育て支援事業交付金、ま

た昨年度は北部教室の改築の方行っています。この関係の施設整備交付金ということで収

入ございました。収入といたしましては 1,331 万 8,000 円という形なります。教育総務費

の関係の補助金ですけれども、当初の予算上はですね、6,707万 1,000円ということで予算

の方計上させていただいておりますが、こちらについては情報通信ネットワーク環境施設

整備費補助金の関係です。GIGA スクール構想の関係になりますが、各学校の方の Wi－Fi

だとかネットワークの整備の補助金の関係ですが、まだ事業の方継続しておりますので、令

和 2年の方へ繰り越しの方行っておりますので、よろしくお願いいたします。続きまして、

関連して、教育費国庫補助金の繰越明許分になりますが、6,081万 3,000円の収入ございま

した。こちらにつきましては平成 30年度からですね、事業の方繰り越しいたしまして、冷

房設備のエアコンですね、の設置の方行いました。平成 30年の国の補正を受けまして設置

しているものでございまして収入がございました。続きまして 17款 2項 10目 教育費

県補助金の関係でございますけれども、1,253万 2,000円の収入がございました。内容です

けども、子ども・子育て支援事業交付金、施設整備交付金ということで学童クラブの関係の

先ほどご説明しました国の補助金の 3分の 1、別の部分に当たりますが収入の関係でござい

ます。1枚おめくりいただきまして 2ページをご覧ください。19款 10項 10目の教育費

寄附金の関係ですけれども、52 万 6,692 円の収入ございました。内容ですけれども、ロー

タリークラブさんの方からですね、図書の購入の関係の寄附、また株式会社コマツ、コマツ

協力会様、還暦会の皆様から寄附の方をいただきまして、中学校の教育振興費の関係へ充当

させていただいております。続きまして 21 款 1 項 1 目 繰越金の関係ですけれども、

660 万 7,000 円の繰り越しを行っております。こちらにつきましては空調設置工事の関係
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の国の補助金、起債の充当の補助残の関係を一般会計の分から繰り越して充当の方してお

ります。続きまして 23款 1項 10目 教育債の関係でございますけれども、170万の収

入の方がございました。学校教育施設等整備事業債ということでトイレの整備、工事の設計

の方を行いました。実際の工事の方は今年度行っておりますが、設計業務委託の関係の事業

になります。こちらの方は緊急防災減災事業債を活用いたしまして実施の方を行いました。

そちらの収入の関係でございます。合わせて、こちらの教育債の関係で 6,640万の予算を計

上しておりましたけども、ネットワーク環境施設整備の関係の、先ほど国の補助金の説明い

たしましたが、こちらの補助裏の起債借り入れ分ですけれども、事業まだ継続しております

ので、繰り越しの方を行っておりますのでご承知おきください。関連しまして教育債の繰越

明許分になりますけれども、学校教育施設等整備事業債ということで、小中学校のエアコン

整備工事の補助裏に当たります起債、また継ぎ足し単独起債の関係の収入の方がございま

して 2 億 3,610 万円の収入となっております。歳入につきまして主なものについては以上

のとおりになります。続きまして 3ページになります。歳出の関係をご説明の方、させてい

ただきたいと思います。歳出も非常に項目多いですので、主な部分についてご説明させてい

ただきます。初めに 0232になりますが財産管理費の関係でございます。13節 01細節 委

託料の関係ですけれども、72 万 4,792 円の支出を行いました。中学校建物管理業務委託の

関係ですけれども、中学校の戸締まり、点検巡視といったあたりを今シルバー人材センター

さんの方にお願いしておりまして、そちらの方の支出となっております。続きまして 1001

教育委員会費の関係ございます。こちらですけれども、町教育委員会の運営に関する事業費、

また教育委員さんの報酬だとか、教育長の給与といったものをこちらから支出を行ってお

ります。合計いたしまして 1,427 万 3,187 円の支出を行っております。支出については前

年度と大きく変わっておりませんので、内容についてはこちらの内容でご確認いただきた

いと思います。1枚おめくりいただきまして 4ページをご覧いただきたいと思います。続い

て 1002 事務局費の関係でございます。こちらの事業からは小中学校全体に係りますもの、

また学校教育課の全般の事業費ということで支出の方を行っているものでございます。初

めに、01節 03細節ですけれども、非常勤職員報酬ということで、5,729万 8,362円を支

出の方行いました。主な非常勤さんの内容ですけども、学校教育指導主事だとか、情報教育

活用支援員ですね、特別支援教育支援員、また管理係の非常勤職員、庁務さんになりますけ

ども、そういった皆さんの非常勤報酬を支出の方を行っております。続きまして 08節 01

細節 報償費の関係でございますけれども、107 万 6,175 円の支出の方を行っております。

内容はご覧のとおりですけども、昨年度寺子屋学習の関係の講師の謝礼ということで 39万

8,670円の支出を行いました。例年こちらの方の寺小屋教室についてはですね、利用状況が

非常に多くなってきているというところもある中で、昨年度、令和元年につきましては参加

した児童生徒数の人数に対して増額をするような形での配分を行ったところでございます。

続きまして 13節 01細節 委託料の関係でございますけれども、3,758万 5,806円の支出

の方を行いました。内容ですけれども、英語教育支援業務ということで、ALT の各学校へ
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の派遣、また長寿命化計画の策定業務ということで現地の耐力度の調査の方を行っており

ます。また、通学路の伐採業務ということで、これは 3年目になりましたけれども、上古田

から一ノ宮に抜けますところの通学路がですね、非常に木が茂っているということで継続

して伐採の方行ってきまして、令和元年が最終年という形なりましたけれども、事業の方を

行っているというところでございます。また、令和 2 年の方へ繰越明許ということで 850

万になりますが、明許繰越させていただきました。内容ですけれども、先ほど歳入の場でも

ご説明いたしましたが、GIGA スクールの関係のネットワーク整備工事の関連します設計

業務、また管理業務、設定業務といったような委託料の関係を繰り越しの方行っております。

続きまして 15 節 01 細節の工事請負費の関係ですけれども、29 万 7,000 円の支出の方を

行いました。内容はご覧のとおりですけども、先ほどのすみません、委託料の関係と関連し

ますが、工事費ということで 1 億 3,171 万 5,000 円の繰り越しを行っております。先ほど

と同じネットワーク整備工事の関係の繰り越しになっております。19節 03細節 交付金

の関係でございますけれども、450万円の支出の方を行いました。こちらにつきましては学

校教育振興交付金ということで各学校の方へ配分しているものでございます。内容につい

ては後ほど資料が別でありますのでご説明の方させていただきたいと思います。合計いた

しまして 1 億 6,509 万 1,391 円の支出の方を行っております。続きまして 5 ページをご覧

いただきたいと思います。1003 教職員住宅管理費の関係でございますけれども、こちらの

事業からは教職員住宅の維持管理に係る費用の方を支出しております。主なものですけど

も 15 節 01 細節の工事請負費の関係でございますけれども、217 万 8,000 円の支出を行

いました。こちら 9月補正で予算を計上させていただきまして、教職員住宅、上古田住宅に

なりますが、解体工事を行っております。こちらについては屋根の方がですね、劣化してし

まっていまして、施設監査の際に指摘されている部分になりますので、補正予算の方で対応

させていただきました。合計いたしまして 321 万 2,307 円の支出の方を行っております。

では、おめくりいただきまして 6ページをご覧ください。続きまして 1005の小学校管理費

の関係でございます。こちらからは小学校施設の維持管理、また備品購入、消耗品の購入と

いう形の費用等を行っております。初めに 01 節 03 細節になります非常勤職員報酬の関

係ですけれども、2,077万 1,013円の支出を行いました。内容ですけれども直接小学校に属

します学校の事務の先生方、また司書、日本語指導補助員、また学校医等の報酬をこちらの

方から支払しております。続きまして 11節 06細節の修繕料の関係ですけれども、446万

6,990円の支出を行いました。主な内容はご覧のとおりですけども遊具だとか、プールのろ

過機、滅菌機、また中部小になりますけどトイレの防水工事、また各学校の黒板の修繕、照

明の修繕、また消防設備の修繕といったものの支出の方を行っております。続きまして 13

節 01 細節の委託料の関係です。945 万 9,338 円の支出を行いました。主な委託料の関係

ですけれども、ネットワーク機器の取替の業務委託、またトイレ整備工事の設計業務委託、

こちらは小学校分になります。また、児童の健康診断だとか、先生方の健康診断、また設備

保守点検等をこちらの方から支出の方を行いました。続きまして 15 節 01 細節 工事請
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負費の関係ですけれども、1,537万 396円の支出の方を行いました。主な内容ですけども東

小学校の雨漏りの修繕工事、また北小学校プールのろ過器の炉材の交換工事、西小の高圧電

源の設備改修工事、また西小の理科室の空調設置工事といったような辺りを主なものとし

て行っております。以上 8,793 万 9,785 円になりますが、こちらの方の方から支出を行っ

ております。続いて 7 ページになります。今ご説明いたしました小学校管理費の関係の繰

越明許分の支出の関係でございますけれども、合計いたしまして 2 億 1,286 万 6,900 円の

支出の方を行いました。平成 30年からの繰り越しの工事になりますけども、空調設備の設

置工事の方を行いました。5月の中旬ぐらいからですね、遅くても 7月の半ばまでには各学

校の方に空調の方、設置が終わりまして昨年の夏になりますが、夏に向けたエアコンの使用

ができたというような状況でございます。おめくりいただきまして 8 ページをご覧くださ

い。続きまして 1010になります。小学校教育振興費の関係でございます。こちらの事業か

らは小学校の授業だとか、学習活動に係ります費用の方を支出しております。初めに 11節

の 01 細節の消耗品の関係でございますけれども、2,120 万 5,093 円の支出の方を行ってお

ります。内容ですけども、教育振興に係ります消耗品だとか、児童の図書の購入費という形

になります。昨年はですね、今年の令和 2 年の 4 月からになりますが、新しい教科書の方

を使う関係で年度の途中で 12月と 3月に補正の予算を計上させていただきましたが、教職

員の先生方の指導書、また教科書といったものを購入しておりますので、若干増という形に

なっております。続きまして 13節 01細節の委託料の関係です。364万 3,237円の支出の

方を行いました。昨年度から新規の方で事業を行いました標準学力調査と実施業務委託を

こちらの方から支出の方を行っております。小学校 5 年生以上ですね、小学校でいいます

と 5年生、6年生になりますが、4教科になりますけれども、民間の学力分析の調査の方を

委託しまして、各それぞれの児童さんの学力状況を把握するための事業を実施しておりま

す。続きまして 14 節 01 細節の使用料の関係です。合計いたしまして 2,205 万 1,692 円

の支出の方を行っております。内容ですけれども、デジタル教科書のライセンス使用料、ま

たタブレット端末等 ICT 機器等のリース料、また情報通信機器、公務端末のリースといっ

たものをこちらの方から行っております。昨年度ですけれども、タブレットということで北

小学校、東小学校、南小学校の方へそれぞれ北小学校でいいますと 35台、東小の南小には

15 台ですかね、端末の方導入しております。続きまして 20 節 01 細節の扶助費の関係で

すが、848 万 3,344 円の支出の方を行いました。内容ですけれども、特別支援の就学奨励

費、また準用保護の就学援助費といったものを支出しております。以上合計いたしまして

6,305 万 975 円の支出の方を行っております。続きまして 9ページになります。1015の小

学校給食費の関係でございます。こちらの方からは小学校の給食調理員の人件費だとか、備

品購入費といったものを支出しております。13 節 01 細節の委託料の関係ですけれども、

3,609万 3,134円の支出の方を行いました。内容はご覧のとおりですけども、こちらの項目

から中部小学校、北小学校の給食調理業務委託ということで 3,357 万 2,196 円の方を支出

しております。続きまして 15節 01細節になります。工事請負費の関係でございますけれ
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ども 157 万 4,060 円の支出の方を行いました。温水ボイラーの取替工事、また調理室の床

の改修といったものを行っております。18節 01細節ですけれども、備品購入費の関係で

156万 4,920円の支出を行いました。西小学校のランチテーブル、また立体炊飯器、調理台

といったものをこちらから購入しております。続きまして 22節 01細節の補償・賠償から

ですけれども 6 万 7,696 円の支出の方を行いました。学校臨時休業補償料ということで 3

月になりますけども、国の要請に基づきまして臨時休業を行うことになりました。その急遽

臨時休業を行うことになった関係のパンだとか、麺だとか、既に発注している分の加工賃に

ついて、こちらの方支出の方を行っているというところでございます。合計いたしまして

9,532 万 3,007 の支出の方を行いました。おめくりいただきまして 10 ページをご覧くださ

い。続きまして 1045になりますが中学校管理費の関係でございます。こちらの方からは中

学校施設の維持管理、また備品、消耗品の購入費用を支出しております。初めに 01節 03

細節の非常勤職員の報酬ですけれども、1,438万 4,707円の支出の方を行いました。中学校

に関します補助教員、また事務職員、司書、養護教諭、また学校医等の報酬の方を支出して

ございます。11節 06細節の修繕料の関係でございますけれども、202万 240円の支出の

方を行いました。内容ですけれども、黒板の修繕、ビニールカーテンの設置、またスピーカ

ーの取替といったものを支出しております。続きまして 13 節 01 細節の委託料ですけれ

ども 314 万 6,752 円の支出の方を行いました。トイレの整備工事の設計業務委託、また生

徒の健康診断、職員の健康診断、また設備保守点検等をこちらの方から支出しております。

15 節 01 細節の工事請負費の関係でございますけれども 406 万 4,510 円支出の方を行い

ました。主なものですけども、校内の内線電話の増設工事、またカーテンレールの取替工事

といったようなものを支出しております。合計いたしまして 4,212 万 9,240 円の支出の方

を合計して行っております。ページのすみません、下段になりますけれども、今のすみませ

ん、中学校管理費の関係の繰越明許分がございます。支出の合計ですけども、8,936万 300

円の支出の方を行いました。平成 30年から繰り越しいたしました空調設置工事に関します

工事費と管理業務委託分になりますけれども、それの中学校分の支出の方を行っていると

ころでございます。続きまして次のページになりますが 11 ページですね、1047 になりま

す。中学校教育振興費の関係でございます。こちらからは中学校の授業、また学習活動に関

します費用の方を支出しております。初めに 11 節 01 細節の消耗品費の関係でございま

すけれども、560万 1,295円の支出を行いました。こちらからは教育振興の消耗品、または

図書の購入費といったものを支出しております。先ほど歳入の方の関係でロータリークラ

ブさんからの寄附いただきましたが、こちらの図書購入費の方へ充当させていただきまし

た。13節 01細節の委託料の関係ですけれども、810万 1,076円の支出の方を行いました。

主なものですけれども大型提示装置の設置業務委託、こちらにつきましては 3 年生の教室

になりますが、7教室へ大型提示装置の設置いたしました。また、小学校の方でご説明しま

したけども標準学力調査を実施いたしました。中学につきましては 2 年生と 3 年生につい

ては英語が足されますので、1 年生は 4 教科、2、3 年は 5 教科ということで実施の方をし
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ております。14節 01細節 使用料の関係です。924万 291円の支出の方行いました。主

なものですけれども、デジタル教科書のライセンス使用料、またタブレット端末等の ICT

機器リース料、情報通信機器のリース料とこちらの方から支出しております。タブレット端

末につきましては昨年度タブレット 120 台導入というか、更新をしているところでござい

ます。続きまして 20節 01細節 扶助費の関係ですが、667万 1,661円支出の方を行いま

した。特別支援の生徒さんの就学奨励費、また準用保護の就学援助費を支出の方行っており

ます。以上事業の方合計いたしまして 3,571 万 5,203 円の支出の方を行いました。おめく

りいただきまして 12 ページをご覧いただきたいと思います。続きまして 1049 になります

が中学校給食費の関係です。こちらからは中学の給食調理員さんの人件費、また備品購入等

を行っております。事業から合計いたしまして 2,168万 3,795円の支出の方を行いました。

前年度と大きく変わっておりません。内容につきましてはまたこちらの方をご覧いただき

たいと思います。続きまして 13 ページになります。1071 学童クラブの運営費の関係でご

ざいます。こちらからは学童クラブの運営、施設整備に係ります費用の方を支出しておりま

す。初めに 01 節 03 細節の報酬の関係ですけれども、2,517 万 51 円の支出の方を行いま

した。内容ですけれども指導員報酬ということですけれども、現在全部の小学校区 5 教室

開催しております。合計で 18人の方、指導員いますけれども、そちらの方と、代替分とい

うことでこちらから支出の方を行っております。続いて 15 節 01 細節になりますが工事

請負費の関係です。2,012万8,000円の支出の方を行いました。内容は北部教室の改築工事、

また東部、南部教室へ空調設置の方行いました。北部教室につきましては委員会、常任委員

会さんの方で現場の方見ていただいたとおりですけれども、改築の方を行って、教室の方が

2区画できたということで、非常に広くなったというところでございます。事業費合計いた

しまして 5,123 万 2,135 円の支出の方を行っております。歳出につきましては以上のとお

りです。そうしましたら 1ページ、また 1枚おめくりいただきまして 14ページをご覧いた

だきたいと思います。決算の関係の補足説明という形なりますが、決算書で言いますと 94

ページに該当する形になります。学童クラブの負担金の関係の未納金調書いうことですけ

れども、先ほど歳入の方でもご説明の方させていただきましたが、今年度不納欠損の方を行

いました。64万 3,800円の不納欠損という形になりますが、地方自治法の第 236条第 1項

で規定されておりますけれども、5年間の消滅時効ということで、不納欠損の方させていた

だきました。収入につきましては合計しまして 7 万 4,800 円の収入ございまして、欠損の

分を差し引きますと、未収金としては 9 万 1,400 円という形になります。現年度分ですけ

れども、収入額ですけれども、1,179万 4,000円の収入がございまして、未収金 2万 5,000

円が残ったということで、未収金合計をいたしまして 11万 6,400円という形になっており

ます。先ほど不納欠損の状況ですけれども、大きく三つの理由にわかれる形になりました。

生活困窮ということで内容ですけれども、母子、父子家庭といったこと、また準要保護世帯

であると、これ学童クラブは利用料が準要保護だと免除になりますので、そのあとに準要保

護になったと、そういうような形になりますけども、全部で 9 人の方がいらっしゃいまし
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た。また②番ですけども、納付義務者が亡くなられた、または居所不明になってしまったと

いうことで外国人さんにあるのかなと思いますが帰国されてしまった、また県外の方へ転

出されていて住所が追えない、また保護者の方が亡くなられてしまったと、そういうような

形で 4 件ございました。三つ目ですけども、消滅時効かつ納付の見込みがないということ

で 3人の方いらっしゃいましたが、こちらについては平成 22年よりも以前の方になります

けれども、既に義務教育ですね、が終了していまして、5年の時効が経ってしまっていると

いうことで 3 人の方がいらっしゃいました。合計しまして 16 人の方が対象になっている

と、そういった状況でございます。続きまして 15 ページをご覧いただきたいと思います。

学校振興交付金の関係の主な内容の説明の資料になりますので、添付の方させていただき

ました。学校振興交付金ですけども、各学校の校長先生がですね、採用におきまして学力向

上、指導力向上、魅力ある学校づくりの大きな三つに分けまして、それぞれの取り組みに活

用していただくようなことを目的として、交付の方しているものでございます。内容はすみ

ません、ちょっと個別にそれぞれありますのでご覧のとおりで見ていただければと思いま

すが、それぞれの活動に有効に活用されていると、そういった状況でございますので、ご報

告させていただきます。最後のページになりますが 16ページをご覧いただきたいと思いま

す。決算書でいいますと 79ページ以降になりますけれども、財産に関する調書ということ

で、学校教育課に係ります部分のご説明の方させていただきたいと思います。決算書で言い

ますと 80 ページになりますけれども、1 番の公有財産の関係ですが、先ほど歳出の決算の

方でもご説明させていただきましたが、教職員住宅、上古田住宅を取り壊しました。こちら

については建物の非木造ということになりますので、教職員の欄から 58.57 ㎡が減という

形になっておりますので、またご覧いただきたいと思います。続きまして 85 から 87 ペー

ジまでになりますが、2番の物品の関係でございます。ちょっと細かい内容ご説明いたしま

せんけれども、20 万円以上の取得価格になります重要物品の区分の増減という形になりま

すので、またご覧いただきたいと思います。最後になりますが、決算書で言いますと 88ペ

ージから 89 ページになります。3 番の基金の関係でございますが、学校教育課の方では基

金三つございます。(6)になりますが、米山教育振興基金ということで残高 2,033 万 6,604

円、(7)やまと教育振興基金ということで 904万 1,439円、(9)大下宇陀児教育基金というこ

とで 100 万円それぞれ残高ございます。ご覧のとおりの内容でございますので、またご確

認いただきたいと思います。以上駆け足になりますけれども学校教育課にかかります決算

についてご説明の方させていただきました。以上になります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。質疑に入るわけですけれど

もここで暫時休憩をさせていただいて、昼食のため暫時休憩をさせていただきたいと思い

ます。午後に質疑の方から始めたいと思いますので、お願いいたします。午後 1時からとい

うことでお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは午前中に引き続きまして、学校教育課に

かかわる部分の審査を始めたいと思います。さきほど議案第 1 号について学校教育課から
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説明をいただきましたので質疑から入ります。質疑ありませんか。 

○５番 唐澤委員 唐澤委員それじゃあ早速であれですが、説明資料の 10ページですかね、

(聴取不能)学校管理費で非常勤職員のところがあるんですが、養護教諭1名、中学ですよね、

養護教諭 1 名ということなんですが、これは非常勤で複数配置でしたっけ。その辺ちょっ

とお伺いします。係長 

○井上教育総務係長 児童生徒数によって県費の方の養護教諭の先生来ます。中学は 1 人

県費がいまして、その県費に対して、また町費としては 1人加配という形になってますね。

以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 そうすると 2 人ですか。そうですか。コロナの問題もありますしね、

色々こちらの方、どうなってるかあれですけど、養護教諭を加配なりで付けるということが

大事だと思いますけど、2人で足りてるんですね。私ちょっと理解ではそもそも県費含めて

養護教諭を複数配置の、中学校大きいもんだからね、大きい中学校なもんですから、上伊那

で 2 番目ぐらいの大きさなんだから、多分養護教諭複数配置になっていて、それにさらに

加配しているのかなって思ったんですけど、そうじゃないんですね。わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 それでは、お配りいただきました資料の 6 ページの小学校管理費の

修繕料ということで 446 万 6,990 円なんですけども、修繕についてはそこの説明に書かれ

たとおりだと思うんですけど、例年一定程度修繕が必要ということで、今後校舎もだんだん

古くなっていてもうあちこち修理しなきゃいけない、建て替えるお金は多分ないと思うん

ですけども、今後今年までこの修繕が終わって、令和元年度における主な修繕点と積み残し

になってる、今後これやんなきゃいけない、残っちゃっているというのがあれば、お知らせ

いただきたいのが 1点と、もう 1点なんですけども、15ページの事業実績概要の中の例年

行われてる能代市研修についてなんですけども、恐らく今年はちょっと実施できてるのど

うかなんですけども、令和元年に、去年もちょっとお尋ねして、能代市ですね、今後見直す

可能性があるっていう答弁をいただいたんですけど、令和元年度における能代市研修の成

果と今後の方向性というか、今考えてるとこありましたらお尋ねしたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 お願いします。係長 

○井上教育総務係長 修繕料につきましてですね、6ページの修繕ですけれども、こちらに

ついては修繕費なので概ね 50万以下ぐらいの修理にかかるものを予算の方の計上しており

ます。大体大規模改修という形になるとすれば 15 の 01 工事請負費の方に計上していると

いう形になってきます。なので、ここに載ってくる修繕についてほとんどは学校の方からで

すね、ここを直したいということで希望があったものについて計上をしているという形に

なります。今後ですけれども、監査委員さんからもですね、指摘されてる事項もありますし、

今策定途中ですけども長寿命化計画を策定途中です。また、どこかのタイミングで議会の皆

様にっていう形になるんじゃないかなと思いますが、その中でその建物だったりだとかの
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ですね、耐力度というものを計測をしました。耐力度に応じてその建物をもうちょっと長く

使っていくことになるのか、もしくは色々手を加えてもそこまで長く使えるようなもので

ないとすれば建て替えということも含めて、今後それを計画立てていくという形になるか

というふうに思っております。今年度予算で予算計上しているものにつきましては、今粛々

と実施しているというところですけれども、どちらかというと大規模改修に当たる部分と

いうのは今なかなか手がつけられていなくって、例えばエアコンの設置だとか、トイレの増

設とか、洋式化とか、そういうようなところをどちらかというとやっているという全体的な

流れにはなっていると、そんな状況になっております。以上です。能代市の研修の関係です

けれども、令和元年度につきましては、この振興交付金の方活用させていただいて、先生方

には行っていただきました。能代市からですね、こういった形での視察が非常に多くあると

いうところもあって、先方さんにも結構業務的にも負担になってるというところもありま

して、能代市の方からですね、そろそろちょっと視察という形で定期で受入するのはそろそ

ろ期間としてはというようなちょっと申し入れの方がありました。今年度を持って、令和 2

年度を持って能代の視察は一旦終了という形を計画立てておりましたが、このコロナの関

係がありまして、今度次の教育委員会の定例会において、能代市との情報交換会というのを

オンラインでやる予定でおります。それをもって、能代の視察は一旦はここで区切りを迎え

ると、そんなような計画を立てているところでございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 寺平委員 

○１３番 寺平委員 能代市の研修については今年が最後ということで、ある程度検証も

必要かと思うんですけど、成果と検証みたいなのも、ちょっとこれ決算から外れちゃうんで

すけど、方向性としてはせっかくやったものですので、また検証していただければと思いま

す。これ意見で申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 資料の 4 ページ、英語教育支援業務が 2,966 万ほどあるんですけれど

も、これは外国人講師と英語遊びと両方合わせての金額ですよね。長いことこの英語教育や

ってきておりますけれど、そろそろその学校教育課としての指針といいますか、新しく

GIGA スクール構想入ってきておりますので、そろそろこの英語教育のシステムを使った

教育を見直していくという考えはないのか、ちょっとお聞きしたいんですけれど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 英語の教育支援業務の関係については、現状としてはネイティブラ

ンゲージの講師の方を派遣していただいてるという形になっています。今、保育園の方には

この令和元年としては 1 人、あと小中学校については 4 人の方が来ていただいてるという

形になっております。令和 2 年の 4 月からですね、学習指導要領が変わりまして、小学校

についても、教科化だったりという形になってきています。そうしますと小学校の方でも担

任の先生が英語を教えるというようなカリキュラムが課せられていると、そういったとこ

ろもありまして、そういった英語の先生、英語の先生といいますか、担任の先生がここで初
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めてというかですね、小学校になって初めて英語が取り入れられるので、授業として教える

という形になってきています。そこを移行の期間ももちろんあったわけですけれども、どう

しても初めて授業を持つというところ、授業を教えるばっかりではなく、子どもたちも評価

するというところについても非常に先生たちは不安を抱えているというところもありまし

て、それが先生たちのスキルが身についてきて、かつ我々の方の求める英語の授業の内容に

なってきたというところであれば、その英語の授業の中に深く入り込んでいただいて、支援

していただくというような委託の部分は見直していく必要があるじゃないかなというふう

に考えていますけれども、やはり何て言うんでしょうね、日本人がしゃべる英語とネイティ

ブランゲージとやっぱりちょっと違いがありましてですね、そういう違いがあるというと

ころを子どもたちも身に付くかどうかちょっとまたあれですけれど、知りつつ、それにこう

慣れていくという形においては、そういうネイティブの皆さんを派遣していただくという

ところはやはり必要なとこなんではないかなというふうに考えていますが、教科化になっ

てる部分がどういう形で進んでいくかというところも踏まえて、今後見直しに入る必要は

あるかなという認識にはいるところでございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 私ネイティブの発音とか、ネイティブの感覚を得るために外国人講師

をね、取り入れていくってことはもうちょっと増やしてもいいかなくらいに思っておりま

すけれど、もっと英語システムといいますか、それを見直した方がいいんではないかってい

うことですね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 英語システムというのはあれですかね、先ほど GIGA スクールのご

質問も先ほどいただきましたので、パソコンを使った英語の授業の仕組みと、そういうよう

な辺りのお話をされてるってことですかね。 

○６番 入杉委員 (聴取不能) 

○井上教育総務係長 あれですかね、今ですね、英語の教育支援業務については、エー・ト

ゥー・ゼットというような会社に委託の方をしています。エー・トゥー・ゼットの方に委託

している部分の大きく切り分けて二つあるんですけれども、一つはその ALTの皆さんを派

遣していただくというところ、後はその英語の授業ですね、それが前までは教科化になる前

は教案といいまして授業 1 時間にはどういうところを教えるんだというようなところをカ

リキュラム立てているものが今まではなかったというところもありまして、そこをエー・ト

ゥー・ゼットの方に受けていただいていたという経過があります。先ほどもご説明したとお

り、今年の 4 月からはそれが小学校について教科化になっているというところもありまし

て、エー・トゥー・ゼットさんがですね、目指すべきもの英語のスキルっていうのは文部科

学省の方で示している学習指導要領よりももうちょっと高いところを実は目指しています。

先生方のちょっと教える部分のスキルを身につけるというところも含めて、エー・トゥー・

ゼットさんが今関わっていただくことによって、先生方の教えるスキル、評価するスキルと
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いうのも移行期間も含めてになるんですけど、今身に付けていただいているという状況だ

と思います。ですので、一旦はその先生方の教えるスキルというかをどのくらいになってい

るかというところも含めて、先ほどお話したエー・トゥー・ゼットさんに二つの側面があり

ますけども、その授業を組み立てるというところは委託を今後どうしていくかっていうと

ころは見直しの機会が必要かなとそういうふうに考えています。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。松本委員 

○８番 松本委員 資料の 4 ページの委託料のとこなんですが、適応指導教育のパカパカ

塾なんですが、これ内容はどのような指導か教えていただきたいんですけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 パカパカ塾さんについては今一の宮の地籍になりますかね、木下一

の宮の方にあります。どうしてもですね、学校に馴染めない、もしくは学校に足が向かない

ようなお子さんに対して、中間教室が今ありますけれども、中間教室にもうまく馴染めない

というお子さんも実はいらっしゃいます。その中で、パカパカ塾が今やっている内容がです

ね、ポニーを飼育しているわけですけども、そのポニーを飼育するというところを経験して

いただく中で社会に順応すると、そういったようなところの取り組みをされているんです

けれども、ここで我々の方が委託しているというところはそういうところに足が向くお子

さんについてはパカパカ塾の方で面倒を見ていただきながら、要はそのお子さんが出席し

たかしないか、出席の単位としてとれるかどうかというようなところ、出席日数っていうん

ですかね、にカウントできるかどうかというところが一つあるんですけども、何て言うんで

しょう。そういったお子さんを幅広く見ていただくために中間教室と適応指導教室として

パカパカ塾の方にお願いしていて、幅広くそういった子どもさんたちに対応できるような

環境を整えてると、そういうことになります。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 成果っていう言い方おかしいんですけど、出席率も結構いいですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 すみません、ちょっと手持ちございませんので、細かい話までちょっ

とご説明できませんが、確かお 2 人くらい通っていらっしゃる方がいるという話はちょっ

と聞いておりますかね。ちょっとすみません、はっきりしたお答えできません。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 5ページのメゾンみんなのわの改修についてですけれど、その後そのメ

ゾンに対してはその皆さん使われていらっしゃる。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 すみません、1003 の教職員住宅管理費ですけども、すみません、ち

ょっと私の説明が不足してまして、昨年度については上古田の解体工事の方は行いました

けども、メゾンみんなのわの方については維持費だけはかかったという形になっています。

現在ですね、メゾンみんなのわも棟が二つあります。一つは世帯棟、一つは単身棟という形
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になっていまして、ちょっとこれもごめんなさい、うろ覚えなので何世帯とか、何人入れる

か、何部屋あるかというところまでお話できなくて申し訳ないんですけども、今単身棟の方

にはですね、4人の先生が今入っていただいていると、そういった状況です。世帯棟はなか

なか世帯で、ちょっと入るっていうのが今この御時世で先生方余りニーズがないというと

ころも含めて、今年企画振興課の方で補正予算の方組んでますけれども、移住定住だったり

だとか、コロナの関係で住むとこがないといったような場合について、そちらの方に住める

ような形での今改修を行っているという形になりますので、世帯棟も本来は教職員住宅と

して建てているものではありますけれども、今のところなかなかそちらの方はニーズがな

い、ただ単身棟の方は先ほどお話したとおり、今 4 人の先生に入っていただいているとい

う状況ではあるので、そんな状況であります。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○三井学校教育課長 釜屋さんの今お話のとおり、実はあそこ借地でありまして、その上に

上物は町が建てた建物、先ほど係長が説明したとおり、単身棟と世帯棟とあります。世帯棟

の方は 6戸、3階建てになっておりまして、実際入居者が 0の状態であって、町でもどうし

ていくのか、また監査員の方からもちょっと利用の方にもちょっと見直し等をね、求められ

ていたところであります。今般そういった中で企画振興課の方でね、先ほどの話のとおりの

内容と、あと大正大学の生徒が来たときとかね、そういったときにも利用できるというよう

な形、まだ正式に財産の方はまだ教育委員会の持ち物にはなっておるんですが、今後の方向

性が出来次第所管替えといいますか、そういったものを見据えて進めていきたいと考えて

おります。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 11 ページにございます性教育等講師謝礼とありますが、この担当の講

師の方はどんな方なのかということと、今後この性教育に関して積極的にやっていただけ

るのかどうなのかってことをお伺いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 性教育の関係、すみません、中学校の方で授業の方行っておりますが、

確かごめんなさい、ちょっと手持ちにないのでどういった方に頼んでいるかどうかという

ところをちょっと把握できていませんが、確か県の教育委員会の方からこういった形で、方

にというような形でのリストか何かが配られてるんじゃないかなというふうにちょっとし

ていました。これは、学校の方から予算の要求上がって来た分、我々としては予算付けてい

るというつもりでありますので、学校としてももちろんそういった性教育の部分当然大事

なことかなというふうに思っておりますので、予算がついた範囲でこういった取り組みを

していくという形でよろしいんじゃないかなというふうに考えております。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了をいたします。それで
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は討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決いたします。令

和元年度箕輪町一般会計歳入歳出決算認定についての学校教育課にかかわる部分について、

原案どおり認定することにご異議ございませんか。  

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議ないものと認め、認定すべきことと決定いた

しました。その旨本会議で報告させていただきます。 

それでは次に議案第 8 号 箕輪町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例制定についてを議題といたします。学校教育課の説明

をお願いいたします。課長 

○三井学校教育課長 それでは議案第 8 号 箕輪町放課後児童健全育成事業の設備及び運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例制定につきまして、説明をさせていた

だきます。議案 2ページをお開きいただきたいと思います。新旧対照表でございます。今回

の改正につきましては放課後児童支援員いわゆる学童クラブの支援員のことを言っておる

わけでありますけれども、この指導員資格というものはですね、従前は都道府県知事が行う

研修を修了した者というわけであったわけですが、厚生労働省令の改正によりまして、国の

方の省令が変わったことに伴いまして、都道府県知事の他にですね、いわゆる政令指定都市、

またもしくは中核市の長が行う研修もこの指導員資格を有する指導員資格となるこの研修

を終了した者に加えるということでありまして、要は研修の実施主体を増やす、要は間口を

広げるような改正の内容となっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上で

す。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ただいま説明がありましたが、これに対して質疑

ありませんか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 ちょっとちなみにという形でお聞きしたいんですが、今放課後児童支

援員、箕輪町何名現在おって、そして研修ですね。研修は毎年どのくらいの方が研修に行か

れているんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○三井学校教育課長 指導員資格は現在 9 人の方が持っておられます。通常その学童を開

いてるところには指導員資格 2 名の配置ということなんですが、現行では 1 人は補助員で

いいという形になっておりますので、最低 1人は必要ということになっております。現在 9

人の有資格者がおりまして、研修につきましては令和 2 年度、本年度これから 3 人、11月

に資格をとるように申し込む予定になっております、例年ですと 2 人から 3 人資格を取っ

ていただいている状況でございます。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 これ研修場所は多分総合教育センターかなと思うんですけど、知事が
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行う結局そういう形の中で教育委員会、県教委じゃなくて知事で総合教育センターのちょ

っとその 3名予定されてるんですかね、行く場所はどこで研修を受ける予定でしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○三井学校教育課長 研修場所がね、県下で 1カ所ではなくて、北信、中信、南信のような

4日間ほど研修に参加しなきゃいけない都合がありまして、会場がちょっと 3カ所くらいあ

ったかと思われますので、1番近いこの南信の部分、ちょっと詳細な研修会場まではあれな

んですけども、だいたい 4 日間を費やしてこの研修を受けていただくという予定になって

おります。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 そうですよね。これ放課後の児童健全の方はむしろそういう保育とか

そっちの方で、教育委員会直接絡みじゃないんですよね、どうもね。わかりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 関連すると思いますけれどもその研修するその例えば知事から各政令

都市になってきているっていうか、同じ厚労省の方の管轄でしょうけど、そういった受けや

すい環境になってきているとか、4日間にしても近いところで出来るということはこの条例

の背景っていうのはやはりそういう人たちを増やしたいというか、現場では人が足りない

とかそういうことがあるのでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 課長 

○三井学校教育課長 そうですね、おっしゃるとおりであります。やはり現在政令指定都市

も徐々に増えつつありますし、中核市いわゆる長野県で言うと長野市ですかね、そういった

ところでも積極的に研修を進めておりますので、やはり放課後児童もこちらの数字も学童

クラブも徐々に人数が伸びてきている状況もありますので、指導員も増やしたいという各

区市町村の要望もあって、できるだけその間口を広げるという背景があると思われます。以

上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 よろしいですか。他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了いたします。それでは

討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 8 号 箕輪町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一

部を改正する条例制定について、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは異議ないものと認め可決すべきものと決

定いたしました。その旨本会議で報告させていただきます。 

それでは次に議案第 9 号 令和 2 年度箕輪町一般会計補正予算(第 8 号)の学校教育課に
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かかわる部分について審議を行います。説明をお願いいたします。課長 

○三井学校教育課長 それでは細部の説明につきまして担当の係長より説明しますのでよ

ろしくお願いします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 では、補正予算の関係について細部説明させていただきます。お手元

の予算書、補正予算(第 8号)をご覧ください。何ページかおめくりいただきます。初めに 13

ページになります。16款 2項 2目になりますけども、総務費国庫補助金の関係でござい

ます。こちらの方は所管については財政の方になりますけれども、学校教育の方も関係して

きますのでご説明させていただきますが、地方創生臨時交付金ということで、交付金の収入

がございまして、うち 1002 事務局費から始まりまして 1071 学童クラブ運営費につきまし

て、それぞれ予算の方の配分がございます。新型コロナウイルス感染症対策として国の方か

ら交付される交付金という形になります。それぞれ補正予算等でですね、予算計上している

もの、今回の 9 月補正で予算計上したもの、それぞれに交付金の要綱に合致するものにつ

きまして、歳出の方へ充当されているという形になりますので、財政の方から充当の一覧表

等も資料の方配布されてると思いますが、まずはご承知おきいただきたいというふうに思

います。ではおめくりいただきまして 14ページをご覧ください。10目になりますが教育費

国庫補助金の関係でございます。519 万 6,000 円の増額補正になりますけれども、初めに

04節 社会教育費補助金の関係ですが、60万円の増額、収入を見込んでございます。新型

コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金ということになります。厚生労働省からの補助

金の関係になりますけども、感染対策のための消耗品の購入に対しまして、学童クラブの事

業の関係になりますけれども、100％の補助ということで 60 万円の収入を見込んでござい

ます。同額で歳出の方の予算の方も計上していますので、後ほどご説明いたします。06 節

ですね、教育総務費補助金の関係、459万 6,000円の計上でございます。学校保健特別対策

事業費補助金という形になります。こちらの補助金の関係ですけれども、文部科学省からの

補助ということで 2分の 1補助という形になります。学校関係の補助になりますけれども、

こちらの補助金の大きく分けましてメニューとしては我々の町に関係しますものについて

二つございます。一つ目感染症対策のためのマスク等購入支援事業ということで、補助金が

創設されております。児童生徒数に対しまして経費算定されまして、69 万 2,000 円という

形の 2分の 1の補助、34万 6,000円を収入として見込んでおります。こちらについてはマ

スク等を購入した部分について充当できるということになります。メニューの二つ目にな

りますけども、学校再開に伴う感染症対策学習補償等に係る支援事業といったものになり

ます。こちらは各学校のですね、児童生徒数に対して半分配分されますけれども、その学校

の、補助の対象経費の合計につきましては 850 万という形で非常に大きな額、それに対し

ます 2 分の 1 の補助という形になりますので、収入としまして 425 万円を計上させていた

だきました。先ほどのメニュー1とメニュー2に合わせまして 459万 6,000円という形にな

っております。 
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なお補助残ですね、2分の 1補助ですので、残り 2分の 1に対しては、地方創生臨時交付金

の対象になるという形になっておりますので、今回の先ほどご説明した臨時交付金の部分

が充当されていますので、実質町の負担は 0 という形になっております。それぞれ補助の

要綱が決まっておりますけれども、うちメニュー二つあるとお話しした二つ目の方、学校再

開の関係ですが、こちらについては各学校長がですね、判断をして柔軟に使ってもらえるた

めに創設された補助金でありまして、補助の内容もですね、消耗品から始まりまして修繕料、

備品購入費、そういったような形にも幅広く使えるという形での補助金になっております。

各学校の方に補助金の活用について予算の要求を別途あげていただきまして、その購入し

たい、修繕したいと、そういったような部分に予算を配分したいというふうに考えておりま

す。詳細は歳出の方でご説明の方させていただきます。それではおめくりいただきまして 17

ページをご覧ください。続きまして 19 款 01 項 10 目になります。教育費寄附金の関係

ですけれども 30万円の収入を見込んでおります。こちらは寄附金の関係になりますけれど

も、今回お 2 人の方からですね、個人の方から、各 10 万円ずつ合計 20 万円の寄附の方を

ちょうだいしております。寄附としまして準要保護の就学援助費の方に充当してほしいと

いうことでご意向ありましたので、そちらの方へ充当させていただきます。もう一口ロータ

リー倶楽部さんからですね、毎年になりますけれども、図書の購入費にということで補助金

の方ちょうだいしておりまして、小学校教育費の図書購入の方に充当させていただいてお

ります。続きましてちょっとおめくりいただきますが 20ページをご覧いただきたいと思い

ます。22 款 05 項の 01 目 関係でございます。9 節 雇用保険料本人負担分ということ

で、こちらの学童クラブの関係の雇用保険本人負担分ということで 3,000円になりますが、

増額の方させていただいております。のちほど歳出の方で雇用の関係ちょっとご説明の方

させていただきたいと思います。歳入につきましては以上のとおりです。それではすみませ

ん、何ページかおめくりいただきます。35 ページをお開きいただきたいと思います。続き

まして歳出の関係でございます。10款になりますけれども、10款の教育費の関係になりま

す。1002 の事務局費の関係でございますが、243 万 5,000 円の増額補正をさせていただき

たいと思います。初めに 10 節 01 細節の消耗品費の関係でございますが、62 万 1,000 円

の増額補正でございます。こちらは新型コロナウイルス感染症関係の消耗品の増という形

になりますが、消毒の際に学校の方で感染等もしあった場合の消毒用の防護服とか、消毒用

のアルコール、また中間教室の方の 3 密対策といったようなものを購入したいということ

で予算を計上させていただきました。続きまして 12 節 01 細節 委託料の関係ですけれ

ども 92万円の増額補正でございます。インフルエンザの個別接種委託料ということですけ

れども、今年は新型コロナの関係もありますし、また冬になるとインフルエンザの蔓延とい

ったことも心配されるところであります。保護者の方の負担も軽減する必要があると、そう

いった観点でありますが、中学 3 年生、これから受験を迎える中学 3 年生全員への予防接

種について町負担で行うということで委託料の方計上させていただきました。実際はそれ

ぞれの医療機関の方で、予防接種を受けていただいて、町の方に医療機関から請求をいただ
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くということで、委託料という形で計上の方させていただいているところでございます。続

きまして 18 節 02 細節の補助金の関係です。89 万 4,000 円の増額補正をさせていただき

ます。内容は修学旅行、臨海学習等の補助金という形で、予算の方計上させていただきまし

た。修学旅行、臨海学習ですけれども、今年のコロナウイルス感染症の関係で県内宿泊とい

う形に急遽変更していただくという形になりました。これに伴いまして、当初は県外、修学

旅行で言えば関西方面、臨海学習で言えば浜松の庄内地区の方へ目的地を設計していたわ

けですけれども、急遽こういった状況になりましたので、目的地を変更していただきました。

それに伴いましてですね、旅行会社さんの方にツアーを計画していただいてるわけですけ

れども、それぞれの各調整だとか、宿泊のキャンセルどうしてもしなきゃいけなかった部分

についてキャンセル料が発生するということで示されております。今回新型コロナの関係

もありまして、そういった変更に伴いまして、保護者負担というわけにはやはりいかないと

いうところもございまして、町の方で補助金を創設しまして、保護者負担をさせないような

ための交付をしていきたいというふうに考えております。また、目的地を変更はいたしまし

たけれども、やはりその中でも 3 密対策ということで感染対策をしていかなきゃいけない

というところもありますので、バスの増便等に対します部分についても補助金の方で保護

者負担を軽減していこうと、そういった観点で補助金の方創設させていただきたいと思い

ます。続きまして 1005小学校管理費の関係でございますが 2,090万 5,000円の増額補正で

ございます。内容ですけども 10節 01細節 消耗品の関係です。166万 4,000円の増額に

なりますが、これが歳入の方でご説明しました学校再開の国の補助金を受けまして、各学校

の方から要求の方が上がってきた内容を計上させていただきたいと思います。具体的には

消毒用のアルコールの購入、石けん、手袋等を購入したいということで、全部の学校の合計

という形になっております。06 細節の修繕料ですけれども、154 万 4,000 円の増額です。

これも同じく補助金の関係になりますが、学校の方の換気対策のための網戸設置、また普段

授業で使わない部屋を分散させて授業するための内線電話を設置したい、とそういったよ

うなものに使いたいための修繕料を計上させていただきました。12節 01細節の委託料の

関係ですが 350 万 8,000 円の増額でございます。内容ですけれども、手洗い箇所を増設工

事をここでコロナウイルス感染症対策という形になりますが、行っていきたいと考えてお

りまして、そちらの方の設計業務委託分で 48万円、空調設置工事の設計業務委託料という

ことで、これは来年予定しているところでございますけども、理科室、図書館への設置の要

望が学校の方からエアコンの設置の要望がありまして、令和 3 年度に国の補助金を活用し

て設置を進めていきたいと考えております。来年度当初予算の方へ計上するために、ここで

補正予算で予算を計上しまして、設計業務委託の方を行っていきたいということで、予算額

としまして 302万 8,000円ということで、計上させていただいております。続きまして 14

節 01 細節の工事請負費の関係でございますけども、1,303 万 4,000 円の増額補正でござ

います。内容ですけれども給食グリストラップ修繕工事ということで 103 万 4,000 円、こ

ちらは北小学校ですけれども、今のグリストラップが少し沈んでおりまして、勾配がちょっ
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と逆勾配になっていて排水がうまくいっていないというところについての修繕工事、また

こちらはコロナ感染症対策になりますが、手洗いの増設ということで 1,200 万予算計上の

方させていただきたいというふうに考えております。手洗いの設置場所ですけれども、現在

考えているのは、議会の答弁等でもお話しさせていただきますが、中部小の南校舎 1階、2

階のそれぞれ 1 カ所ずつ、また西小学校を予定の方させていただいております。今年度中

の工事という形を予定してますができるだけ早くしていきたいというふうに考えておりま

す。釜屋議員さんからもユニバーサルデザインのことについてご質問の方ありましたけれ

ども、設計を行ってく中で前向きに検討の方させていただきたいというふうに考えており

ます。続きまして 17節 01細節 備品購入費でございますけれども、115万 5,000円の計

上の方させていただきました。こちらも国の補助金の関係になりますけれども、各学校の方

でテーブル、椅子、また空気清浄機といったものを購入したいということで希望ありました

ので、集約して予算計上させていただいております。続きましておめくりいただきまして、

36 ページをご覧ください。続いて 1010 小学校教育振興費の関係でございますけれども、

173万 8,000円の増額補正でございます。10節 01細節 消耗品費でございますが 137万

8,000円の増額になっております。こちらは先ほどご説明しましたロータリークラブさんか

らの寄附について、児童図書購入費ということで、10 万円の増、また国の補助金の関係で

127 万 8,000 円、具体的には机にですね設置しますアクリルの仕切りを買いたいといった

学校、またフィルム、パーティションといったものも購入するための費用として計上してお

ります。13 節 01 細節 使用料及び賃借料ですけども、20 万 2,000 円の増額補正です。

こちらはバスの借上げ料ということで計上しておりますけれども、これから行っていきた

いスキー、スケート教室といったような際にバスを借り上げる形になりますが、それの三密

対策ということで国の補助金を活用して増便したいと、そういった希望でございます。17

節 01 細節 備品購入費ですけれども 15 万 8,000 円、こちらも国の補助金を活用します

けれども、複数の教室で分かれて行ったりするための教育振興関係の備品です。例えば、ミ

シンとか、そういう形での予算要求があがってますので、それを計上させていただきました。

1015 小学校給食費の関係ですけれども、102 万 5,000 円の増額補正です。10 節 01 細節 

消耗品費ですけども、19 万 9,000 円、こちらも国の補助金ですがポリ袋、マスク、手袋等

を購入していきたいということで、計上いたしました。14節 01細節 工事請負費ですが

52 万 6,000 円の増額補正、これは給食の施設工事ということで予算の要求の方させていた

だいてますが、西小学校になりますけども、給食調理をするための調理室にですね、トイレ

がありますけども、そのトイレをですね、要は衛生上扉の開け閉めの部分がよくないという

ことで保健所から指摘をされています。それについてコロナの感染というところも関係し

ますので、そういった部分で予算を計上しまして、トイレの出入り口の改修の方を行ってい

きたいということの予算でございます。17 節 01 細節 備品購入費ですけれども 30 万の

増額補正、国の補助金を主に活用しますけれども、給食調理員さんたちの休憩室等への冷風

機等を設置するということで予定しております。続きまして 1045中学校管理費の関係です
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けれども、306万 2,000円の増額補正です。10節 01細節 消耗品費、50万円の増額です

けれども、こちらも国の補助金を活用したアルコール、使い捨て手袋等の購入を予定してい

ます。06節 修繕料については 50万の増額補正、こちらも出入口の扉のですね、開閉の部

分の修繕を行うことで換気対策をしたいということで、学校の方から希望が上がった部分

を計上させていただきました。12節 01細節 委託料になります。126万 2,000円の増額

になります。空調設置工事の設計業務委託ということで、先ほど小学校管理費の方でもご説

明いたしました来年度空調設置をしていきたいということで予定しています。そちらの分

の中学校分ですね、の予算の方を計上させていただきました。17節 01細節ですが、備品

購入費 80万円の増額補正、これも同じく国の補助金の方を活用しています。学校の方で各

教室に加湿器を置きたいということで希望がありましたので、コロナの感染対策というこ

とで導入したいために予算の方計上しております。次の 37 ページにいきますが 1047 中学

校教育振興費の関係ですけれども 20 万の増額補正でございます。17 節 01 細節 備品購

入費になりますが、国の補助金を同じく活用いたしまして、冷風機を設置したいということ

で学校の希望を聞きましたので計上しております。続きまして 1071学童クラブの運営費の

関係でございます。169 万 4,000 円の増額の補正の方させていただきたいと思います。01

節の 03 細節の非常勤職員報酬から始まりまして、08 節までそれぞれ人件費関係わたりま

すけれども、会計年度任用職員さんを 1人増員させていただきたいと思います。現在、中部

教室になりますけれども、中部教室 1 番町内の中でも大きい学童クラブになりますが、人

数に対して実のとこ今二つの教室しか使えていないという状況がございます。今回の新型

コロナウイルスの感染症対策というところもありまして、中部小学校の体育館、小体育館で

すね、の方にある多目的室を学童クラブ用に活用することをちょっと考えております。一時

的には応急的に、恒常的にというわけじゃなく、一時的という形には一応なりますが、3密

対策ということで行っていきたいと考えておりますが、そこにどうしても行き来の際に指

導員が 1 人就く必要があったりする関係、また 3 密を防ぐために出来るだけ分散する、体

育館とかも使ったりとか、そういうところも考えまして、指導員さん 1 人増員したいとい

うふうに考えておりまして、1人分の予算の方をここで計上させていただきました。予算上

は 3 月末までということで雇用していく予定でございます。10 節の 01 細節 消耗品費で

すけれども、60 万円の増額補正でございます。これ歳入の方でご説明の方させていただき

ました。厚労省からの補助金ですけども、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金と

いったものを活用いたしまして、学童クラブ関係のコロナウイルス感染対策の消耗品を購

入していきたいと考えております。例えばですけども、ハンドソープだとか、消毒液だとか、

手袋、また必要によってパーティションといったようなものを設置しまして、感染対策を行

っていきたいとふうに考えております。以上、すみません、項目が非常に多くありましたが、

ちょっと駆け足になりますが、歳出についてご説明の方させていただきました。補正予算の

全体につきましては以上のとおりになります。よろしくお願いいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 説明が終わりました。それでは質疑、ご意見をいた



 

 

令和２年９月定例会 福祉文教常任委員会審査 

-106- 

 

だきたいと思います。ありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 給食室なんかの修繕で出入口の修繕には、お伺いしましたそれこそ感

染症のために触らないでも出入りができるような開閉状態にするって、そういうことでし

ょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 係長 

○井上教育総務係長 具体的な修繕ですけども、今の現状をお話ししますと手を洗う場所

とですね、用を足す場所っていうんですかね、そこの間に 1枚扉がありまして、そこの扉の

ノブを触らないと出入りができないという形になっています。保健所からの指摘について

は用をたしてどこにも触らない状態で手が洗えないといけない、そういう指摘になってい

ますので、今ある扉の方を外してしまって、さらに手を洗う場所から外に廊下があるんです

けども、廊下の方からは逆に言うと見えてしまう形になってしまいますので、手を洗える場

所と廊下の間に一つ間仕切りを加えて、扉を設置してあげると、そういったような改修にな

ります。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。入杉委員 

○６番 入杉委員 修学旅行のことでちょっとこの補正予算に関連っていうか、関係があ

るかどうかちょっとわからないんですけども、行き先が上田も入っているようなふうに聞

いてますけど、それはありますでしょうか。今検討の中で。 

○三井学校教育課長 (聴取不能) 

○６番 入杉委員 すみません、訂正します。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか。他にありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 なければこれで質疑を終了させていただきます。

討論に入ります。討論ありませんか。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 討論なしと認めます。それでは採決を行います。議

案第 9 号 令和 2 年度箕輪町一般会計補正予算(第 8 号)の学校教育課にかかわる部分につ

いて、原案どおり決することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 異議なしと認め原案どおり可決することに決定い

たしました。その旨本会議で報告させていただきます。学校教育課にかかわる部分の審査は

これで終了させていただきます。 

【学校教育課 終了】 

 

⑥請願・陳情 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは休憩に引き続きまして審査を再開いたし

ます。今度は陳情について審査を行います。当委員会に付託されました陳情受理番号 7 番
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の令和 2年 8月 17日受理の上伊那の高校再編対象校名の速やかな公表を求める陳情書につ

いて審査を行います。事務局から朗読をお願いいたします。 

○小松議会事務局次長 陳情書 朗読 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ただいま事務局から朗読していただきました。陳

情でありますが、これから審査を行います。まず質疑、ご意見をいただきたいと思います。

質疑、ご意見がある方は出していただきたいと思います。寺平委員 

○１３番 寺平委員 今回高校再編について陳情が出されているわけですけれども、私の

意見としましては再編高校を速やかに公表するって書いたあるんですけども、公表された

ときは結論になってしまうので、そんなに今たぶん急ぐ必要ないのかなというのが意見で

す。それよりも大事なことは状況がここで変わってきまして 7 月に文部科学省が普通科の

再編案というのを出してきまして、普通科というものを三つに再編すると、通常の普通科、

地域探求科、学際融合科ってこれ戦後初めての改革というのが上がってきまして、現在の議

論されている県立高校再編案にはそれが反映されていないんですよね。ですので、この今回

の高校再編案の再編が終わった後に普通科再編に取り組むとなると上伊那の高校再編って

のは 30年遅れてしまうと思いますので、私は今回高校再編に対して高校名を速やかに公表

するってのはそんなに急ぐことはないのではないのかというのが 1 点と、それとは別に普

通科再編に伴った国の進める改革を反映した再編計画を議会として求めていくのが適切な

んではないかなというふうに私は思います。意見としては以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。松本委員 

○８番 松本委員 今寺平議員が公表しない方がというお話もありましたが、私は公表し

なければ話ができないって思っております。もう 3 月までっていうここまできといて、そ

れでいきなりそれじゃあそこで言うのかと。その辺も父兄は心配でしょうがない、どうなっ

てくのか。それで南の方は高校がなくなってしまうではないかと、そういう不安もあるとい

うことも言われてます。ですので、ここに書いてあるとおりのことだと私は思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 今寺平さんの言われた新しい国のビジョンっていうか、普通科高校の

再編案ですけど、それのもしその文書見られれば一つそれを見た上でやはりそういういっ

そやるなら 1 番新しい改革ができる方がよいのではないかと思うので、ちょっとそれを見

させていただければ、何か資料があれば、それインターネットで出してもらうとかね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 一通り皆ちょっとご意見を聞いてから。他に。唐澤

委員 

○５番 唐澤委員 私はもうこれは不採択でいいという意見です。来週の始めにもですね、

教育委員会が開かれてこの辺をやるという情報がありますけれども、この高校再編の問題

はですね、私も現役でやってましたけど 90年代から入ってね、それまでは急増対策だった

んですよね、みなさんもご存知の通り各学校ごと学級数を増やしてね、この辺も 8 学級か

ら 10学級ぐらいの学級が幾つもあったと思うんですが、今度は急減期に入ってきて、それ
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から少子化がさらに進んでいくという中で、今まである高校どういうふうにやっていくか

というようなですね、90 年代あたりからずっと問題なってました。ちょっと田中県政のと

きに色々ちょうど私もそこのとき現役で色々関わったんですが、ちょっと本当に大変なあ

れだったんですけど、そういう経験の中でですね、県教委の方はかなり高校再編の計画につ

いてですね、経験を積んできて、成功例と言うとあれですけれども、例えば飯山ですね、あ

そこは 3統合したんですよね、飯山北、南、それから照丘と。今年も野球活躍してますし、

色々あれで、一つ県教委あたりというか、自信を持ったんではないかというふうに思ってま

す。それから総合学科もですね、1番最初は塩尻高校ですね、今志学館ですが、ここへ持っ

てきましてけど、これもですね、色々あれして水面下では県じゃない、各高校が手を挙げて

ですね、色々やる中で結局志学館でよかったと思います。1番やっぱり心配したのはあそこ

へ農業の中で醸造もやってるし、そういうのがなくなるんじゃないかという心配もあった

んですけれど、一応醸造のコースというか、システムは保たれましたし、志学館現在でも中

信地区では人気な高校の一つになっていますし、それから総合技術の方はですね、佐久平総

合技術ということで、あそこも北佐久農業とか、岩村田の工業科とかね、臼田のとか、あそ

こら辺を統合してありましたけど、あれもやはりそれなりの成果というかですね、出してる

んではないかというふうに思います。やっぱり我々が考える以上にって言ったらちょっと

あれですけどね、現場に私もちょっとあれしたもんで、あれですけど、県教委あたりは相当

資料集めてます。それこそ専門で今何人やってるかな、高校教育課の中で幾人携わってるか

あれですが、過去の資料からですね、それから同窓会の状況、それから 1番やっぱり状況つ

かんでるのは各高校の校長ですもんですから、校長とのヒアリング等重ねたりですね、いろ

んな形を考えながら最適化を持ってると、最適化を探っていると。今そういう普通科の方の

変革というかですね、改革の話が出てきてますけれども、そういうことも当然踏まえた上で

ね、将来的にということで、やはり伊那北と弥生ってのは高校第 8通学区ね、流出地帯なん

ですよね。伊那北理数科つくったり色々したけど、なかなか歯止めが効かないというところ

でですね、こういう案がでてきたと思います。それから財政状態も非常に大変になってきて

ね、一時本当に結局伊那北では失敗したというか、私も伊那北の同窓会の理事ちょっとやっ

たことあるんであれですけど、100周年、今年が 100周年かな、に向けてとにかく伊那北の

校舎ご存じの方あれですけど、非常にお粗末な、県立高校としてはね、お粗末な校舎なんで

す。それから火災のときに急遽建てたような校舎でもあるしね。ということで、とにかく伊

那北の校舎何とかしたいということだったんですけど、こういう少子化の流れがかなり進

んで、しかも県の財政状態がこうなってくるとね、やむを得ないというかですね、どうも雰

囲気としては伊那北、弥生で強く反対するっていう雰囲気はどうもない感じもしますんで

ね、何となく雰囲気としてはやむを得ないかという感じです。先ほど寺平委員が言ってまし

たけど、総合学科とか総合技術のね、早く発表するとかえって混乱すると、ある程度状況を

見てね、これで行けるというところでね、やっぱり発表しないと、議論をして何とかなるっ

て議論をしたらますます混乱をするというかね、一部の人の意見、大きい声の人が通るとか
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ね、やっぱりそういうものでもないだろうと。やはり相当さっきも申し上げましたように高

校教育課の中ではいろんな資料は集めてですね、色んなあれをやって、分析をしてですね、

将来像を見ながらとにかく練ってると。ここに書いてある系列についてもね、私もちょっと

志学館にあれしたもんですから、その経過知ってるんですけれども、醸造のところはどうい

うふうに残そうとかね、どういう希望だとか、それはある意味では県教委は現場に任せてく

れました。志学館のある程度準備室ができた段階で、その準備室にこの何というのかな、系

列、どういう系列がいいかというね、むしろ学校をつくる主体、教職員の部分もあるもんで

すから、だからそういうものが発表、県が決めて発表するもんでもないというふうに思いま

す。専門性がね、だんだんなくなってくるという心配をされてますけれども、上伊那のこの

惨状で専門高校は残すということですけど、しかし全国的な趨勢の中ではやはりいろんな

技術が、例えばバイオのテクノロジーとそういうメカニックのテクノロジーとかね、化学の

テクとか、とにかく色んな技術が融合化してくると、専門家と同時に融合してくる状況の中

では総合技術高校ってのはやはりある程度考えていかないといけないと。そういう中でさ

っきも言いましたけど、そんなにたくさんつくるわけにいかないわけですよね。財政状態も

ある、それから生徒の減少もあるということですね。そういうことを全体的に考えるとです

ね、速やかに対象校をやっぱり公表を速やかに公表しない方がこれはいいと、それから学科

もこれも公表しない方がいいと、これから説明会開き十分な議論をしたいっていうけど、そ

の前段の段階で協議会ね。駒ケ根の杉本市長が、前の市長が委員長になってですね、その中

に高校の教員だった OBも入っていたんですけれども、そういう人たちが入って、ある程度

の方向性を、上伊那としてはこうだという方向性を県の方に上げているわけですよね。だか

らその辺のところを尊重しながら、それが一つの上伊那のあれだけ色々何回か議論を重ね

ながら、まずとにかく県教委の方に再編はやむを得ないという中で、こういう再編案どうで

しょうかってことで出してあるわけですから、やはりそれを軸にしながら検討するという

ことで、当然公表すれば説明会とかあるわけですけれども、やはり説明会をやったからもう

県教委の方針が大幅に変わったっていうのはかえってまずいことなんで、そのために事前

にそういう協議会をやってるわけですから、そういうこと考えるとこの陳情書については

不採択と、そういうのが私の意見です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他の方。入杉委員 

○６番 入杉委員 私も不採択の立場で意見を述べさせていただきます。大半は今唐澤委

員がおっしゃっていただきました。1点申し上げますと、私の母校の弥生の同窓会の皆さん

はやむを得ない状況に、今はそういう時代だというふうに受け止めている方が大半で、反対

とか、賛成とかっていうことを本当に声高に述べる状況ではないです。これは時代の流れで

しょうがないという表現はあれですけども、もう流れがこうなっているんだという受けと

めが大半です。2番目の総合学科の系列案とか、それから学科案ということもですね、実は

辰野高校や駒ケ根高校の地元の方たちが自分たちがじゃあこれからどういう学校をしてい

こうというもう何て言いますか、考えが育ちつつありますので、これを公表するとか、先ほ
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ど唐澤委員がおっしゃったように公表するとかということになると地元の人たちの意欲と

いいますかね、そういうものを削ぐことになるので、これらを公表することはする必要はな

いと私は思いますし、また 3番の住民の方の討論、議論は本当に一部の人たちの議論、討論

の場になりかねないので、公平な意見、討論が出るという場が本当にあればいいんですけど、

そうでないことがままありますので、これも余り期待できないということになると、この陳

情書には私も反対という意見でさせていただきます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員どうですか。 

○１２番 中村委員 私も不採択の方がいいと思います。こういったことで速やかに公表

しても一部の人とかの意見ばかり出たり、よい結果につながっていくとは思えないので、こ

こはこの陳情書には不採択ということで、急いで公表したりすることはよくないんではな

いかということで意見を申し上げます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に何か追加でありますか。松本委員 

○８番 松本委員 シンポジウムへ参加、この間のシンポジウム参加してきたんですけど

も、先ほどのいわゆるあんまり意見を聞かない方がいいじゃないかというような意見も出

ましたが、いや意見を聞くべきだと思います。それでここには書いてないんですけど、小規

模人数学級もね、考えていく上でもあるじゃないかということで、県教委に開いた会議の中

である人が質問したらそれに答えられなかったというようなこともありますので、そうい

うような意見をやっぱり吸収しながらね、やってくことが今回の高校再編についてのこと

だと私は思います。ですので、この陳情書を出して採択をしていただきたいと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 最後のその少人数学級の問題はね、この統廃合の問題とは切り離して

考えないといけないと思うんです。というのは結局先ほどもちょっと出てましたけれども、

今高校の場合 40 人学級ですけどね、これを 35 人学級なり下に下げるというもちろんそれ

は大事なことなんですけど、それは基本的に文科省や何かの問題で、県の段階では基本的に

は今の 40人学級で進めざるを得ないということだろうというふうに思います。だから答え

なかったとか、答えられなかったっていうか、答えようがないということだろうというふう

に思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 小規模学級もですけれども、再編統合ができなくって学級数が少ない

状況を例えば続けたとすれば、それは適正な授業を受けられないことになりかねないです

よね。専門学科の教師の配置ができなくなりますんで、ですからやはりその子どもたちに適

正な授業を準備するということになれば適正なクラス数がないと、それは対応する専門学

科の教師を配置することはできないので、そのことも考えるとこの今のままの状態で少子

化が進むとその恐れがありますので、それはもうやむを得ないという状況に必ずなってき

ますので、再編はもう避けて通れないということだと思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員の先ほどのをすぐ出る。いい。見る必要が
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ある。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 いいです。というのは私は飯田長姫高校が統合したとき今の学校にし

た折に、本当に大きな学校でもその各特別教室が充実していて本当に色んな移動しなくて

もその何て言うんですか、移動しなくてっていうか持って歩かなくても各教室に色んなも

のが用意されててっていうことで、形に思ったんですが、要するにこちらにいかに学生さん

をコースが松本方面に行かなくてもこちらの大変魅力のある学校ができるかっていうこと

思ったときに今の学校の数だとそれから校舎の古さとか、そういったものを思ったときに

限界だと思います。だから新しく考えてやっていこうっていう機運が高まっているときな

らそれに一緒に合わせて統合再編をもっともっと前向きにぴか一の学校を幾つかつくるっ

ていうぐらいなあれでやっていった方がいいと思いますので、留める方向に行く意見書に

ついてはちょっと賛成できかねます。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 いいですか、先ほどの。 

○４番 釜屋委員 先ほどのはここでもしはっきり採択っていうことにそういうことにな

ってから、そういう方向でいくんでしたら。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それでは他に意見がなければ質疑、意見について

はこれで終了させていただきます。それでは討論を行います。討論ありませんか。松本委員

反対の立場ですか。反対の立場か賛成の立場か。 

○８番 松本委員 賛成の立場。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 反対の立場の方のご意見ありますか。寺平委員 

○１３番 寺平委員 不採択の立場から討論いたします。内容については私先ほど意見を

述べたとおりでございます。速やかに公表する必要はないという立場で私、と同時に箕輪町

議会としてはこの陳情書を不採択にした上で上伊那地域の普通科を再編して国の進める普

通科再編にのっとった普通科を三つに再編する普通科、地域探求科、学際融合科に再編する

案を高校再編に、来年提出される案に反映していくべきだという意見書を出すべきだとい

う考え方です。この陳情書については不採択です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 採択してほしいという賛成の立場で討論を述べます。私はここに書い

てあるとおりにいわゆる 3 月までそのままでいくのではなくてきちんと住民にどういう形

だという計画案を知らせ得なければならない。それで住民の声を十分に聞く、そういうこと

でいわゆる再編を考えていくというのが一つの理由であります。あとは、先ほど少人数学級

のこともあるんですが、学校を県教委は学校を減らすというあれもありますので、少人数学

級を用いることで、そんなに学校減らさなくても済むのではないかという意見の人もいる

わけです。そういうことも踏まえまして、ここに書いてるとおりに再編高校の速やかに学校

名を公表すること、ここにも書いてあるようなことが三つあるわけですが、こういうことで

住民の間で十分な議論を、機会を設けること、これは最低限必要なことだと私は思いますの

で、賛成の立場で討論いたします。 
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○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に反対の意見ありますか。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 先ほど述べたとおりでありますけど、やはり少人数学級にしたときに

学校を減らさなくてもいいという話だったんですけど、結局先ほども言いましたけど国と

県とはもう違うもんですから、もし国の少人数学級ということがない中で県単独で少人数

学級をつくったとしても、教員配置法ってのがあるんですね。結局教員を幾人その学校に配

置できるかというのは基本的には定数法って国のあれで決まってますので、それは学級数

によって決まってくるわけです、生徒数とかですね。そういう条件の中で決まってくるわけ

ですから、結局もしそういう小さい学校にしても県にたくさん本当にお金があればいいん

ですけど、お金がない中でしかも新設校にして新しい校舎なり、設備なり、これから考えて

いくと思うんですけど、とても財政的にはそれはもう続かないと。基本的にやっぱり少人数

学級は少人数学級で国に求めていくというのが筋だろうというふうに思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に。  

（「なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に討論なければこれで討論を終了いたします。

それでは採決を行います。それでは受理番号 7 の上伊那の高校再編対象校名の速やかな公

表を求める陳情書について採択に賛成の方の起立を求めます。  

【賛成者 起立】 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 賛成少数でこれは不採択と決定いたしました。 

それでは次に継続審査になっております受理番号 3 番の医師養成定員を減らす政府方針

の見直しを求める陳情書でありますが、これ継続審査になっていったものに対しての審査

を行います。前回は最終的には継続審査ということになったわけでありますけれども、とい

うことでもう 1 回ここで審査をし直すということでありますので、それぞれご意見をいた

だきたいと思います。それぞれのご意見をいただきたいので、全員の皆さんからご意見をい

ただきたいと思いますのでお願いいたします。寺平委員 

○１３番 寺平委員 私は不採択の立場で意見を申したいと思います。医師養成定員を減

らす政府方針の見直しを求める陳情書ということで中身見ますと、医師養成定員減という

方向を見直し、医療現場と地域の実態を踏まえて医師数を増やすことということで、医師数

を増やすというのはこのコロナの中では一見いいかなと思ったんですけども、よくよく調

べてみますとこの政府方針がそもそも何で出たのかって考えると今後医師が過剰になって

くるという予測があるのが 1 点とじゃあ現場の先生方はどう思ってるのかなって、これも

インターネットで調べるしかないんですけれども、再編対象になっているお医者さんの実

に過半数以上が実は再編に賛成しているという統計もありまして、そうなってきますと今

回の陳情書と現場の一種の乖離があるのかなと思いまして、不採択が相当ではないかと思

います。以上です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 私は前回採択ということで意見を述べましたけど、同じですね、変わっ
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ていません。特に 6 月からまたコロナの関係ですね、さらに長期化するという状況の中で

すね、やはりたまたまこの地域は今んとこコロナの関係の患者がほとんど発生してないも

んですから持ち堪えてますけど、やはり沖縄とかもう医療崩壊というようなことが言われ

てます。やはりそういう意味でもですね、これから先日も知事の会、地域医療を担う医師の

確保を目指す知事の会の資料ありましたけれども、やはり特に上伊那ですね、この医療圏、

医師、私もちょっと看護師の養成にかかわったもんですから、そういう医療従事者絶対数が

非常に少ない地域なんですよね。長野県の中でもここと木曽が確か非常に手薄ということ

なんですね。本当にコロナが起きたりするとどうなるんだろうかという心配をしてたんで

すけど。やはりですね、医師の確保、地域医療を担うという趣旨でもですね、医師の確保と

いうのは非常に必要だろうと思います。それと最近の中ですね、高齢化をしていくと。そし

て医療と介護の連携とかですね、そういうことがありました。今回の議会の中でもですね、

その辺の医療と介護の連携、特に看取りの問題とかですね、在宅医療の問題とかですね。そ

ういうことが確か出ていたような気がしますけど、そういう在宅を手厚くしていくと、高齢

化社会の中でですね。そういう我々の命守っていく、健康を守っていくという意味でもです

ね、やはり医師を確保するということが必要だと思います。これからさらに人口減が進む中

でですね、どういうふうにってのはありますけれども、やはり当面はですね、当面は医療者

の養成は必要だろうというふうに思っています。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 入杉委員 

○６番 入杉委員 医師を含めまして医療従事者という方々がこのコロナによって大変重

要な位置を占めているし、それから数的にも必要不可欠ということはわかってまいりまし

たけれども、しかしながら前回の討論のときにも私は申し上げましたように医師の数より

も偏在対策の方が重要であって、より医師、医療従事者の配置の問題がもう少し全面に出て

くるべきであって、定員数を減らす政府の方針というものではないところに私は問題があ

ると思いますので、この陳情に対しては不採択であります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 松本委員 

○８番 松本委員 これは是非意見書を送ってほしいという採択にしてほしいという立場

で意見を申し上げたいと思います。政府は 2024 年までに 33 万の定員を減らすって打ち出

してるわけですよね。これに基づいてもしやっていくと医師が減らされてしまうという危

険性が出てくるということなんですよね。今長野県でも上伊那は非常にベッド数が少ない、

イコール医師も少ないということなんですよね。もうベッド数を増やすことは上伊那はで

きません。もうそういうふうに決まっています。そういうことを考えていきますと増やして

ほしい、ここでは増やしてほしいっていう陳情書ではないんですけれども、これ以上減らさ

れればそういう危機が高まってくるっていうのが見えてくるというふうに考えます。です

のでここに書いてあるように人口 1,000人当たりの医師数が OECDの平均で出てますけれ

ども、3.5人に対し日本は 2.4人、36カ国では 31位という非常に低い数字ででてますので、

これを見ると本当に深刻だなあと、先ほどコロナ禍の話が出たんですけど、これはコロナ禍
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の前に出た意見ですので、さらに厳しくなってきて、これからコロナが増員していくことに

関してもお医者さんは本当に大変な仕事だと、少なくなってきてしまうと危機感も感じて

くる感じになります。ですので是非。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 中村委員 

○１２番 中村委員 私も議員になって 1 番最初の一般質問のときに箕輪町に産婦人科が

ないということと、あと救急車が出動したときに 70％の確立で伊那の病院に行っていると

いうようなことをちょっと取り上げさせてもらいましたけども、今町としても人口増やす

ということで子育てとかにも力を入れているんだけど、産婦人科もないような町で本当に

子どもが増えていくのかなというような感覚もあって、私ももう 60 を超えて、これから

色々大変なそういった医者に頼らなきゃいけない時期も近づいてきたというときに、町に

お医者さん、信頼できるようなお医者さんがないっていうようなことになるととても大変

なことになるなというような感覚の中で、私としては医師の養成定員を減らすっていうの

はちょっと勘弁してもらって、この見直しを求めるという陳情書に採択の立場で意見を述

べさせていただきました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 釜屋委員 

○４番 釜屋委員 私はこの意見書に対しては反対の立場であります。というのは例えば

これからもし医師を募集をしてお医者さんを養成するとなったときに、最低でもお医者さ

んになるためには 10 年以上ですよね。そうした時にはもうね、高齢化とそして少子化が

段々段々もう深刻になってくる時でありまして、患者数も減ってくるとこれはもう予想さ

れることです。政府の方針でいきますと 2008 年から 13 年間、これ文科省のホームページ

にあったんですけど、医学部の入学定員の数は増加してきていたっていうんですね。新医師

確保総合対策っていうのを作りましてですね、段々段々拡充してきて、医師不足が深刻な都

道府県への配慮から地域枠など設けられ、定員の増員が始まって来た、一時期ありましたよ

ね、信大の卒業生は長野県の中でとか、そういうこともあったりして変遷もしてきているん

ですが、医師は増えてきているっていうところで。だけれども需要するところが介護とか看

護の方が欲しくなってきているのが現状でありまして、専門医のお医者様たちのご意見で

いくと全国医学部長学長アンケートというのがあって、医学部の定員のあり方に対して減

らすべきっていうのは 6 割強、増やすべきは 0 というこういう結果が出たということが載

ってました。一つの病院の話でありますけれど、東京慈恵医科の大学の学長さんは長期的に

は定員を減らさざるを得ないと、だけども医療全体の資質とか、個々の医師の質とか、各医

学部の質をそれぞれ担保しながら慎重に適正定員を誘導するべきだという意見、そして併

せて医師の地域偏在、それから診療科偏在への有効な対策を迅速に講じる必要があるとい

うことで、単なる医師を増やせばいいという話ではなくて、もっともっと複雑な問題がたく

さんあるということで、この意見書に対して単なる医師の養成定員を増やすっていうこと

には私は反対です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他に今全員からご意見をいただきましたけれども、
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追加でご意見ありましたら。入杉委員 

○６番 入杉委員 中村委員のご意見がお聞きしましてその意見に反対とか賛成とかない

んですけども、現状で言いますとですね、産婦人科がないということは非常に悲しむべき現

実ではあります。けれども実際に産婦人科、私の場合知り合いの医者が産婦人科を辞めた理

由がお産の件数が非常に少ないわけですよね。そうすると医院をね、存続することができな

いくらい今お産の件数が少ないんですよね。実際にお産のときに取り上げるのは助産師さ

んなんですよね。ですから助産院というものを増やすということなら分かるんですけど、で

すから産婦人科医を云々とか、そういういったことも今の現実に則して考えればもうちょ

っと考えるところがあるんではないかと、もっとお産のことで言いますと、若い方たちの希

望はデラックスな設備のよい諏訪だとか、駒ケ根だとかのね、ところでお産する若い女性の

方が多いんですよね。ですので、箕輪町に私も議員になった当初産婦人科が欲しいと、けれ

どそれはもう大変無理な話で助産院が欲しいという質問をしたことがあります。ですから

そういうことを考えたときに、ただただ今釜屋議員さんおっしゃったように医者を増やす

ということだけが問題の解決になるわけではなくて、この医師の確保ということは小泉総

理のときでしたっけね、その大学からの研修医を来させないっていうかね、医院に回さない

っていうそういったその地域医療に対する国の施策の方が私は問題であって、医師の数で

はないというのが私の意見です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。松本委員 

○８番 松本委員 もともと医師が少ないというところからいわゆる研修医を回さない、

あるいは異常出産したときに助産師さんが医師も呼べない、そういうような結果が当然出

てくると思うんですよね。だから、そういうことではなくて、ここに書いてあることは非常

に少ないために長時間労働を強いられてしまうとか、そういうようなことで今問題になっ

てるから、ぜひ医師の養成定員を減らさないでくれという要求なんですよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありませんか。それではこれで意見は終わり

まして、討論を行います。まず最初に反対討論の方ありましたら。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 医師の養成定員を減らすことに対しては、私は反対を、減らす政府の方

針の見直しを求める陳情書には反対の立場で討論いたします。今の医療現場の大変さって

のはよくわかりますが、この医師養成、いわゆる医学部の卒業する生徒さんが本格的にお医

者さんになるためには現在これから 10年、15年先にお医者さんになったとして、そのとき

にはもう患者さんが減ってくるときで、むしろ病院が成り立つかっていう問題が新しく出

てきます。ですので、これからの医師の役割については今後問題が様々出てくるので現在の

医師の状態をより質の向上っていうことで進めていくべきだと思います。ですので問題が

少し変わってきますけれど、単なる医師の養成を増やしていくことが今の問題を解決する

ことにはなっていかないと思いますので、私はこの意見書には反対をいたします。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 賛成討論の方いますか。松本委員 

○８番 松本委員 私は医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情書に対して
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賛成の立場で討論をしたいと思います。先ほどから医師の問題が多過ぎるとかそういうよ

うな話も出てるんですが、医学部の定員をもし減らした場合ですね、そうすると教授も減ら

すわけですね。今度教える人が今度はいなくなってしまう。それをそれじゃあ医師を今度増

やすときには非常に苦労するということになりますので、これは減らすということは非常

に大変なことだというふうに感じます。あるいは先ほど言いましたようにいわゆるベッド

病床ですね、を減らすということになると、今 2020 年、後 4、5 年くらいでそうなってし

まうということなんですが、それをやってしまうともうベッドも減るし、医師も減るという

ことになってしまって、もう病院すらなくなってしまうというような非常に厳しい状況に

入っていってしまうということになりますので、私はこの先ほどの OECDの順番だけで物

言ってるわけじゃないんですが、もう世界的にも医師が非常に少ないということで、本当に

深刻に考えなければいけないんじゃないかな、そういう立場で陳情書を上げていただきた

い、意見書を上げていただきたい。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 反対討論、入杉委員 

○６番 入杉委員 反対の立場で意見を言わさせていただきます。釜屋委員のおっしゃっ

た理由の他に少子化になっておりますので、医学部へ希望する学生の学力が維持されてい

けるのかどうなのか。要するに医学生の質の問題もあると思うんですね。加えて医学部を卒

業した生徒が全員医師になるという今時代ではないので、そのことも踏まえて多分こうい

う施策を出してきているんだと思います。もう少し広げて言えば医学部を維持するという

のは非常にお金のかかる話ですので、国の財政を考えたりいろんなこと考えますと定員を

減らすということは医学生の質を維持していくためにも必要ではないかと思われますので、

反対です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他にありますか。賛成のかた、唐澤委員 

○５番 唐澤委員 やはりですね、このコロナ危機の中で本当に医療体制の充実というか、

安心感求められてる状況だろうと思います。それから先ほども申し上げましたけど、高齢化

の中でやはり在宅の医療を充実していくということであります。偏在を無くすといっても

ですね、簡単には偏在もなくならないわけですし、それから当然医師も高齢化していくとい

う状況の中でですね、医学部の養成定員を少なくとも減らすというですね、減らすというこ

とはもう避けるべきだというふうに思います。質の問題もありますけれども、それはやはり

子どもたちの力の中でみんなでしっかり養成をしていくということだろうというふうに思

います。やはり医療に従事する、我々そうですけどいろんな職業に従事する人たちは、それ

ぞれプロ意識を持って、それぞれの専門性を高めるという中で、皆切磋琢磨したり、努力を

しているわけでありますので、そういう中でですね、やはり医療の体制を維持していく、手

厚くしていくということは大事だろうというふうに思います。ですのでこの陳情書につい

ては採択に賛成であります。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他には。寺平委員 

○１３番 寺平委員 不採択の立場で討論に参加したいと思います。このコロナ禍でやっ
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ぱりお医者さんの役割というのが重要だというのも十分承知してますし、当然世の中お医

者さんが多ければ多いほどいいにこしたことはないとは私は思うのですが、やっぱり 2033

年にお医者さんの需給が均衡する。簡単に言うとお医者さんが余ってくるということです

よね。そういうときにやっぱり余ってきたらじゃあ辞めてくださいとも言えないし、やはり

長期的に、お医者さん 1 人の人生を考えたときにやっぱり施策を検討する人はやっぱり 40

年スパン位でお医者さんになってから退職するまでの大体需給を、需給って言っちゃ語弊

がありますけども、考えて、お医者さん必要なくなったら簡単に首切れる話でもないので、

やっぱりある程度見通しを持った養成定員というのをつくっていかなきゃいけないんだと

思います。そういう意味では 2033年に需給が均衡するっていうもうすぐ目の前にある話で

すので、やはり今回の陳情書については願意に沿いかねるというか、実現性の問題という意

味で反対したいと思っております。 

他になければ、討論を打ち切ります。それでは採決を行います。この医師養成定員を減らす

政府方針の見直しを求める陳情書に採択すべきに賛成する方の起立を求めます。不採択の

方の起立を求めます。採択に賛成の数が 3 人、不採択の方が 3 人で同数でありますので、

委員長の決定に決めさせていただきます。委員長の決定ですけれども不採択といたします。 

次にこれも 6 月の定例会の時に国に対して地方における公立公的病院の国の基準に基づく

国の一方的な再編統合は行わないことに対する意見書の提出を求める陳情書が出されまし

て、これについては本会議で採択となったわけであります。その採択を受けまして意見書を

福祉文教常任委員長として意見書を出した訳でありますけれども、その意見書については

否決されました。それですので、陳情が採択されてますので意見書を出すことはしなければ

ならないということであります。内容についてはそういうことで意見書の内容については

否決されておりますので、最後検討をして意見書を出さざるを得ませんので委員長として

の提案をさせていただきたいと思います。今案をお配りいたしますので、この案についてご

意見をいただき、意見書が提出できますようにお願いしたいと思います。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 陳情は採択されたけれども、意見書が不採択だったということであり

ますが、この委員会でこのことについて審議をしてくれという要請があったのかどうか、議

運なりなんなりでですね、そういう要請があったのか、その辺の手続きの問題はどうなって

るんでしょうか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 先ほど言いましたように意見書は否決をされまし

たので、それはこの陳情を受けて意見書を提出するということになったわけですけど、その

内容についてそれは委員長としての名前で出した意見書でありますので、それが否決され

たということですが、この陳情についてはこの委員会に付託されて、そこで委員会でも採択

をされております。ので、もう 1回出すということになれば、福祉文教の委員長として出す

必要があるということであります。議会から、他のあれから、議運なり何なりからそれはこ

の委員会に付託されたということではありません。 

○５番 唐澤委員 わかりました。委員長の判断としてこれは意見書を出し直す必要があ
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ると、再提案ですね。議案として再提出するということですね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ただこの前とそっくり同じのを出すわけにはいき

ませんので、それは反対意見等の内容も少し考慮する中で、元の趣旨を損なわない中で作成

した案であります。そういうことですので、これからお配りをしますので、この前も配りま

したけれども、これから正式案をお配りいたしますので、これを今日審議をしていただいて、

それで成案となれば今回のこの委員会の中の私の名前で最終日に提案をさせていただきた

いと思います。その際には皆さんこれからこの審査をしていただきますけれども、賛成をい

ただいた方の署名はいただきながら、それで提出したいと思いますのでお願いいたします。

事務局で朗読をしていただけますか。 

○小松議会事務局次長 意見書 朗読 

今朗読していただいた通りであります。それで前回出した意見書については反対というこ

とで否決されましたので、その内容についてその反対の中にありました、いわゆる地域の現

状をもう少し、地域との協議の場を求めるとか、そういう部分がないのではないかというこ

とと、人口減少がこれから起こってくるということでそれに対応した部分も検討が必要で

はないかという意見がありましたので、そこの記のところから上に 4 行目のところにあり

ます公立公的病院の統合や廃止は、のあとに人口減少に対応した持続可能な病院の運営と

あり方を模索するとともにの部分をここに入れさせていただきました。それと記の 2 番に

国と地方の協議の場を積極的に設けるなど地域の実情を十分に踏まえた地域医療構想の推

進に努めることという文を加えさせていただきました。ということで元の基本的な考え方

については直してはいませんけれども、そういう部分にも配慮していただきたいという部

分を含めて追加させていただいたということでありますのでよろしくお願いいたします。

それではこれについてご意見をいただきたいと思います。唐澤委員 

○５番 唐澤委員 全体でこれでいいと思うんですけど、こういうふうに手を入れたらい

かがでしょうかということです。記の上の前文の下から 4 行目ですかね。ここに公立公的

病院の統合や廃止は人口減少ってあるんですけど、人口減少や高齢化、社会をつけるのがい

いのかどうかちょっとあれですが、高齢化に対応した持続可能なっていう、そういうふうに

入れた方がいいと思います。それはその後 2 段上のところにですね、長野県の医師不足の

実態、公共交通機関の不足、それから高齢化の進展というのね、ことを加味すればというと

ころがありますので、そこを後押しするというか、強調するという意味で高齢化ですね、こ

れを入れたらどうでしょうかという意見です。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 今唐澤委員から 3、4行目のところに人口減少や高

齢化にを入れた方がいいというご意見でしたけど。他にありますか。ここに少子高齢化って

いうのを全てを含めて人口減少にしてしまったのであれですけど。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 公立公的病院のあり方の再編統合の背景にはやはり昔建てた病院のま

まの急性期の病院が今多くてむしろ急性期を脱した介護、看護する病院のベッドが少ない

という偏在っていうか、そういうものも問題化してきてその統合再編という問題にもつな
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がっているので、この高齢化というのは入れた方がいいかなっていうふうに思います。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 唐澤委員 

○５番 唐澤委員 修正箇所色々出す中でいいですかね。それから今先ほど触れた長野県

医師不足の実態、公共交通機関の不足っていう表現になってますが、これ衰退の方がいいん

じゃないかなというふうに思います。やっぱり地域の足が衰えていって遠くの病院へ行く

というよりはいかざるを得ないっていう。不足っていうようりも交通機関の衰退の方が何

か私はいいような気がしますけど。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 衰退ね。公共交通機関の衰退だね、はい。いいです

か、皆さん他にそれ、衰退というふうに変えるということで。他にありませんか。釜屋委員 

○４番 釜屋委員 体裁のことですけど、記書きの 1 と 2 を 1 行空けた方がよいかなとい

うふうに思います。記書きの 1 と 2 をちょっと 1 行空白で空けた方が、改行した方が、ど

うですか。普通空いてるよね。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 普通空いてないと思うよ。 

○４番 釜屋委員 失礼しました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 空いてる。普通空いてないと思う。 

○５番 唐澤委員 行政文書上では今までどうですか。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 普通空いていないと思う。 

○５番 唐澤委員 行政文書上で空かないということね。 

○４番 釜屋委員 勉強になりました。 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 他になければこの今のところ記から上の 4 行目の

ところに人口減少に対応したというところに人口減少や高齢化に対応したというふうに修

正する部分と、さらにそれから 7 行上のところに長野県の医師不足の実態、公共交通機関

の不足ってあるのを公共交通機関の衰退に修正するということでこの案に決定してよろし

いでしょうか。 

 （「異議なし」の声あり） 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 それではご意見が他にありませんのでこの案に賛

成される方の挙手をお願いいたします。 

【賛成者 挙手】 

○１４番 小出嶋福祉文教常任委員長 ありがとうございました。それではこの案で意見

書を私の名前で出しますので同意をしていただきます。今度ここへ署名をした方は本会議

で反対しないようにお願いいたします。それではここでの審査はこれで終了させていただ

きたいと思います。 

【請願・陳情 終了】 

 

午後 16時 20分 終了 


